
欧米主要国の雇用労働政策
欧米主要国の雇用労働政策
【2009年の緊急雇用対策】

株式会社リクルート ワークス研究所
〒100-6640
東京都千代田区丸の内 1-9-2 
グラントウキョウサウスタワー 
TEL 03-6835-9200

リ
ク
ル
ー
ト 

ワ
ー
ク
ス
研
究
所

欧
米
主
要
国
の
雇
用
労
働
政
策
【
2
0
0
9
年
の
緊
急
雇
用
対
策
】

2
0
0
9
年
の

緊
急
雇
用
対
策





欧米主要国の雇用労働政策
2009年の緊急雇用対策

Works Report 2009.indd   1 09.12.1   2:38:04 PM



���������  

 

「100年に一度の危機」といわれる今回の経済不

況。終戦以来の危機と感じる人も多く、バブル崩

壊を経験した日本においても深刻化し、政権交代

をもたらす一因となった。日米欧においても景気

回復の遅れが反映し、雇用情勢は厳しい状況に置

かれている。日本の 2009 年８月の完全失業率は

5.5％と、前月に比べ 0.2 ポイント低下したが、有

効求人倍率は 0.42倍と過去最悪の水準となり予断

を許さない状況下にある。欧米の失業率をみると、

米国の９月の失業率は 9.8％と悪化し、26 年ぶり

の高水準を更新した。また欧州でもユーロ圏 16カ

国の８月の失業率は 9.6％に上昇している。 

日本政府は「緊急雇用対策」として、大規模な

予算を投入し、雇用調整助成金の支給など雇用維

持を中心とした施策がとられているが、この状況

の下、欧米諸国はどのような政策を打ち出してい

るのだろうか。 

2008 年からの経済危機。2009 年に入り、主要

国の緊急雇用対策の骨格が少しずつ明らかになっ

てきた。施策はまだ計画段階や、途中のものもあ

り、雇用回復の兆候や即効性などその効果は見え

ていない。極めて表層的で緩い内容はあるが、国

による政策の方向性や違い、日本でも参考にでき

るプログラムはあるのか、米国、英国、フランス

の施策について、緊急的にまとめてみた。現段階

で言えることは、下記のとおりである。 
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米国は、2009年２月に最大規模の 7,870億ドル

を投じた景気対策法を成立させ、2010年末までに

約350万人の雇用保護・雇用創出を目標に掲げた。

“国を再生させる”この大規模な計画を実行する

ためには、税金の無駄、非効率、不要な支出をな

くすことが重要だと、Recovery.comを開設し、ウ

ェブサイトで情報公開し国民が監視できるように

した。中間報告では、８月までに約 60～110万人

の雇用維持または雇用創出がなされたとしている。

国の再生計画の主な施策として、「グリーンカラ

ージョブ」と称する環境関連の雇用をはじめ、公

共事業の中でも、エネルギー、インフラ、教育、

医療、住宅、科学・技術など将来につながる分野

に特化し、集中的な支援を行っている。職業訓練

においても、医療や環境など高成長が見込める業

種の職業訓練や、若年者向けの雇用創出機会とし

て、サマーユースエンプロイメントを実行。企業

の協力を仰ぎ、約 28万人の若年者に就労経験、職

業訓練の機会を与えた。また、非自発的離職者に

もエンプロイアビリティと所得を向上させるプロ

グラムを実行している。施策のもう１本の柱はセ

ーフティネットの強化である。景気対策法では、

失業保険や生活保護の給付額の引き上げや適用範

囲の拡大がなされた。2009年度に限り失業給付を

一部非課税にする、また特定の求職者を新規採用

した企業には連邦税を控除するなど、少ない財源

を効率的に分配するべく緊急的な対応がとられて

いる。  

英国では、1998年より開始された就業支援「ニ

ューディール」プログラムを軸にバラエティに富

んだ雇用施策を継続して展開し、雇用創出してき

た。この実績をもとに 2008 年 10月に発表した失

業者の再就職支援（３年間で１億 5,800万ポンド）

をはじめとして既存のプログラムを拡充している。

英国が最も力を入れているのは「再就職」のため

の職業訓練やサポートで、緊急雇用対策では特に

人員整理者の早期救済に力を入れており、2009年

３月までに約 1,000 社が「迅速対処サービス」の
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支援を受けた。また、低技能の失業者のためのス

キルアップ訓練も拡充している。ニューディール

の特徴の１つとして挙げられるのは、民間会社の

活用であるが、緊急雇用対策においても欧州基金

が 7,900 ポンドを投じて、既存のプログラムを拡

充している。今では先進国の多くが行う求職者へ

のきめ細かなパーソナルサービスは、ニューディ

ールが基本的なモデルで官民が創りだしたもので

ある。ジョブセンタープラスでも２年間で 13億ポ

ンドを投じて、求職者がパーソナル・アドバイザ

ーとの再就職のためのアクションプラン作成を充

実化させるなど、就職に効果のあるサービスを向

上させる。また、2009 年 10 月より新たに「フレ

キシブル・ニューディール」を開始した。過去の

成果を踏襲して、若年失業者、長期失業者、中高

年者、ミュージシャンなど細分化されたプログラ

ムを統合しすべての求職者向けに作られた施策で

あり、今後も注視すべき内容である。  

 

フランスの緊急雇用対策は、新たな方向性を指

し示している。週 35時間労働制と逆行し、超過勤

務を奨励するなど、国を再生させるための支援と

しては実に大胆な施策が掲げられた。2008年８月

に政府が掲げた雇用労働政策目標は、労働の奨励

（週 35時間労働制の改革、超過勤務の奨励、有給

休暇の買い取り）、再就職の奨励（ワーキングプア

の所得改善や就業意欲の向上）、失業者向けの個別

支援（公共職業安定所の改革）などである。特徴

として、労働者への意識改革から着手しているこ

とが挙げられる。これは 2008年より 2008年７月

に可決した「求職者の義務と権利に関する法律」

が顕著である。公共職業安定所から紹介された就

職先企業は正当な理由なく２回以上断ることがで

きない。公共職業安定所の手厚い支援との引き換

えに、求職者への強い義務を課している。手厚い

社会保護だけでなく両翼を備えた施策へと方向転

換された。緊急雇用対策では、これらを踏まえて

失業に留まらない施策を打ち出している。職業訓

練や失業手当のヴァリエーションの多さは他の国

にはないものとなった。 

 

 

本レポートでは、米・英・フランスの「緊急雇

用対策」を中心に取り上げたが、ＥＵ全体ではど

のような施策をとっているかを付記しておく。欧

州委員会雇用総局欧州雇用戦略ＣＳＲ・地域開発

担当のレナート・ジャンセンス氏によると、欧州

27カ国の 2008年から 2009年の失業率の変化をみ

ると、過去１年で大きく影響を受けているのはス

ペイン、アイルランド、バルト三国であり、影響

が少ないのは、ドイツ、ルーマニア、オランダ、

ベルギーであるという。欧州における施策は主に

４つで、１つめは賃金以外の諸経費、社会保障費

などの削減で、27カ国が実施しているものである。

２つめは、既存の雇用維持策で、代表的なものは

労働時間の短縮であり、欧州では浸透している。

時短で減少した賃金は政府の助成金で補てんする。

３つめは、インフラへの投資。４つめは付加価値

税の軽減によって消費を喚起することである。

2009 年 11 月に欧州を訪問したが欧州各国のいた

る所で公共工事を行っており、聞くと雇用対策の

工事も含まれていた。 

各施策の主な対象は、低所得者や非典型雇用者、

エントリーレベルの労働者であり、所得の向上の

ための税制優遇や職業訓練も実施している。国別

に労働市場政策の特徴をみると、デンマーク、フ

ィンランドでは職業紹介所の機能強化、スペイン、

フィンランドでは求職者に対してのガイダンスを

増加。ブルガリア、チェコでは失業給付の期間短

縮により、労働市場への復帰を促す。イタリアで

は求職者が求職活動に非協力的な場合に、失業給

付の減額やサービスの停止などの制裁措置をとる

など、国の特性に合わせたさまざまな措置がとら

れているようだ。また、欧州では「相互活動計画

＝経験を互いに学び合う」という方法をとってい

るのが特徴であろう。 

 欧州全体をみると、欧州社会基金を積極的に活

用している。200億ユーロのうち、グローバル化調

整基金として５ユーロが配分されているが、一番

早く適用したのは、最も打撃を受けた自動車産

業・ボルボ社である。同社が 500 人の従業員を解

雇した際に、新しい仕事を探す際の求職活動費用

として、1,500万ユーロを支援した。同基金は、翌

年の 2009年には、ノキア、デル、大手建設会社が
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その適用を受けている。 

 一方、経営サイドはこの経済不況をどう見てい

るのか。欧州レベルの経営者団体中央組織で 34カ

国 40団体が加盟するビジネス・ヨーロッパの社会

問題局長スティーブン・ダエスリール氏は、欧州

各国のばらつきは労働市場の規制と密接な関わり

があると指摘している。スペインでは有期雇用で

短期労働者を調整弁とし、ドイツやベルギーでは、

雇用契約を保持しつつ、職場単位や短期でも申請

できる柔軟な時短措置をとっている。景気の復興

後にすぐに元に戻れるよう熟練者を手放さない。

これは前回の不況時の教訓から学んだ施策である

という。 

また、欧州レベルでは「フレキシキュリティ」

の方向性を打ち出している。当然ながら経営側は

フレキシビリティに力を入れ、労働側はセキュリ

ティに力を入れているが、互いに歩みよることで

バランスのとれた労働市場をつくり出すことが可

能となる。柔軟性の高い労働市場が整備されたと

き、それに対応できる高い技能が必要とされるた

め、人材への投資、高度な職業訓練が重要視され

る。個人・企業・政府それぞれがレベルアップを

図る必要があるとしている。 

ドイツ経営者同盟で労働市場を担当する Dr.ド
ーマス・グンサー氏も、ドイツとスペインの政策

の違いは時短労働であると指摘する。ドイツの失

業者は約 330 万人だが、時短労働により 110 万人

の失業防止効果があったという。国が 24 カ月間、

減少した労働時間分の賃金を 60～67％まで保障す

る。言い換えると、経営者は 24カ月景気が回復す

るのを待てる施策である。ドイツの時短制度は 84
年前から存在するが、緊急的対応として、①６カ

月から段階的に 24 カ月へと期間を延長、②手続

き・審査の簡素化、③職場単位で労働時間 10％削

減から適用、④期間の柔軟化（すぐに元に戻せる）

⑤熟練者を手放さない（景気回復時に対応）など、

企業が利用しやすい仕組みへとシフトした。目先

の短期施策ではなく、今回はあくまでも緊急的措

置であることを念頭に置き、景気が回復した際に、

ロスなくすぐに「戻す」ことができるよう準備を

怠らない。先を見据えておくことが重要だとして

いる。 

一方、時短労働の間に職業訓練を実施する場合、

訓練費と社会保障費は国が負担する仕組みもある

が、訓練の参加者は２万 5,000 人と少ない。緊急

雇用対策時の時短の場合、毎週労働時間が変化す

るような状況下にあり、労働者が職業訓練コース

に参加しにくいためである。 

欧州の１年間の「緊急雇用対策」の取り組みと

その効果、展望については、2009 年 11 月に欧州

委員会がレポートをまとめる予定であるので、参

照されたい。 

  

経済不況の影響が少ないといわれるドイツでも

日本と同じように新政権が誕生し、構造改革の最

中であるが、基本的には、社会保険、社会保障、

生活保護の３つの社会保障制度の強い基盤、豊富

な財源が国を支えていることも付記しておく。ま

た、本レポートでも雇用対策と並べて、「公的扶助

制度」を取り上げた。文中にある各国の図表をみ

ると一目瞭然であるが、失業給付～生活保護まで

の仕組みが非常に細部に規定されている。いわゆ

る縦割り行政によるひずみも少なく、日本と異な

る部分では、失業か生活保護かという二者択一で

はなく、即就業できない者を社会復帰させるため

の段階的な手段を持つことがあげられるだろう。 

 11 月の欧州の経済予測では、景気は底を打った

としているが、「緊急雇用対策」は、各国とも現在

も続いている。追加対策を打ち出す国や、米国で

も失業給付の一部期間を延長するなど、日々変化

に対応している。本レポートで取り上げた施策は、

まだ結果の出ていないものも多いが、欧州の取り

組みにもあるように、各国の経験を互いに学び合

うことが大切であり、今後も注視していきたい。 
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��雇用�策 
 

米国では、連邦労働省雇用訓練局（ＥＴＡ）が、主に地域の労働力開発システムを

通じて、職業訓練、就業支援、失業給付の支給といった様々な労働力開発サービスを

提供している。 

 

 

����連邦労働省の 2010 年度予算 
 

2009 年５月、オバマ大統領が連邦議会に提出した 2010 会計年度（2009 年 10 月～

2010 年９月）の予算教書の詳細 1に、連邦労働省の予算として約 1,045 億ドルの歳出

が盛り込まれた。同省の発表によると、133 億ドルの裁量性予算 2 のうち、前年の予

算から 10％多い約 17 億ドルを非自発的離職者向け失業給付や労災保険の支払いを含

む労働者保護制度に充てるという。就業支援および訓練施策には約 90 億ドルの予算

が盛り込まれ、環境関連の職業訓練施策に対する 5,000 万ドルの歳出も含まれている。

 

���� �な就業支援・訓練�策の���予算� � � � � � � � � � � （単位：100 万ドル） 

�策� 2006 年 2007 年 2008 年
2009 年

（注 1）
2010 年

���

成人向け就業支援および訓練活動 857 864 849 861 861
非自発的離職者向け就業支援およ

び訓練活動 
1,337 1,471 1,446 1,341 1,413

若年者向け活動 940 940 924 924 924
キャリアパスウェイズ・イノベーシ

ョン・ファンド 
0 0 0 125 135

グリーンジョブス・イノベーショ

ン・ファンド 
0 0 0 0 50

ジョブ・コア 1,557 1,578 1,598 1,683 1,701

ユースビルド 0 49 58 70 114

高齢者地域サービス雇用 432 483 521 571 575
州の失業保険および雇用サービス

の運営（注 2） 
3,339 3,340 3,451 4,187 4,101

注 1：景気対策法「米国再生・再投資法」をもとに支給された 48 億ドルの追加予算権限は含まない 
注 2：2009 年度から外国人就労許可（Foreign Labor Certification）制度の予算も含む 
※10 万ドル以下は切捨て 
出所：“FY 2010 Department of Labor Budget in Brief”、連邦労働省 

 

 

�����グ�ー・�イ�ー法に���雇用サービス 
（Wagner-Peyser Funded Employment Services） 

 

1933 年に制定されたワグナー・ペイザー法により、雇用サービス（Employment 

Service）と呼ばれる公共職業紹介の制度が全米に設置された。その後、1998 年に労働

力投資法（ＷＩＡ）によって同法は改正され、各州政府が運営する雇用サービスはワ

ンストップキャリアセンター制度の一部として統合された。 

雇用サービスは、技能レベルや適性の評価、就職活動におけるワークショップ、職

業訓練や職業の紹介など、就業者および失業者を対象とする雇用関連サービスを指

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1: 予算教書とは、米大統領が

議会に示す予算の編成方針。一

般教書、大統領経済報告と並び

「３大教書」と呼ばれ、毎年２

月初めに議会に提出される（出

所：外務省）。2010 年度の予算

教書は、例年と異なり、概要と

詳細の２部に分けて発表され

た。詳細は、２月に発表された

概要に具体的な項目を盛り込

んだものである 
 
2: 米連邦政府予算の歳出には

裁 量 性 予 算 （ discretionary 
spending ） と 義 務 性 予 算

（mandatory spending）がある。

裁量性予算は予算全体の３分

の１を占め、各省庁やプログラ

ムに対して毎年議会が割り当

てる予算である。義務性予算

は、社会保障、メディケア、食

料配給券のように、政府に支出

が義務付けられている予算。

（出所：三菱東京ＵＦＪ銀行ワ

シントン駐在員事務所） 
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す。失業保険の給付期間が満了するまでに就職先を見つけられる確率が低い受給者

（衰退産業の元労働者や長期失業者など）を情報システムで特定し、個別サービス計

画を立て、早期にワンストップキャリアセンター内外の適当な就業支援および職業訓

練サービスにつなげる再就職支援サービス（Reemployment Services）3や、求人票の作

成、求人条件と求職者のマッチング、就職フェアの開催、リストラやレイオフにおけ

る支援といった雇用主向けのサービスも含まれる。 

サービスはワンストップキャリアセンターで受けることが可能で、基本（Core）、重

点的（Intensive）、訓練（Training）の３段階に分類される。基本サービスには、セル

フサービスまたは職員による技能レベルや職業適性のアセスメント、コンピュータ端

末または印刷物を使った求人情報の検索支援、職業紹介、訓練や雇用統計などに関す

る情報の提供が含まれる。重点的サービスは、基本サービスを受けても就職できない、

あるいは雇用の維持や転職のために更なるサービスを受ける必要性があるとワンス

トップキャリアセンターの職員が判断した失業者や就業者を対象とするサービスで、

スキルレベルやニーズを把握する総合的なアセスメント、個別就職活動計画の作成、

キャリアガイダンスなどが含まれる。訓練サービスは基本サービスと重点的サービス

を受けてもまだ就職できない、あるいは雇用を維持できない失業者および就業者を対

象とし、職業訓練、スキルの向上、識字教育などが含まれる。 

サービスの受給者は、2008 年度で 1,604 万 9,678 人に上った 4。 

 

 

����������������（WIA Adult Program） 
 

18 歳以上の就業者および失業者の就職率、定着率、所得の向上を目標としたＷＩＡ

に基づく就業促進策。技能教育や職業紹介サービスを提供するとともに、雇用主が必

要な人材を確保できるよう支援する。サービスはワンストップキャリアセンターで受

けることが可能で、雇用サービスと同様、基本、重点的、訓練の３段階に分類される。

基本サービスは 18 歳以上であれば誰でも利用することが可能だが、予算が限られる

場合は低所得者や生活保護の受給者が優先される。訓練サービスでは、各自がプロバ

イダの中から目的に合った職業訓練や基礎力向上プログラムを選択し、個別訓練口座

（Individual Training Accounts）と呼ばれるバウチャーを使って訓練を受講する。2008

年度には 282 万 8,728 人がサービスを受給した。このうち、訓練参加者数は 10 万 9,676

人に上った 5。 

 

 

��������������������� 
（WIA Dislocated Worker Program） 

 

工場閉鎖や大量の人員解雇などにより職を失い、元の業種や職種に戻れる確率が低

い者、地域経済の停滞や自然災害が原因で失業した個人事業主、世帯主となった元主

婦を含む 18 歳以上の非自発的離職者を対象とする就業支援および訓練施策。成人向

けプログラムと同様、ワンストップキャリアセンターで３段階に分類されたサービス

を受けることが可能。ＥＴＡは訓練形態として、①個別訓練口座、②カスタマイズ訓

 
 
 
 
3: 1993 年に制定された失業補

償 改 正 法 （ Unemployment 
Compensation Amendments）に

より、すべての州政府に対し、

労働者プロファイリング・再就

職支援サービス（ＷＰＲＳ）シ

ステムの設置が義務づけられ

た。失業保険の初回申請の受付

時に収集した職歴、在職期間、

学歴などの情報をもとに、失業

保険の給付を使い果たす確率

が高い失業者を統計式で割り

出す。該当者は再就職支援活動

に参加しなければ、給付は停止

される 
 
 
 
 
 
 
4: “FY 2010 Congressional 
Budget Justification”、連邦労働

省 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5: “FY 2010 Congressional 
Budget Justification”、連邦労働

省 
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練、③ＯＪＴ、④登録養成訓練、⑤地域団体による訓練を州政府に推奨している。迅

速対応（Rapid Response）制度 6や、国家緊急補助金（National Emergency Grants）7も

非自発的離職者向けプログラムに含まれる。参加者数は 2008 年度で 39 万 6,158 人に

上った 8。 

 

 

��������������� 
 

�）��������������WIA Youth Program） 
 

識字能力の欠落、学校中退者、ホームレス、家出、里子、妊婦、児童を扶養して

いる、犯罪歴があるなど何らかの雇用への障壁を抱える 14～21 歳の低所得者を対

象とした就学および就職支援施策。州政府から支給された予算をもとに、各地方自

治体がワンストップキャリアセンターと協力し、夏季雇用機会の提供、職業訓練、

リーダーシップ能力開発、カウンセリング、メンタリング、有給・無給の就労体験、

育児や住宅に関連する支援といったサービスを提供する。参加者数は 2008 年度で

24 万 7,609 人、１人あたりのコストは 3,732 ドルに上った 9。 

   

�）�������Job Corps） 
 

学校中退者など基礎教育や職業訓練を必要とする 16～24 歳の低所得者を対象と

した寄宿制の教育および職業訓練施策。参加者は、全米 122 カ所に設置されたジョ

ブ・コア・センターの寮で生活しながら、しつけ、算数・読み書きといった基礎教

育と 100 種類以上の職種に対応した職業訓練を受ける。キャリアカウンセラーなど

による就職支援も行われる。参加費は食費や宿泊費も含めすべて無料で、参加者に

は生活手当が支給される。参加期間は８カ月から最長で２年間と個人の学習や訓練

のペースによって異なるが、就職に必要な知識や社会性を身につけるため、最低１

年間在籍することをジョブ・コアは奨励している。 

卒業後は最長１年間、住宅、ストレスマネジメント、お金の管理、育児、法的支

援、就職や定着に関する様々なアフターサポートを受けることができる。各ジョ

ブ・コアの運営は、競合入札によって選ばれた民間の営利・非営利団体に委託され

ている。2008 年度の新規参加者数は６万 1,709 人に上った 10。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6: 工場の閉鎖や大量の人員削

減によって失業が見込まれる

労働者やその雇用主の迅速な

再就職を支援し、職業訓練を提

供する 
 
7: 拠点あたり 50人以上に影響

を及ぼす工場閉鎖や大量解雇

といった、定率予算に基づく通

常の非自発的離職者向け制度

では対応しきれない緊急事態

が発生した場合に州政府に交

付される任意予算 
 
8: “FY 2010 Congressional 
Budget Justification”、連邦労働

省 
 
 
 
 
 
9: “FY 2010 Congressional 
Budget Justification”、連邦労働

省 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10: “FY 2010 Congressional 
Budget Justification”、連邦労働

省 
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３）�ースビルド（YouthBuild） 
 

1992 年の「住宅・地域開発法（Housing and Community Development Act）」の下、

米国住宅都市開発省（ＨＵＤ）が開始した若年者向け職業教育施策。高校を中退し、

経済的に恵まれない 16～24 歳の若者が、低所得者やホームレス向け住宅の建設や

修繕の仕事に従事し、建設業における技能を身につけると同時に、高校卒業資格の

取得を目指す。2007 年度から、管轄がＨＵＤからＥＴＡに移管された。訓練期間は

６カ月～２年間で、訓練終了後は１年間のアフターサービスを受けられる。  

参加者は、教室での講習と建設現場での訓練を毎週交互に受ける。講習内容は、

読み書き、算数、リーダーシップ能力や決断力の向上、労働習慣の習得、時間管理、

キャリアプランの構築、面接対策など様々である。現場での実地訓練では、熟練労

働者の監督の下、大工、解体、石工、塗装、修繕など建設業界に就職するために必

要なスキルを体得することができる。 

ＥＴＡは、2010 年度からグリーン産業関連の職業訓練に重点を置いている。業界

公認の資格取得を促進するため、エネルギー省やＨＵＤといったグリーンジョブの

創出に関わる連邦政府機関との連携を強化していく計画だ。参加者数は 2008 年度

で 3,733 人に上った 11。 

 

�）����訓練（Registered Apprenticeship） 
 

建設や製造といった伝統産業や医療、ＩＴ、エネルギー、通信といった新興産業

のニーズに合わせたＯＪＴと学科講習の機会を与えることを目的とする訓練施策。

1937 年に制定された「全国養成訓練制度法（National Apprenticeship Act）」（通称フ

ィッツジェラルド法）に基づき開始された。 

ＵＰＳやＣＶＳファーマシーを含む大手および中小企業、事業主団体、または労

使団体がスポンサーとなり、訓練プログラムをＥＴＡ内の Office of Apprenticeship

または州政府に登録する。そして、業界の基準に基づく訓練および学科指導を提供

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11: “FY 2010 Congressional 
Budget Justification”、連邦労働

省 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

プエルトリコ� バランキタス・ジョブ・コア・センター 
 
プエルトリコ国内に３カ所あるジョブ・コアの１つ。収容人数は男子 90 名、女子 95

名。敷地内には寮、カフェテリア、医療センター、プール、室内バスケットコート、レ

クリエーションセンターがある。 
同ジョブ・コアではビジネステクノロジー、事務、セメント工、警備、施設管理、電

気技師、救急救命士、小売販売、准看護師の９職種における職業訓練を実施している。

学科には、ＧＥＤ（高等学校卒業程度認定試験）対策以外に、英語が母国語ではない生

徒のためのＥＳＬプログラムも含まれる。通常の職業訓練を終了し、大学やカレッジが

定める学力水準を満たす生徒は、地元の大学やカレッジで上級キャリア訓練（ＡＣＴ）

を受けることができる。ＡＣＴ期間中、生徒はセンターに住みながら１年間（National 
Office of Job Corps の承認があれば２年間）通学する。 

卒業時には、住居費や交通費等を補助する手当が 1,200 ドル支給されるほか、キャリ

アカウンセリングや移転に関する相談といった就職支援サービスを最長６カ月間受ける

ことができる。 
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している。2009 年現在、25 万以上の事業主を代表する約２万 9,000 のスポンサーが

存在する 12。  

参加条件はプログラム主催者が決定する。通常は、学校の成績、職歴、面接に基

づくが、適性テストなどが含まれる場合もある。対象年齢は 16 歳以上となってい

るが、危険な職種の場合は 18 歳以上に限定される。訓練中は熟練職人の賃金の約

40～50％に相当する賃金が支払われ、技能レベルが向上するごとに引き上げられ

る。訓練修了者の平均時給は、2008 年現在で 23.94 ドル（年収４万 9,795 ドル）に

上る 13。 

職種は、長距離トラックの運転手、自動車整備工、配管工、れんが工、コンピュ

ータープログラマー、歯科助手、消防士、園芸家、保険査定員、調理師、廃水処理

工場のオペレーター、環境アナリストなど、1,000 種類以上に上る。最近では医療、

ＩＴ、先端製造、地理空間テクノロジー、運輸における訓練の促進に重点が置かれ

ている。 

訓練期間は１～６年と職種やプログラムによって大幅に異なるが、通常は４年で

修了する。年間の訓練時間は通常、ＯＪＴが 2,000 時間で、学科講習が 144 時間以

上（推奨）となっている。修了生には修了証書が授与される。2007 年には、21 万

2,000 人以上が訓練に参加し、約３万 5,000 人が修了した 14。 

訓練費用は参加事業主がそのほとんどを負担しているが、その代わり、一部の州

では税額控除や労働力開発関連の助成金を受けることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

����高�者�����連�� 
 

�）高�者地�������プログラム 
（Senior Community Service Employment Program） 

 

所得が連邦貧困基準の 125％（2009 年度現在、１万 3,538 ドル 15）以下の 55 歳以

上の高齢者の経済的自立を促進するＯＪＴ施策。1965 年の「米国高齢者福祉法（Older 

Americans Act）」によって設立された。公共機関や非営利団体におけるパートタイム

（週平均 20 時間労働、年間 1,300 時間以内）のコミュニティサービス活動に従事し

ながら、民間セクターでの就職に必要な技能や就労経験を習得する。主な訓練先に

は、学校、図書館、病院、老人ホーム、保育所、公園、コミュニティカレッジ、フ

 
12: ＥＴＡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
13: ＥＴＡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14: ＥＴＡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15: “FY 2010 Congressional 
Budget Justification”、連邦労働

省 
 
 
 
 
 
 
 

��調理連�（American Culinary Federation: ACF） 
 

17 歳以上の高卒者または同等の資格を持つ者を対象とし、訓練期間は２～３年。参加者

は、プログラムを通じて連邦労働省およびＡＣＦに学生料理人として登録し、プログラム

を開始する。２年課程の場合は、実地訓練を 4,000 時間、12 の必須科目（食品の安全性、

栄養学、調理初級、製パン初級、監督者マネジメント講習、等）を合計 576 時間修了する

ことが必要（３年課程の場合は、実地訓練時間が 6,000 時間、学習時間が 576 時間）。養成

訓練を修了すると、Certified Culinarian、Certified Pastry Culinarian、Certified Sous Chef、
Certified Working Pastry Chef のいずれかの受験資格が与えられる。 
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ードバンク（食料配給所）などが含まれ、訓練中には連邦、州、または地域の最低

賃金が支払われる。履歴者や面接に関するワークショップ以外に、コミュニティカ

レッジなどでＰＣやカスタマーサービスなどの訓練も受けることが可能。年に最低

２回、スキルレベルや興味分野のチェックを受け、個別就職計画を作成する。2008

年度の参加者数は、推計８万 7,194 人に上った 16。 

 

�）�������������Aging Worker Initiative） 
 

現在、55 歳以上の高齢者は米国の人口の 22.6％を占めるが、その人数は 2006 年

から 2016 年にかけて 36.5％増加すると推定される。一部の地域や業種では、労働

力不足の解消に訓練を積んだ高齢者を必要とする事業主が増えると見込まれるが、

高齢者を対象とする現在の公共の就業支援および訓練サービスは十分とはいえな

い。そこで、連邦労働省は 2009 年７月 30 日、55 歳以上の高齢者の能力向上や成長

産業における就業を促進するため、職業訓練や就業支援を提供する「高齢労働者イ

ニシアティブ（Aging Worker Initiative: Strategies for Regional Talent Development）」を

創設した。そして、インディアナ、ルイジアナ、メイン、メリーランド、ミシガン、

ペンシルバニア、テキサス、バーモント、ワシントン、ウィスコンシンの 10 州に

拠点を置く 10 の非営利団体や労働力投資委員会に、助成金を約 1,000 万ドルずつ支

給した。同省は高齢者層のニーズに関する理解を深め、最適な公共労働力投資モデ

ルを構築し、それを全米に導入することを目的としている。 

訓練は、再就職を希望する非自発的離職者、通常の退職年齢に達した後も働き続

けるために訓練を必要とする者、障害や英語力など何らかの雇用への障壁を抱える

者を対象とする。訓練の対象業種は、医療、環境に優しいエコ建設、ＩＴ、製造な

ど、助成金の受給団体によって異なる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
16: “FY 2010 Congressional 
Budget Justification”、連邦労働

省 
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�����成長業�にお�る職業訓練 
 

１）キャリアパス��イズ・イ��ーシ�ン・��ンド 
（Career Pathways Innovation Fund） 

 

2010 年度予算案により、コミュニティカレッジにおけるキャリアパスウェイ・プ

ログラムの強化に重点を置くため、「コミュニティベース職業訓練助成金

（Community-Based Job Training Grants）19」を「キャリアパスウェイズ・イノベーシ

ョン・ファンド」に名称変更することが提案された。キャリアパスウェイ・プログ

ラムを教育訓練供給機関、事業主、労働力投資システムと連携して開発または拡充

しているコミュニティカレッジ、コミュニティカレッジのコンソーシアム、２年制

の短大に助成金を支給する。 

キャリアパスウェイ・プログラムとは、医療、法執行、クリーンエネルギーなど

地域で需要の高い業種における就業促進を目的とした職業教育である。失業者、生

活保護受給者、低技能者、低賃金労働者を含む様々な労働者に対応するため、複数

の出入り口が設けられている。また、移民など大学の教育課程を受ける準備が十分

 
 
 
 
 
 
 
17: 連邦労働省が 2009 年９月

30 日に発表した全米主要都市

の８月の失業率によると、47
の大都市圏の中で最も失業率

が高かったのは、ミシガン州の

デトロイト・ウォレン・リボニ

ア地域で、17.0％だった 
（ 出 所 ： “Metropolitan Area 
Employment and Unemployment 
Summary”、労働統計局、2009
年９月 30 日） 
 
18: ミシガン州で 2007 年から

実施されている失業者や低賃

金労働者対象の施策。大学やコ

ミュニティカレッジの授業料

を最長２年無料化し、製造業な

どの衰退産業から医療やバイ

オテクノロジーといった成長

産業への転向を後押しする 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19: コミュニティカレッジや

専門学校の訓練供給機関とし

ての役割を強化し、雇用主のニ

ーズに即した職業訓練を提供

することを目的とした助成金

制度 
 
 
 
 
 
 
 
 

ミシガン州マコム／セントクレア郡労働力投資委員会 
 
米国大手自動車メーカーが拠点を置くミシガン州では、不況の影響が色濃く表れてい

る。特に同州南東部は、全米で最悪の失業率を記録した地域の１つで、地域経済の低迷

や主要産業の衰退により、多くの高齢労働者が雇用を失い、退職を余儀なくされている
17
。しかし、キャリアパスの構築、必要な職業訓練の特定、起業のためのガイダンスを

提供する上で、高齢者は独特のニーズを持っているにもかかわらず、州内のワンストッ

プキャリアセンターでは彼らに対する特別な配慮やサービスの最適化が行われていな

いのが現状だ。 
そこでマコム／セントクレア郡労働力投資委員会は、ミシガン州エネルギー・労働・

経済成長局、ＣＶＳやバンク・オブ・アメリカといった企業、デトロイト市労働開発局、

ワンストップキャリアセンター、地元の教育機関、商工会議所、世界最大の高齢者団体

ＡＡＲＰの支部などと提携し、連邦労働省から支給されたＷＩＡ関連の助成金 97 万

9,400 ドルと 「Michigan No Worker Left Behind18
」制度の予算をもとに、下記の対策

を講じている。 
 
・労働力開発担当の職員を対象に、キャリア探索、適切なキャリアラダーの構築、職

業訓練の選択、基礎力の構築、就職活動の支援、アセスメントといったサービスを

高齢者に提供する「Older Worker Navigator」を 30 名養成する訓練を実施する 
・高齢者が学位や資格を短期間で取得できるよう、過去の職歴や訓練歴をもとに単位

を付与するマコム・コミュニティカレッジの「Portfolio Credit for Prior Learning」
プログラムを拡充する 

 
＜成果予測＞ 
・Older Worker Navigator によるサービスの受給者数  2,823 人 
・教育および訓練活動の参加者数   1,397 人 
・学位および資格の取得者数    1,117 人 
・就職者数      894 人 
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できていない者も受講できるよう、成人向け基礎教育やＥＳＬ（第２言語としての

英語学習）といったサポートサービスとも接続している。 

まだ比較的新しい取り組みではあるが、オハイオ州やワシントン州など一部の州

は、キャリアパスウェイ・モデルを導入し、コミュニティカレッジによる人材育成

活動と地域の労働力および経済開発システムとの連携促進を既に始めている。予算

の使い道には訓練の供給以外に、カリキュラムの開発、教職員の採用、機器の購入

なども含まれる。 

 

�）��������������������� 
（Green Jobs Innovation Fund） 

 

2010 年度の予算案で試験プロジェクトとして新設された環境産業における職業

訓練への助成金支給策。2009 年２月の景気対策法「米国再生・再投資法（American 

Recovery and Reinvestment Act）」によって承認された急成長業種における職業訓練を

促進する助成金制度 20を、補完かつ拡充することを目的とする。連邦労働省は現在、

①環境関連業職種におけるプレ・アプレンティスシップ（Pre-Apprenticeship）21 お

よび登録養成訓練制度の強化、②環境産業に特化したキャリアパスウェイ・プログ

ラムへの助成金支給、③キャリア開発サービスが行き届かない地域のコミュニティ

団体と労働力投資制度の連携を強化する対策への奨励金支給といった戦略を検討

している。同省は約 25～60 の団体に助成金を支給する計画で、8,300 人の訓練参加

を見込んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20: Ⅲ‐２．４）参照 
 
21: 養成訓練に参加するため

の準備プログラム。メイン州で

のプログラムは、高校２～３年

生を対象とし、実施期間は１～

２年間。高校での学業と 1,000
時間以内のＯＪＴ（学期中また

は夏季のパート・フルタイム労

働）を組み合わせたものであ

る。修了生にはメイン州アプレ

ンティスシップ・カウンシルか

らプレ・アプレンティスシップ

修了証書が授与される。養成訓

練制度に進むかどうかは個人

が選択する。その場合、プレ・

アプレンティスシップ中のＯ

ＪＴ時間がカウントされる 
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出所 連邦労働省、保健福祉省、社会保障庁、州の労働力開発局等のウェブサイトより作成 

 

 

���� ���� 
 

米国の主な失業給付制度には、州政府が支給する失業保険（ＵＩ）、ＵＩの受給期

間が満了した失業者に連邦政府が支給する緊急失業給付（ＥＵＣ）、失業率が急上昇

した州に居住し、ＵＩの受給期間が満了した失業者の給付期間を延長する延長給付

（ＥＢ）、大規模災害で被災した失業者向けの災害失業援助（ＤＵＡ）、外国貿易の影

響を受け失業した貿易関連労働者に所得補助を与える貿易再調整給付（ＴＲＡ）、長

期失業の可能性が高いＵＩ受給者を特定し、起業を促進する個人事業主支援（ＳＥＡ）
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が含まれる。この他に、連邦政府機関の職員向け失業給付（Unemployment 
Compensation for Federal Employees）や退役軍人向け失業給付（Unemployment 
Compensation for Ex-servicemembers）もあるが、本書では省略する。 

 
��� 失業給付の受給率 

 2009 ����� ��１�間 
失業率（注 1） 9.1％ 7.6％

失業者数（注 2） 1,410 万 5,000 人 1,179 万 3,000 人

受給申請者数： 
通常の制度 
（ＵＩ、ＵＣＦＥ、ＵＣＸを含む） 

618 万 6,900 人 482 万 7,500 人

  すべての制度  873 万 500 人 648 万 6,000 人

受給率（失業者に占める受給者の割合）： 
通常の制度（ＵＩ、ＵＣＦＥ、ＵＣＸ

を含む） 
44％ 41％

すべての制度 62％ 55％

失業保険の適用となる被雇用者数 1 億 3,272 万人 1 億 3,307 万 5,000 人

民間労働力人口 1 億 5,469 万 7,000 人 1 億 5,460 万 4,000 人

適用事業主（注 3） 763 万 5,000 人 766 万 8,000 人

注1: 失業者数が民間労働力人口に占める割合（労働統計局） 
注 2: １クオーターの 12 週目に積極的に求職活動を行っている 16 歳以上の失業者の平均人数。レイオフ中で

30 日以内に新しい職場に出社する予定の者も含む（労働統計局、季節調整前） 
注 3: 失業税の課税対象となる事業者数 
ＵＩ＝州政府が支給する通常の失業保険 
ＵＣＦＥ＝連邦政府機関の職員向け失業給付 
ＵＣＸ＝退役軍人向け失業給付 
出所：“Unemployment Insurance Data Summary 2nd Quarter”、連邦労働省 

 

１）連邦�州失業保険（Federal-State Unemployment Insurance） 
 

自己都合以外の理由で失業した労働者に所得補助を与えるため、1935 年に社会保

障法（Social Security Act）によって連邦・州失業保険（ＵＩ）制度の設立が承認さ

れた。米国の失業保険制度の特徴は、ＥＴＡが制度全体を管轄しているが、管理運

営は連邦法によって定められたガイドラインの下に各州の失業保険局が行ってい

ること、そして被雇用者自身は保険料を拠出せず、事業主のみが納付する点にある。

同制度は、給付金を支給することで、失った賃金の一部を一時的に補い、非自発

的失業者を保護すること、そして失業者の購買力を高めることで不況期の経済を安

定させることを目的としている。 

 

【根拠法】 

社会保障法（1935 年）、連邦失業税法（1939 年） 

 

【受給対象者】 

失業税を支払う事業主の下で働いた経験を持ち、一定の基準を満たす被雇用

者。連邦政府職員、鉄道職員、軍人は別の失業給付制度が存在するため、ＵＩの

適用外となる。 
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【適用事業主】 

事業主は、連邦失業税と州失業税の両方を支払わなければならない。連邦失業

税の適用条件は下記のとおり。州失業税の適用条件は、約半数の州で連邦法と異

なる。 

・暦年のいずれの四半期にも賃金支払総額が 1,500 ドルを超える 

または 

・１人以上の従業員を暦年で 20 週（連続していなくても可）雇用していた 

 

ただし、家庭内労働者または農業従事者の雇用主は、一般の事業主と適用条件

が異なる。 

 

а．家庭内労働者の雇用主  

暦年のいずれの四半期にも家庭内労働者に現金で支払った賃金総額が 1,000

ドル以上の雇用主。家庭内労働者には、ベビーシッター、ヘルパー、清掃労働

者、運転手、乳母、庭師、付き添い看護師（プライベートナース）などが含ま

れる。 

 

ｂ．農業従事者の雇用主  

・暦年のいずれの四半期にも、農業従事者に現金で支払った賃金総額が２

万ドル以上である 

または 

・週あたり１日以上、合計 20 週（連続していなくても可）農業従事者を

10 人以上雇用していた 

 

【受給要件】 

州によって多少異なるが、基本は下記の通りである。 

 

ａ．離職前の基準期間 22に、州法で定められた一定額以上の所得または一定の

雇用期間があること 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．就労能力または可能性があり、積極的に求職活動を行っていること 

ほとんどの州では、受給申請と職業安定所への求職登録を行うことで就労能

力があるとみなされる。州によっては４週間に１度以上、職業安定所を訪問す

ることが法律により義務付けられているところもある。 

就労の可能性とは、就職する準備が整い、かつ就職しようとする意思がある

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22:  base period。多くの州は

「給付申請前の５クオーター

の最初の４クオーター」と定義

する。例）６月（４－６月期）

に失業した場合、前年の 12 月

までの 12 カ月間の所得が考慮

される 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��ー�ーク�にお�る�給�� 
 
・基準期間において、少なくとも２クオーター（６カ月間）就労し、給与を得ていた

こと 
・基準期間に含まれる１クオーターの賃金が 1,600 ドル以上であること 
・基準期間に得た賃金の合計が、賃金が最も多かったクオーターの 1.5 倍以上である

こと 
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ことを意味する。職業安定所から紹介された適職（下記参照）を正当な理由な

く断ったり、求職者が就く能力や意思のある適職の種類や就労条件が大幅に制

限されている場合は、就労意欲や能力がないとみなされる場合がある。 

受給者は、積極的に求職活動を行っていることを証明するため、すべての活

動を書面に記録し、職業安定所に提出しなければならない。例えばニューヨー

ク州では、求人の問い合わせを行った事業所名（住所と電話番号）、日付、問

い合わせ方法（電話、飛び込み、履歴書の送付）、応募した職種、応募結果を

記録することが義務付けられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜パートタイム労働者＞ 

多くの州ではフルタイムで働く能力や意思があることがＵＩの受給要件と

なっている。しかし、一部の州 23では、基準期間中の労働形態の大半がパート

タイムだった、またはパートタイムでしか働けない正当な理由があるなど一定

の基準を満たす場合は、パートタイム労働のみの希望者も受給が認められるこ

とがある。また、失業期間中にパートタイム労働に就いたとしても、所得が一

定額内であれば、ワイオミング州など一部の州では給付が一部支給される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【給付水準】 

州ごとに異なり、給付額の全米平均は 2007 年現在で 287.73 ドル。週当たりの

給付額の上限の最高額は、マサチューセッツ州の 628 ドルである（2009 年 7 月現

在）24。 

給付年（給付申請した週の翌週から１年間）に支払われる最高給付額も州によ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23: National Employment Project
によると 51 州・地区中 19 州 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24: “Significant Provisions of 
State UI Laws”、連邦労働省、

2009 年７月 
 

ニューヨーク州における�適職�の定� 
 
・適職とは、訓練または就労経験を持ち、適度な適性があると思われる仕事のことを

表す。第一専門分野で仕事が見つかる見込みがない場合、最近就いていたすべての

職種に該当する仕事を探さなければならない。 
・ＵＩの受給開始から 14 週目以降は、訓練または経験がない仕事を紹介されたとして

も、その賃金が地域の当該職種で支払われている一般賃金と同等で、なおかつ基準

期間の中で最も所得が多かった四半期の賃金の 80％以上に相当し、本人に遂行能力

があるとみなされた場合、この仕事を受けなければならない。拒否した場合、受給

資格を喪失することがある。 
・紹介された仕事の勤務先が自宅から多少離れていても、適度な距離であれば拒否す

ることは認められない。自家用車の場合は通勤時間が１時間、公共交通機関の場合

は 1.5 時間が適度な通勤距離とみなされる。 
 

ニューヨーク州では、１週間あたりの所定労働日数が４日未満で、なおかつ賃金総

額が 405 ドル以下であれば、パートタイムで働きながら給付を受けられる。給付額は

労働日数１日あたり 25％減額されるが、給付期間は週当たりの給付額が上限に達する

まで、または給付年の終了まで延長される。賃金が 405 ドルを超えた場合、労働日数

に関係なく、その週の給付は停止される。 
 
例）週当たりの労働日数が３日で、賃金が 405 ドル以下、元々の給付額が 100 ドルの

場合、給付額は 25 ドル（＄100－＄100×25％×３日）に減額される。 
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って異なる。 

給付額の算出方法も州によって異なる。約半数の州では、基準期間の中から所

得が最も多かった四半期を選び、その四半期の所得の合計に一定の利率（通常 26

分の１）をかけて、週当たりの給付額を算出する。 

 

 

 

 

 

 

【給付期間】 

給付期間はほとんどの州で最長 26 週（マサチューセッツ州では 30 週）となっ

ている。 

 

【財源】 

  財源には連邦失業税と州失業税の２種類があるが、一定の基準を満たす事業主

は連邦失業税が大幅に控除されるため、実質的には州失業税が主な財源となって

いる。事業主から徴収した連邦失業税は、連邦失業信託基金（ＵＴＦ）に積み立

てられる。ＵＴＦの積立金は、ＵＩ制度の運営、資金枯渇の恐れがある州への融

資、延長給付（ＥＢ）などに充てられる。 

 

ａ．連邦失業税 

事業主が負担し、被雇用者には課せられない。税率は、「連邦失業税法」に

基づき、課税対象となる賃金支払額の 6.2％。課税対象となる賃金ベースは、

暦年に従業員１人あたりに支払われた賃金 7,000 ドル。州失業税を期限前に支

払っている事業主は、最高 5.4％控除される。従って、連邦失業税の純税率は

0.8％（6.2％－5.4％）となり、税額は従業員１人あたり年間 56 ドル（7,000 ド

ル×0.8％）となる。ただし、景気減速などの影響で失業基金が枯渇し、連邦政

府から融資を得ている州では、州政府が２年以内に返済できない場合、控除率

が引き下げられる。 

 

ｂ．州失業税 

税率は、2007 年現在、全米平均で 2.42％26。税率および課税対象となる賃金

額は州によって異なる。また、税率は各事業主に与えられた失業税口座の残高

に応じて決まるため、同じ州でも事業主によって異なる。なお、アラスカ、ニ

ュージャージー、ペンシルバニアの３州でのみ、被雇用者からも州失業税が徴

収される。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25: “A Handbook for Persons 
Claiming Benefits under the New 
York State Unemployment 
Insurance Law”、ニューヨーク

州労働局 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26: “Significant Measures of 
State UI Tax Systems 2008”、連

邦労働省、2008 年 10 月 
 
 
 
 
 
 
 
 
27: ニューヨーク州労働局 
 
 
 

ニューヨーク州では、基準期間の中で最も所得が多かった四半期の所得の 26 分の１が、

週当たりの給付額となる。ただし、最も所得が多かった四半期の所得が 3,575 ドル以下の

場合、週当たりの給付額はその 25 分の１となる。同州における週当たりの給付額の上限

は 405 ドルである
25
。 

ニューヨーク州における州失業税の初年度の税率は、2009 年現在で 4.1％。２年目

以降は各事業主の失業税口座の残高に応じて翌年の税率が決められる。2009 年現在の

上限は 9.7％、下限は 1.3％。課税対象となる賃金は従業員１人あたり 8,500 ドルであ

る
27
。 
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【管理運営機構】 

連邦法のガイドラインに基づき、各州政府が運営。受給要件、給付額、給付期

間は、ＵＩの申請が提出された州の失業保険法によって定められている。ただし、

申請した州と所得を得た州が異なる場合は、基本的には賃金が支払われた州の法

律が適用される。 

 

２）2008 �����給付�Emergency Unemployment Compensation
2008） 

 

州政府から支給される失業保険（ＵＩ）の給付期間が満了した失業者に対し、連

邦政府から緊急失業給付（ＥＵＣ０８）が最長 20 週間給付される 2008 年６月に設

立された時限措置。もともとは、失業者が大量に発生した 1935 年の大恐慌時代に

設立された制度である。 

２段階制になっており、３カ月間の季節調整済み失業率が平均で６％に達した州

では給付期間がさらに 13 週間延長され、最長 33 週のＥＵＣ０８が給付される。 

 

【根拠法】 

Supplemental Appropriations Act（2008 年）、Unemployment Compensation Extension 

Act（2008 年） 

 

【受給要件】 

   ・ＵＩまたは延長給付（ＥＢ）の給付期間が満了していること 

   ・基準期間に一定以上の所得または雇用期間があること（州によって詳細は異

なる） 

 

 【給付水準】 

   週当たりの給付額はＵＩと同額だが、最大給付額は州によって異なる。2009 年

８月現在、第１段階での週当たりの給付額の全米平均は 300.88 ドル、第２段階で

は 279.33 ドルとなっている 28。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【給付期間】 

  最長 20～33 週 

 

【財源】 

連邦政府 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28: “Emergency Unemployment 
Compensation 2008 (EUC08) 
Summary data for State 
Programs”、連邦労働省、2009
年８月 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

カリフォルニア州の最大給付額は段階によって異なる。第１段階の時点では下記のいず

れか少ない方。 
・ＵＩの最大給付額の 80％ 
・ＵＩの週当たりの給付額の 20 倍 

 
第２段階での最大給付額は下記のいずれか少ない方。 
・ＵＩの最大給付額の 50％ 
・ＵＩの週当たりの給付額の 13 倍 
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【管理運営機構】 

  連邦労働省と各州政府 

  

�）�����Extended Benefits） 
 

３カ月間の季節調整済み失業率が平均で 6.5％に達し、また前年同期間の水準を

10％上回った州は、ＥＢ制度の適用が連邦労働省により認定される。認定を受けた

州の政府は、ＵＩおよびＥＵＣ０８の給付期間が満了した失業者を対象に、給付期

間を最長 13～20 週間延長する。 

 

【根拠法】 

  Federal-State Extended Unemployment Compensation Act（1970 年） 

 

【受給要件】 

   ・ＵＩとＥＵＣ０８の給付期間が満了している、もしくは給付額が最大に達し

ていること 

   ・積極的に就職活動を行っていること 

 

 【給付水準】 

  週当たりの給付額はＵＩと同額 

 

【給付期間】 

 基本は最長 13 週だが、失業率が上昇した一部の州では給付期間が最長 20 週に

延長される。 

 

【財源】 

連邦政府が 50％、州政府が 50％ 
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４）��失業���Disaster Unemployment Assistance） 
 

大統領が非常事態を宣言するほどの大規模災害で被災し、その影響で失業した

が、ＵＩの対象にならない被雇用者および個人事業主、または家族が死亡または障

害を負い、代わりに世帯主となった者に所得補助を与える制度である。 

 

 【根拠法】 

ロバート・Ｔ・スタッフォード災害救助および緊急援助法（Robert T. Stafford 

Disaster Relief and Emergency Assistance Act、1998 年） 

 

【受給条件】 

・ＵＩの適用外である 

・非常事態宣言が発令された地域で就業していた、事業を運営していた、ある

いは就業および起業する予定だった 

・災害の直接的影響によって職場が破壊され、働くことができない 

・災害の直接的影響によって怪我をし、働くことができない 

・遂行することのできなくなった仕事が第一の収入源だった 

・世帯主が死亡したため、一家の大黒柱として代わりに家族を支えなければな

らない 

 

 【給付水準】 

給付額はＵＩに関する州法に基づいて決定される。最大給付額はＵＩと同額。

 

 

 【給付期間】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ワシントン州のＥＢ 
 
ワシントン州は 2008 年 10～12 月の平均失業率が 6.6％に達したため、翌年の２月

11 日付けで連邦労働省からＥＢ制度の適用が認められた。同州の雇用保障局は、２月

22 日から対象者への申請用紙の郵送を開始した。 
受給要件の１つである就職活動の条件はＵＩよりも厳しく、週当たり４社以上に連

絡し、就職活動記録をワンストップキャリアセンターに電話またはインターネットで

提出しなければならない。この条件を満たさない場合は、４週間以上就労し、所得が

ＥＢの週当たりの給付額の４倍に達するまで、ＥＢの給付は停止される。 
給付期間は受給者の給付期間が満了するまでか、もしくは同州の失業率が基準を下

回ってＥＢ期間が終了するまでとなる。ＥＢ期間の終了後は、最大給付額に達してい

なくても給付は停止される。その場合、受給者にはＥＢ期間の終了理由と終了日、最

終の給付日を記した通知が届く。 
週当たりの給付額はＵＩと同額。最大給付額は、同州が３カ月平均の失業率が８％

を超え、同年５月３日付で高度ＥＢ期間に突入したことで引き上げられた。2009 年９

月現在の最大給付額は、下記のいずれかの少ない方。 
 
・週当たりの平均給付額の 20 倍 
・ＵＩの最大給付額の 80％ 
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非常事態宣言の発令日から最長 26 週間 

 

 【財源】 

   連邦政府の災害救援基金（Disaster Relief Fund。President’s Disaster Fund とも呼

ばれる）。大統領が非常事態宣言を行うと、連邦緊急事態管理庁（Federal Emergency 

Management Agency）29から連邦労働省に資金が交付される。 

 

 【管理運営機構】 

  州政府 

 

�）��������Trade Readjustment Allowances） 
 

外国からの輸入増加や生産拠点の国外移転により、失業または労働時間が短縮さ

れた貿易関連の労働者を対象とする失業対策「貿易調整支援（Trade Adjustment 

Assistance）（ＴＡＡ）」における支援の一環。連邦労働省に署名を提出し、ＴＡＡの

対象者に認定されると、ＵＩの給付期間満了後に「貿易再調整給付（ＴＲＡ）」と

いう所得補助が支給される。ただし、職業訓練をフルタイムで受講している、又は

修了することが条件となる。所得補助以外に、地元のワンストップキャリアセンタ

ーを通じて、再就職支援や職業訓練を受けることもできる。 

 

 【根拠法】 

取引法（1974 年） 

 

【受給要件】 

ａ．製造会社に勤めていること 

ｂ．署名提出日前の 12 カ月間に一定人数（従業員数 50 人未満の場合、３人。

従業員数 50 人以上の場合、従業員の５％）以上の従業員が一時解雇され

た、あるいは一時解雇の危機に瀕していること 

ｃ．下記のいずれかを満たすこと 

・外国からの輸入増加が売上や生産量の減少、レイオフの大きな原因とな

っている 

・米国外の特定の国に生産拠点が移転した 

・米国外に生産拠点が移転し、同様の製品の輸入が増加された、あるいは

増加の可能性がある 

・部品の供給業者、最終組み立て業者、仕上げ担当業者としての取引を失

ったことで、売上または生産量の減少や人員の一時解雇が生じた 

  

【給付水準】 

ＵＩと同額 

 

 【給付期間】 

基本ＴＲＡが最長 26 週支給される。それでもまだ職を見つけられない者には、

 
 
 
 
 
 
 
29: 洪水、ハリケーン、地震、

火災といった災害時に国民の

救助や物資援助などを行う国

土安全保障省の下部組織 
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ＴＡＡ公認訓練を受講していることを条件に、追加ＴＲＡが最長 78 週 30 支給さ

れる。 

 

【その他支援】 

   ＴＡＡ対象者に認定されると、ＴＲＡ以外に下記のような支援を受けることが

できる。 

 

   ａ．再就職支援 

・カウンセリング 

・履歴書の書き方や面接スキルに関するワークショップ 

・キャリアアセスメント 

・職業紹介 

 

ｂ．転職活動手当 

通勤圏内に適当な仕事が見つからない場合、通勤圏外における転職活動に伴

う交通費や生活費の 90％（最高 1,250 ドル）の払い戻しを請求できる。 

 

   ｃ．引越手当 

通勤圏外に移転する必要がある場合、引越し費用の 90％（最高 1,250 ドル）

の払い戻しを請求できる。 

 

   ｄ．職業訓練 

既存の労働市場において仕事を確保するために必要なスキルを持ち合わせ

ていない労働者は、職業訓練を最長 104 週間受けることができる。訓練には、

講習、ＯＪＴ、事業主のニーズに合わせてカスタマイズされた訓練、基礎教育

（識字、英語など）が含まれる。 

 

   ｅ．医療保険料税額控除 

コブラ（ＣＯＢＲＡ） 保険 31 の加入者や個人で医療保険に加入している者

は、毎月の保険料の 65％に対し、税額控除を受けることができる。 

 

【財源】 

  連邦政府 

 

 【管理運営機構】 

  連邦労働省 

 

�）��������Self Employment Assistance） 
 

ＵＩの給付期間が満了するまでに職を見つけるのは困難と労働者プロファイリ

ングシステムによって判断された高技能や高学歴保持者を含む失業者を対象とす

る早期就職促進制度。2009年現在、デラウェア、メイン、メリーランド、ニュージ

30: 2009 年２月の景気対策法

「米国再生・再投資法」の成立

により、給付期間が最長 52 週

から 78 週に延長された 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31:  Consolidated Omnibus 
Budget Reconciliation Act（通称

ＣＯＢＲＡ法）に基づき、離職

した元従業員とその家族は、勤

め先で加入していた健康保険

プランを、一定期間（通常 18
カ月間）維持できる制度。ただ

し、離職後の保険料は全額自己

負担となる 
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ャージー、ニューヨーク、オレゴン、ペンシルバニアの７州のみが同制度を自発的

に導入している。実行可能な事業案を持ち、訓練やカウンセリングにフルタイムで

参加することが支援を受ける条件となる。対象者は、ＵＩの受給要件の１つである

就職活動の義務が免除される代わりに、起業準備に専念しなければならない。ＵＩ

と同額の起業手当だけでなく、研修、事業計画やフィジビリティスタディに関する

カウンセリングといった起業支援を受けられる。 

 

 【根拠法】 

  北米自由貿易協定施行法（1993年） 

 

 【受給要件】（原則） 

   ・ＵＩの受給要件を満たすこと 

   ・ＵＩの給付期間が満了する前に再就職に成功する確率が高いとみなされるこ

    と 

   ・実行可能な事業計画を提出すること 

   ・個人事業主支援（ＳＥＡ）公認の訓練プログラムに参加すること 

 

【給付水準】 

  給付額はＵＩと同額 

 

 【給付期間】 

  ＵＩと合計で最長26週 

 

 【財源】 

  州政府の失業補償基金（Unemployment compensation fund） 

 

 【管理運営機構】 

  各州政府 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ペンシルバニア州のＳＥＡ 
 
 ペンシルバニア州政府は 1998 年から 18 歳以上を対象としたＳＥＡ制度を実施してい

る。同制度の受給要件には、基本的な要件以外に、ＵＩの受給期間が１週間以上、10 週

間以内で、ＳＥＡ参加契約書に署名することが含まれている。また、プログラム修了後も

事業の状況について３年間報告しなければなければならない。 
 対象者は給付を受給するほか、マーケティングや免許取得や中小企業向け融資に関する

アドバイス、不動産業者や銀行の紹介を受けることができる。 
訓練供給機関の１つであるリーハイ・カーボン・コミュニティカレッジでは、ＳＥＡ受

給者に対し、33 時間の座学講習、15 時間のビジネスカウンセリング、様々な人脈構築の

機会を提供している。 
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�������� 
 

米国の主な生活保護制度には、貧困家族一時扶助（ＴＡＮＦ）、補足的所得保障（Ｓ

ＳＩ）、一般扶助（ＧＡ）、栄養補給支援制度（ＳＮＡＰ）、女性・乳幼児向け特別栄

養補給支援制度（ＷＩＣ）が含まれる。 

 

�）���������Temporary Assistance for Needy Families） 
 

扶養児童のいる低所得世帯に給付金を支給する制度。1996 年の福祉改革法の成立

により、要扶養児童家族扶助（ＡＦＤＣ）、就労機会・基礎技能訓練（ＪＯＢＳ）、

緊急扶助（ＥＡ）の３つの福祉制度が廃止され、代わりに福祉への依存からの脱却

と就労による自立支援を目的とし、給付金の支給と就業支援を統合した「貧困家族

一時扶助制度（ＴＡＮＦ）」が設立された。ＴＡＮＦは、①児童が自宅または親戚

宅で養育されるよう貧困世帯の扶助、②就労準備、就職、結婚を促進し、政府から

の給付に依存する低所得児童扶養者の削減、③婚外妊娠の発生の予防・減少におけ

る年間数値目標の設定、④ふたり親世帯の形成と維持の促進を目的としている。Ｔ

ＡＮＦ受給者は、給付金以外に、就業支援、職業訓練、カウンセリング、育児手当、

住宅支援や交通費の補助といった支援も受けられる。 

 

【根拠法】 

社会保障法（1972 年）、個人責任および就労機会調整法（1996 年） 

 

【受給対象者】 

子供を扶養する低所得世帯 

・18 歳以下(高校にフルタイムで通っている場合は 19 歳以下）の子供を扶養す

る親や親戚  

・１人目の子供を妊娠中の妊婦（および同居する配偶者） 

 

【受給要件】（州によって詳細は異なる） 

・子供を扶養していること 

・世帯所得が一定水準以下であること 

・資産総額（預金、株式、証券、未使用の不動産など。自宅、家具、自動車は

含まない）が一定額（主に 2,000 ドル）以下であること 

・就労活動に従事すること  

・米国市民であること 

 

【給付水準】 

州によって月当たりの最大給付額は異なる。また世帯ごとの給付額は所得や資

産調査をもとに決定される。ほとんどの州が給付金の受け取り方法として電子給

付送金（ＥＢＴ）カードと呼ばれるデビットカードを導入しており、後述の栄養

補給支援制度（ＳＮＡＰ）や女性・乳幼児向け特別栄養補給支援制度（ＷＩＣ）

制度と併用されている。 
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��� フロリダ州����月������（2006 年 10 月��） （単位：ドル） 

��人� 
�������� 

����� 
�月����� 

50 ドル�� 
�月����� 

50 ドル�� 
1 人 95  153 180

2 人 158 205 241

3 人 198 258 303

4 人 254 309 364

5 人 289 362 426
出所：“Temporary Assistance for Needy Families : An Overview of Program Requirements”、2006 年 10
月、フロリダ州児童福祉局 

 

【給付期間】 

州によって異なるが、連邦政府の基準は生涯で合計５年までとなっている。た

だし連邦政府は、孤児や家庭内暴力の被害者など全受給者の 20％に対し、罰則な

しで給付期間を延長することを州政府に認めている。 

例えば、テキサス州での給付期間は６カ月となっている。学歴、就労経験、経

済状況に応じて更新可能で、合計 12～36 カ月受給できる。 

 

【自立支援】 

ａ．就労義務 

16～60 歳の健常者は、受給開始直後、または遅くとも２年以内に就労活動に

従事することが義務づけられている。就労活動には、補助金なし／補助金あり

の就労、職業訓練、ＯＪＴ、求人検索、就労体験、社会奉仕活動、職業教育、

ＧＥＤ（高等学校卒業程度認定試験）対策講習などが含まれ、各州でＴＡＮＦ

受給者の就業を促進する様々な対策が講じられている。就労義務を満たさない

場合、給付額が一時的に減額されるか、または受給資格を喪失する。減額の幅

や罰則期間は州によって異なる（罰則期間は 2002 年現在、ほとんどの州で１

カ月または基準を満たすまでとなっている）。 

・ひとり親世帯は週当たり平均 30 時間（６歳未満の児童を持つ場合は 20 時

間）の就労が義務 

・ふたり親世帯は週当たり平均 35 時間（連邦政府から育児手当を受給して

いる場合は 55 時間） 

・ただし、適切な保育サービスが見つからないという理由で就労基準を満た

せない６歳未満の児童を持つひとり親世帯を、州政府が罰することは禁じ

られている 
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ｂ．個人開発口座（Individual Development Account） 

ＴＡＮＦ受給者が「個人開発口座（ＩＤＡ）」に貯蓄した勤労所得に対し、

プログラムの運営団体（非営利団体や政府機関）が、１ドルにつき平均１ドル

を上乗せして拠出する制度。これに連邦政府からの追加拠出も上乗せされ、単

身者は最高 2,000 ドル、夫婦は 4,000 ドル貯蓄できる。低所得世帯の資産形成

の支援と金融教育の促進を目的に 1998 年の「Assets for Independence Act」によ

って設立された。ＴＡＮＦ受給者は、純資産（自動車１台と自宅は除く）が総

額１万ドル以下であればプログラムに参加可能。個人開発口座に貯蓄された所

得は、ＴＡＮＦの受給要件や給付額を決定する際に控除されるため、貯蓄があ

ってもＴＡＮＦの給付額が減ることはない。貯蓄の使い道は、①初めてのマイ

ホームの購入、②スモールビジネスの資本金、③高等教育や訓練に限られてい

る。 

 

【財源】 

連邦政府の補助金および州政府 

 

【管理運営機構】 

連邦保健福祉省 

 

【給付実績】 

月間平均受給者数は 379 万 1,678 人（2008 年６月現在）32 

 

�）���保障所得（Supplemental Security Income） 
 

補足的保障所得（ＳＳＩ）は、生活に最低限必要な衣食住のニーズを満たせるよ

う、高齢者と障害者に給付金を支給する社会保障庁の生活保護制度である。職歴や

現在の就労状況は問われず、民間および公共のホームレス保護施設の入所者も適用

される。障害を持つとみなされるには、12 カ月以上継続する、または死に至ると予

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32: “TANF Caseload Data 
2000-2008”、連邦保健福祉省 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ワシントン州ＴＡＮＦプログラム「ワー���ースト」に�ける就業支援 
 
ワシントン州政府は、ＴＡＮＦ受給者向けに様々な就業支援プログラムを提供して

いる。プログラム参加者は、職能評価、就職活動計画の作成、履歴書作成や面接対策

といった就労準備活動を終えた後、就職活動を始める。そして、就職カウンセラーと

ともに随時計画の見直しや求人検索などを行う。職歴や経験、興味に応じて、就労体

験やコミュニティカレッジでの学位取得プログラムといった職業訓練も受けること

ができる。 
同州ではさらに、就職に成功したＴＡＮＦ元受給者の定着と所得の増加を助ける

「キャリア・サービシズ・プログラム」をワンストップキャリアセンターを通じて提

供している。週当たりの労働時間が 30 時間以上であれば参加が可能で、コーチング、

個別就職計画の作成、職業訓練の紹介といったサービスを受けられる。参加者には月

額 50 ドルの手当が最長６カ月支給される。さらに、同州の雇用保障局が提供する雇

用支援活動に参加すると、「ボーナス」（参加時に 150 ドル、４カ月目に 100 ドル、

６カ月目に 100 ドル）が支給される。 
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測される身体的または精神的機能障害により、実質的稼得活動（ＳＧＡ）に従事で

きないことが条件。一定額以上の所得（2009 年現在、視覚障害者の場合は月収が平

均 1,640 ドル以上、それ以外の障害者は平均 980 ドル以上 33）がある場合、ＳＧＡ

に従事しているとみなされ、給付対象外となる。 

ＳＳＩの給付期間は無制限で、受給者に就労義務は課せられないため、同制度は

ＴＡＮＦの受給要件を満たさない低所得者を保護する役割を果たしている。ＳＳＩ

受給者には、ＳＮＡＰ（カリフォルニア州を除く）とメディケイド（低所得者向け

公的医療扶助）の受給資格が自動的に与えられる。 

 

【根拠法】 

社会保障法（1972 年） 

 

【受給対象者】 

・ 65 歳以上の高齢者 

・ 障害者（18 歳以下の子供も含む） 

 

【受給要件】（全米共通） 

・不労所得（社会保障給付、失業給付、労災、年金、家賃収入等）が一定額以

下（2009 年現在、単身者で月額 694 ドル未満、夫婦で 1,031 ドル未満 34）で

あること 

・勤労所得（賃金、自営業による純益、ロイヤルティなど）が一定額以下（2009

年現在、単身者で月額 1,433 ドル未満、夫婦で 2,107 ドル未満 35）であること

・資産総額が単身者や子供は 2,000 ドル以下、夫婦は 3,000 ドル以下であるこ

と（居住する建物や土地、自動車、生活用品、額面金額 1,500 ドル以下の生

命保険、生業や自活につながるような所持品などは含まれない） 

  

【給付水準】 

毎年１月、議会で物価上昇率に応じて連邦政府の最大月額給付額が決定される

（2009 年現在、単身者が 674 ドル、夫婦が 1,011 ドル 36）。ほとんどの州・地区で

州政府からの補助金が上乗せされており、2009 年８月現在の平均月額給付額は

498.50 ドルとなっている 37。 

毎月の給付額は所得、資産、居住環境に応じて決定され、配偶者や保護者の所

得や資産も考慮される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
33: “2009 Red Book”、社会保障

庁 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34: “A Guide To Supplemental 
Security Income (SSI) For 
Groups and Organizations”、社会

保障庁、2009 年１月 
 
35: “A Guide To Supplemental 
Security Income (SSI) For 
Groups and Organizations”、社会

保障庁、2009 年１月 
 
 
 
 
 
 
36: 社会保障庁 
 
 
37: “Monthly Statistical 
Snapshot, August 2009”、社会保

障庁 
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�表�� ����ル�ア州に��る月額最大給付額（2009 年９月��）（単位：ドル） 

居��� ��者 障害者 ��障害者 
＜単�者� 
独居 850.00 850.00 913.00

食事付きケアホーム（非医療） 1,086.00 1,086.00 1,086.00

独居、調理設備なし 934.00 934.00

他人の家に同居 643.52 643.52 722.66

未成年の障害者 739.00

他人の家に同居する未成年の障害者 520.42

＜��者��は障害者の��� 

独居 1,489.00 

食事付きケアホーム（非医療） 2,172.00 

独居、調理設備なし 1,657.00 

他人の家に同居 1,204.64 

＜��障害者の��� 
独居 1,711.00

他人の家に同居 1,426.42

＜��者��は障害者の��者を����障害者� 

独居 1,628.00

他人の家に同居 1,342.40
注１：数値は連邦政府と州政府からの給付の合計金額を表す 
注２：最大給付額は毎年７月と 11 月に改定される。表中の数値は 2009 年７月時点のものを表す 
出所：“Supplemental Security Income (SSI) in California”、社会保障庁、2009 年９月 

 

【給付期間】 

受給条件を満たす限り、無期限（ただし、一部の移民または難民は最長７年）。

受給要件を満たしているか、給付額が適切かを確認するため、郵送、電話、面談に

よる審査が定期的に行われる。 

 

【自立支援】 

   ａ．就労チケットプログラム 

1999 年の「就労チケットおよび就労インセンティブ改善法（Ticket to Work and 

Work Incentives Improvement Act）」により、ＳＳＩおよび社会保障障害保険（拠

出制、ＳＳＤＩ）受給者の経済的自立を促進する就業支援プログラム「就労チ

ケットプログラム（Ticket to Work and Self-Sufficiency Program）」が設立された。

同法は、就労開始後も継続して公的な医療保障を受けられるようにすること

で、受給者の就労意欲を高めることを目的とする。 

プログラムの参加条件を満たす 18～64 歳のＳＳＩ受給者は、社会保障庁か

ら支給されたチケットを利用し、「エンプロイメント・ネットワーク（ＥＮ）」

プロバイダに認定された民間のサービス供給団体や州の職業リハビリテーシ

ョン機関の中から、自身の目標や目的に合ったプロバイダを選び、職業訓練、

職業紹介、職業リハビリテーションサービスを無料で受ける。そしてＥＮのス

タッフと共に、就職目標と目標達成をサポートするためにＥＮが提供する具体

的なサービス内容を記した個別就労計画（ＩＷＰ）を作成する。チケットの利

用は任意で、義務ではない。 
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ｂ．就労インセンティブ 

働きながらＳＳＩやメディケイドおよびメディケア（高齢者向け公的医療保

険）も受給できるよう、「就労インセンティブ」と呼ばれる様々な特別規定が

設けられている。 

 

・自立達成計画（ＰＡＳＳ） 

ＳＳＩの規定では、所得や資産が増えるほど、給付額は通常減額される。

しかし、就労意欲のある障害者は、自立達成計画（ＰＡＳＳ）を作成し、

それが社会保障庁に承認された場合、就学、職業訓練、起業準備など目標

達成に必要な資金を一定期間貯蓄できる。この貯蓄は所得や資産とはみな

されないため、ＳＳＩ受給者はより多くの給付を受けることができる。 

ＰＡＳＳには、就職または起業で就きたい仕事の内容、目標所得額、計

画を実現するための具体的なステップ（日付つき）、目標達成に必要なサ

ービスまたは品物の内容と推定金額と必要理由、支払方法、貯蓄計画（貯

蓄額と貯蓄方法）、起業希望者は具体的な事業計画（事業内容、営業時間、

ターゲットとする顧客層、競合他社、必要な品物やサービスとその金額、

資金調達方法等）を記載しなければならない。 

 

・勤労所得控除 

勤労所得から月額 65 ドルが控除される。 

 

・障害関連就労経費控除 

職場までの交通費（タクシー代を含む）、通勤に使用する車椅子、学校

や訓練に必要な教材、コーチングや履歴書添削などのキャリア関連サービ

ス、ホームヘルパーなど、就労や訓練に必要な品物やサービスの購入にか

かる経費は、ＳＳＩの受給要件や給付額を決定する際に勤労所得から控除

される。 

 

・自立に欠かせない固定資産の控除 

自立のための手段として必要不可欠な資産は、ＳＳＩの受給要件を決定

する際に控除される。株式や債券などの流動資産は含まれない。 

 商売に使用する資産（在庫など）または被雇用者として仕事に使用す

る個人資産（用具や機器など） 

 事業用途以外の資産（家庭で消費する野菜や家畜を育てるための土地

など）総額 6,000 ドル 

 年間６％以上の割合で利益をもたらす非事業用資産（賃貸不動産な

ど）総額 6,000 ドル 

 

・職業リハビリテーション受講中の給付継続 

健康状態が改善し、障害の定義を満たさなくなった場合でも、公認の職

業リハビリテーションプログラム（就労チケットプログラムやＰＡＳＳを

含む）に積極的に参加することによって、プログラム修了時まで給付を受
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けることができる。 

 

・メディケイドの適用継続 

職場に復帰し、所得が各州の基準を超えた場合でも、メディケイドの適

用は継続される。 

 

【財源】 

ＳＳＩを運営するのは社会保障庁だが、財源は社会保障税ではなく、国の一般

財源（個人や法人が支払う所得税）。  

 

【管理運営機構】 

社会保障庁が管理運営し、各地の社会保障事務所が窓口となっている。 

 

【給付実績】  

765 万 1,000 人（2009 年８月現在）38 

 

�）��扶助（General Assistance） 
 

単身者や児童を扶養しない夫婦など、ＴＡＮＦやＳＳＩといった生活保護制度の

受給要件を満たさない、または受給制限期間を超えた就労不能の低所得者に対し、

州政府や地方自治体が独自の財源で実施する給付金支給制度の総称。州によって対

象者、受給要件、給付水準は異なる。ニュージャージー州、ペンシルバニア州、ミ

ネソタ州、メイン州、ワシントン州、イリノイ州など一部の州で導入されている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38: “Monthly Statistical 
Snapshot, August 2009”、社会保

障庁 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

イリノイ州のＧＡ制度 
 
イリノイ州シカゴ市は、ＴＡＮＦおよびＳＳＩの受給要件を満たさない就労不能の低所

得者に必要最小限の所得補助と医療保障を提供するＧＡ制度を運営している。同州のＧＡ

には、単身者および児童を扶養しない夫婦向けの「Transitional Assistance（ＴＡ）」と、

低所得世帯および妊婦向けの「Family and Children Assistance（ＧＡ－ＦＣＡ）」の２種類

がある。     
ＴＡは、ＳＳＩの受給要件を満たさない単身者および児童を扶養しない夫婦を対象と

し、ＳＳＩの受給申請結果待ちの障害者、直近１年の総所得が 2,000 ドル未満で過去７カ

月間の月収が 200 ドル以下の 55 歳以上、介護のために自宅に待機しなければならない者、

糖尿病や高血圧や発作を抑える処方薬を定期的に服用しなければならない者、高校や専門

学校にフルタイムで通う 20 歳未満の者などが含まれる。受給要件は、資産が 2,000 ドル

以下であること。給付額は月額 100 ドルである。 
ＧＡ－ＦＣＡは、ＴＡＮＦの受給要件を満たさない扶養児童を持つ低所得世帯および妊

婦を対象とする。給付額は所得、居住地、世帯人員、世帯構成によって異なり、最大給付

額はＴＡＮＦと同額である。受給要件は、資産が単身者で 2,000 ドル以下、夫婦で 3,000
ドル以下であること。 
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�）栄養������（Supplemental Nutrition Assistance Program）

 

低所得世帯に食費手当を支給する制度。2008 年の「食料・保全・エネルギー法」

の成立により、栄養価の高い食料の提供に重点を置くため、前身のフードスタン

プ・プログラムから「栄養補給支援制度（ＳＮＡＰ）」に制度名が変更された。2009

年６月 17 日付けで、紙のバウチャーは廃止され、電子給付送金（ＥＢＴ）カード

のみ利用可能となった。カードは、農務省に認可された食料品店やファーマーズマ

ーケット（農産物直売所）で利用できる。購入できるのは食料品や食物の種のみで、

酒類、タバコ、非食料品（ペットフード、日用品、紙類）、栄養補給食品の購入、

外食、テイクアウトには使えない。ただし一部の地域では、ホームレス、障害者、

高齢者向けの低価格な料理を提供するレストランでも利用可能だ。 

 

【根拠法】 

フードスタンプ法（Food Stamp Act、1964 年）、食料・保全・エネルギー法（2008

年） 

 

【受給対象者】 

低所得者。ＳＳＩ受給者は自動的にＳＮＡＰの受給資格を与えられる。 

 

【受給要件】（全米共通） 

・資産総額が 2,000 ドル以下 （家族に 60 歳以上の高齢者や障害者がいる場合

は 3,000 ドル以下） 

・毎月の世帯所得が連邦貧困ガイドラインの 130％以下 

・毎月の純所得（世帯所得から保育費、住居費、その他支出を差し引いたもの）

が連邦貧困ガイドラインの 100％以下 

・米国在住歴５年以上（移民も受給可能） 

・16～60 歳の健常者は就労すること、または紹介された就業支援・職業訓練プ

ログラムに参加すること 

 

���� ��人����所�の��（2009 年 10 ��2010 年��）（単位：ドル） 

��人� 
����の��所� 
（����ド���

の 130�） 

����の�所�

（����ド��

�の 100�） 
1 人 1,174 903

2 人 1,579  1,215 

3 人 1,984  1,526 

4 人 2,389  1,838 

5 人 2,794  2,150 
出所：農務省食品栄養局 

 

【給付水準】 

給付額は所得や世帯人員に応じて決定される 39。平均給付額は１人当たりで 101

ドル、世帯当たりで 227 ドル（2008 年度現在）40。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39: 各世帯の給付額＝（世帯人

員別最大給付額）－（純所得の

30％）。 
 
40: “Supplemental Nutrition 
Assistance Program,: Frequently 
Asked Questions”、農務省食品

栄養局 
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���� ��人���������（2009 年 10 ��2010 年��）（単位：ドル） 

��人� ����� 
1 人 200  

2 人 367 

3 人 526 

4 人 668 

5 人 793 
出所：農務省食品栄養局 

 

【給付期間】 

無期限。ただし、18～50 歳の扶養児童や要介護者を家族に持たない健常者の場

合、就労活動または職業訓練（週 20 時間）に参加しなければ、給付期間は３年

間につき合計３カ月に制限される。 

 

【財源】 

連邦農務省 

 

【管理運営機構】 

連邦農務省食品栄養局 

 

【給付実績】 

月間参加者数は 3,585 万 1,176 人（2009 年７月現在）41 

 

�）����������栄養������（Special Supplemental 
Nutrition Program for Women, Infants, and Children） 

 

低所得の産前産後の女性および５歳以下の乳幼児を対象とした特別栄養補給制

度。バウチャーが支給され、ＷＩＣに参加する食料品店でプロテイン、カルシウム、

鉄分、ビタミンＡやビタミンＣの含有量が多い特定の食品と交換できる。母子の身

体測定と栄養指導も定期的に行われる。1994 年、栄養補給制度としての役割を強調

するため、前身の「Special Supplemental Food Program for Women, Infants, and Children」

から「女性・乳幼児向け特別栄養補給支援（ＷＩＣ）」に制度名が変更された。2009

年度の連邦予算は 68 億 6,000 万ドルに上った 42。 

 

【根拠法】 

児童栄養法（1966 年）、健康なアメリカ人のための健康な食事法（Healthy Meals for 

Healthy Americans Act、1994 年） 

 

【受給対象者】 

・妊婦（妊娠～産後６週間以内） 

・産後６カ月以内の女性 

・授乳中の女性(乳児が１歳になるまで） 

・乳幼児（５歳まで）の親・養父母・祖父母・保護者 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41: 農務省食品栄養局 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42: “WIC Fact Sheet”、農務省食

品栄養局 
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【受給要件】 

・世帯所得が連邦貧困ガイドラインの 185％以下 

・身体測定や血液検査などから、医療または栄養上のリスク（貧血、低体重、

栄養失調など）を抱えていると医師・看護師・栄養士に診断された者 

・米国市民でない外国人も受給可 

・ＴＡＮＦ、ＳＮＡＰ、メディケイド受給者は自動的に所得基準を満たしてい

るとみなされる 

 

���� ��人����所����（2009 ����2010 ���）（単位：ドル） 

��人� 
��所� 
（��） 

��所� 
（��） 

1 人 20,036 1,670 

2 人 26,955 2,247 

3 人 33,874 2,823 

4 人 40,793 3,400 

5 人 47,712 3,976 
※ハワイ州およびアラスカ州は適用外 
※妊婦は２人としてカウントされる 
出所：農務省食品栄養局 

 

【配給量】 

乳幼児の年齢や母親の状態によって、毎月の最大配給量やバウチャーで交換で

きる食料の種類が異なる。 

 

＜バウチャーで交換できる食品＞ 

ベビーフード、粉ミルク、鉄分の多いシリアル、全粒粉のパン、野菜、果物、

ジュース、豆腐、豆乳飲料、卵、牛乳、チーズ、ピーナッツバター、乾燥豆、

ツナ缶 

 

【給付期間】 

通常の給付期間は６カ月～１年。受給要件を満たしている限り、再申請が可能。

 

【財源】 

連邦農務省 

 

【管理運営機構】 

連邦農務省食品栄養局 

 

【給付実績】 

平均月間受給者数は推定約 926 万 7,100 人（2009 年７月現在）43 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43: 農務省食品栄養局 
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�������� 
 

2009 年２月 17 日、オバマ大統領は総額約 7,870 億ドルに上る米国史上最大規模の

景気対策法「米国再生・再投資法（American Recovery and Reinvestment Act）」（通称リ

カバリー法）に署名した。減税、道路や橋といったインフラの整備、失業保険制度の

改革、環境エネルギー、教育改革、医療制度の近代化など広範囲な対策が盛り込まれ

ている。リカバリー法に基づく政府支出の透明性を目的に開設された政府サイトによ

ると、7,870 億ドルの内訳は下記のとおりである。具体的な予算の使途や支出額は各

省庁が調整を行い、順次発表している。 

 

��� ����ー�����れ��出   （単位：億ドル） 

分野 �出額 

減税* 2,888

州政府および地方自治体の財政支援** 1,440

インフラおよび科学 1,111

弱者の保護 810

医療 590

教育および訓練 530

エネルギー  430

その他 80
* 減税には、インフラおよび科学 150 億ドル、弱者の保護 610 億ドル、教育および訓練 250 億ドル、エネル

ギー220 億ドルが含まれる。従って各分野の支出総額はインフラおよび科学が 1,260 億ドル、弱者の保護が

1,420 億ドル、教育および訓練が 780 億ドル、エネルギーが 650 億ドルとなる 
**州政府および地方自治体への財政支援は、州政府や地方自治体による医療や教育制度の予算削減および増税

を防ぐことを目的とする 
出所：Recovery.gov 

  

同年５月に失業率が 9.4％と 26 年ぶりの高水準に達したのを受けて、オバマ大統領

とバイデン副大統領はその翌月、リカバリー法の実行を加速させる「ロードマップ・

トゥ・リカバリー」計画を発表した。計画には、若年者向け夏季雇用を 12 万 5,000 人

分創出、空港 98 カ所と高速道路 1,500 本以上の修復・整備、教職員 13 万 5,000 人や

警官 5,000 人の雇用保障、退役軍人医療センターや軍事基地や国立公園の設備改良、

医療機関のサービス拡充といったプロジェクトが含まれている。オバマ政権は総力を

挙げて取り組み、100 日間で 60 万人以上の雇用を創出・維持する狙いだ。  

米大統領経済諮問委員会（ＣＥＡ）のクリスティーナ・ローマー次期委員長 44らが

１月９日（※リカバリー法の成立前）に発表した報告書によると、景気対策が実現す

れば、2010 年第４四半期の時点で、対策を実施しなかった場合に比べ実質国内総生産

（ＧＤＰ）を 3.7％押し上げ、雇用者数も約 368 万人増えると試算した。最も恩恵を

受けるのは特に不況の打撃を受けている建設業と製造業で、創出された雇用全体の約

30％を占めるという。建設や製造と同様、低中所得者を多く雇用する小売と娯楽・ホ

スピタリティも大幅な雇用増が見込まれる。また失業率は、対策を実施しなかった場

合約 8.8％まで上昇するが、実施すれば約 7.0％に抑えられると推定した。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44: カリフォルニア大学バー

クレー校教授で大恐慌研究の

第一人者 
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�� 10 2010 年�������の���出��（単位：人） 

業� ���出人� 
建設 678,000

小売 604,000

娯楽・ホスピタリティ 499,000

製造 408,000

専門・企業向けサービス 345,000

政府 244,000

教育・医療 240,000

金融 214,000

卸売 158,000

その他サービス 99,000

運輸・倉庫 98,000

情報 50,000

鉱業 26,000

公益事業 11,000

合計 3,675,000
出所：“The Job Impact of the American Recovery and Reinvestment Plan”、米大統領経済諮問委員会、2009
年１月 

 

 ＣＥＡは同年９月、景気対策の経済および雇用効果に関する中間報告を発表し、対

策を実施しなかった場合に比べ、８月までに約 60 万～110 万人の雇用が創出または維

持されたとの試算を示した。８月末までに 7,870 億ドルのうち、減税を含めて 1,514

億ドルが支出され、また 1,282 億ドルの配分先が決定しているという。さらに、対策

により４－６月期の実質ＧＤＰは景気対策がなかった場合に比べ、約 2.3％押し上げ

られたという 45。 

 

��１�公�事業������出 
 

オバマ大統領と運輸省は 2009 年３月、1950 年代のアイゼンハワー政権下の州間高

速道路網建設事業以来、最大規模の 266 億ドルを高速道路や橋の建設・補修に投じる

と発表した。同大統領はこれにより「来年末までに 15 万人の雇用を創出または喪失

を抑制できる」と述べた。既にメリーランド州など多くの地域で建設プロジェクトが

開始されており、レイオフされた労働者が呼び戻されている。 

景気対策のもう１つの柱が、環境・エネルギー分野への政策投資によって「グリー

ンカラージョブ」と呼ばれる環境関連の雇用を生み出す「グリーンニューディール」

である。風力や太陽光などのクリーンな再生可能エネルギーの供給を今後３年間で倍

増させ、また住宅や公共施設の省エネを促進することで、外国からの石油供給への依

存を減らし、雇用を創出することを目的とする。リカバリー法の成立により、エネル

ギー省エネルギー効率・再生可能エネルギー局のプログラムやイニシアティブに対

し、総額 168 億ドルの予算が割り当てられた。同法に基づく主な事業は下記のとおり

である。 

 

【エネルギー】 

・住宅やビルや連邦政府施設の熱効率向上（断熱材導入の促進、改築、補修な

ど） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45: “The Economic Impact of the 
American Recovery and 
Reinvestment Act of 2009: First 
Quarterly Report”、米大統領経

済諮問委員会、2009 年 
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・スマートグリッド（次世代送電網）の整備（建設や整備に必要な最新技術を

習得した送電網労働者を育成する職業訓練も含む） 

・風力、太陽光、地熱など再生エネルギー関連プロジェクト（発電所の建設や

大学・企業・研究所による研究開発を促進するための補助金や融資保証） 

・次世代自動車用電池の研究開発 

・二酸化炭素を排出しない化石燃料の技術開発 

 

【インフラ】 

・道路や橋の建設および補修 

・公共交通機関（通勤電車や鉄道など）の走行速度と収容能力の向上や整備 

・空港への爆発物検知装置の導入 

・省庁におけるＩＴシステムの近代化 

・廃水処理システムの改善 

 

【教育】 

・学校における近代的設備（科学室やＰＣルームなど）の導入 

・特殊教育などプログラム終了の危機に瀕する教育プログラムへの補助金 

 

【医療】 

・医療記録の電子化 

・地域医療センター（ＣＨＣ）の改築 

・医療従事者（医師、看護師、歯科医）の人材不足解消を目的とした訓練（奨

学金、融資、補助金を含む） 

 

【住宅】 

・公営住宅の補修および近代化 

・金融危機で中止された低所得者向け住宅建設プロジェクトの再開 

 

【科学および技術】 

・地方や公共施設（コミュニティカレッジや公立図書館など）におけるブロー

ドバンドサービスの普及促進 

・雇用機会の拡充を目的とした研究機関（米国国立科学財団やＮＡＳＡなど）

への予算投入 

 

 

 
 

オバマ政権は、リカバリー法の成立により今後２年間に 350 万件の雇用を創出・維

持するという目的を掲げた。連邦労働省はこの目的を達成するため、医療やグリーン

ジョブなど急成長業種における職業訓練や、失業手当の給付期間の延長および対象者

の拡大といった労働者や事業主の負担を軽減する施策を打ち出した。 

リカバリー法の成立により、労働力投資法（ＷＩＡ）に基づく就業支援および職業
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訓練制度に、2008 プログラム年度（2009 年６月 30 日まで）の補正予算として総額 39

億 5,000 万ドルが投入された 46。連邦労働省は、全米 600 カ所以上に設置されたワン

ストップキャリアセンターを通じたサービスのレベルを向上させるため、このうち約

35 億ドルを各州に割り当てることを発表した。特に、早急な支援を必要とする低所得

者や低技能者への対応強化と、若年者を対象とした夏季の雇用機会の創出に重点を置

いている。 

 

�� 11 ����ー�に�����雇用�連�������     （単位：100 万ドル）

��� 2008 年 2009 年 ����ー�
2010 年 
��� 

成人向け就業支援および訓練活動 849 861 500 861
非自発的離職者向け就業支援および

訓練活動 
1,323 1,341 1,450 1,413

若年者向け活動 924 924 1,200 924
急成長業種における職業訓練 0 0 750 0
ジョブ・コア 1,598 1,683 250 1,701
ユースビルド 58 70 50 114
高齢者地域サービス雇用 521 571 120 575
雇用サービス 723 724 400 724

※10 万ドル以下は切捨て 
出所：“FY 2010 Congressional Budget Justification”、連邦労働省 

 

�）���成人向け����� 

  

ＷＩＡ成人向けプログラムに約５億ドルの予算が配分された。連邦政府は、予算

を生活保護受給者やその他低所得者を対象とした訓練および重点的サービスに優

先的に配分することを州政府に求めている。また、失業給付の受給要件を満たさな

い失業者が十分な職業訓練を受けられるよう、訓練期間中の所得補償（失業手当の

給付額と同額、またはそれ以下）を支給することを認めている。 

 

�）若年者向け�急�� 
 

�サマーユースエンプロイメント 

ＷＩＡ若年者向けプログラムに約 12 億ドルの予算が配分された。同プログラ

ムには、就労体験、職業訓練、リーダーシップ開発など様々なサービスが含まれ

るが、景気刺激策では特に夏季（５月１日～９月 30 日）の若年者向け雇用機会

の創出に重点が置かれている。雇用期間は６～８週間と地域によって異なる。週

当たりの労働時間も地域によって異なる。雇用期間中は、最低賃金が支払われる。

オリエンテーション期間中も手当が支払われるところもある。 

また、就学も就労もしていない年齢の比較的高い若年に適用を拡大するため、

サービスの受給年齢制限が従来の 21 歳から 24 歳に引き上げられた。 

   ５月から９月にかけてのサマーユースエンプロイメントの参加者数は、合計 28

万 3,919 人に上った 47。 

 

 

 

 
46: リカバリー法の下に支給

された予算は 2011年６月 30日
までに支出することが義務付

けられている 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47: “AARA 2009 – Monthly 
Participant Reports as of August 
2009”、ＥＴＡ、2009 年９月 30
日 
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�ジョブ・コア 

ジョブ・コアに対し、２億 5,000 万ドルの予算が配分された。環境に優しいセ

ンターを建設・改修し、雇用創出や経済の活性化を図る。また、グリーンジョブ

関連の職業訓練プログラムの新設および既存のプログラムの拡充を行い、建設、

製造、自動車業界での就職を促進する。 

 

�ユースビルド 

ユースビルドに対し、約 5,000 万ドルの予算が配分された。約 180 のプログラ

ムに助成金が支給される予定で、グリーンジョブにおける職業訓練に重点が置か

れている。資金投入により、プログラムの参加枠が約 3,100 名分増える見込みだ。

 

�）������者����施� 
 

非自発的離職者に就業支援や職業能力の向上の機会を与え、エンプロイアビリテ

ィと所得を高めるＷＩＡ非自発的離職者向けプログラムに、約 14 億 5,000 万ドルが

配分された。これには、自動車や繊維メーカーなどによる大規模な工場閉鎖や大量

解雇など緊急事態が発生した州に助成金を交付する国家緊急補助金（ＮＥＧ）の予

算約２億ドルも含まれる。この予算をもとに、就業支援、職能レベルのアセスメン

ト、キャリアカウンセリング、職業訓練といったサービスを強化する。 

  ＮＥＧのサービス受給者数（訓練やサポートサービスを含む）は５月から９月に

かけて、合計 3,349 人に上った 48。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48: “AARA 2009 – Monthly 
Participant Reports as of August 
2009”、ＥＴＡ、2009 年９月 30
日 

ニューヨーク市サマー�ース�ンプロイ�ントプログラム（Ｓ��Ｐ） 
 
ニューヨーク市に住む年齢 14～24 歳の若年が対象。夏季に雇用および教育の機

会を与える。就業先は政府機関、病院、サマーキャンプ、法律事務所、美術館、小

売店、中小企業など。2009 年度の実施期間は７月１日～８月 15 日までの７週間。

応募期間は４月 20 日～５月 22 日。 
 
＜2009 年度の成果＞ 

・参加者数は４万 3,113 人（14～15 歳が 25％、16～17 歳が 68％、18～19 歳が

22％、20 歳以上が 11％） 
・応募者数は 10 万 3,189 人 
・予算は 5,400 万ドル 
・就業先の数は 8,688 カ所（ＮＰＯ4,397 カ所、民間 2,562 カ所、公共機関 1,729

カ所） 
・就業先全体の 30％が民間セクター 

バーンズ＆ノーブルズ、ベストバイ、ＣＶＳ薬局、イケア、ＪＣペニーズ、ス

テープルズ、ウォールクリーンズ、診療所、法律事務所、建築事務所、小売店

など 
・プログラムの中で、16 時間以上が教育・訓練（就労準備、金融教育、キャリア

探求、健康に関する教育）に費やされた 
・週当たりの労働時間は 25 時間以内で、ニューヨーク州の最低賃金 7.25 ドルが

参加者に支払われた 
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再生可能エネルギーや医療といった「急成長および先端業種における職業訓練・

職業紹介向け助成金交付制度（Program Of Competitive Grants For Worker Training And 

Placement In High Growth And Emerging Industry Sectors）」に約７億 5,000 万ドルが充

当された。 

 

①グリーンジョブ 

   ヒルダ・ソリス労働長官は 2009 年６月 24 日、「グリーンジョブ」における就

業準備を促進するため、リカバリー法に基づき、総額５億ドルの助成金を支給す

るイニシアティブを発表した。同イニシアティブは５種類の助成金制度によって

構成される。５種類のうち４種類は、再生可能エネルギーや省エネ関連の雇用に

就くための職業訓練および労働者と求人のマッチングを行うプログラムに助成

金を支給する制度で、現在の景気後退期に解雇された労働者が「米国の外国から

のエネルギー輸入への依存の軽減」につながる領域で職を見つけられるよう支援

することを目的とする。 

 

ａ．Pathways Out of Poverty Grants 

失業者、高校中退者、犯罪歴がある者、貧困地域に住む経済的に恵まれない

者に職業訓練および職業紹介サービスを提供する①複数の地域で地域団体と

のネットワークを築く全国規模の民間ＮＰＯや、②地域の公共機関（コミュニ

ティカレッジや労働力投資委員会など）に、総額約１億 5,000 万ドルの助成金

を支給する制度。職業訓練は、「グリーンジョブス法 49」に記された省エネおよ

び再生エネルギー関連業種、または地域で雇用が創出されていることを証明で

きるその他成長産業の中の環境関連職種を対象としたものでなければならな

い。 

 

【対象分野】 

・熱効率の高い建物の建設および改修 

・再生エネルギー電力 

・省エネ自動車 

・バイオ燃料 

・住宅・商業・工業セクター向けエネルギー効率の測定 

・環境に優しい手法および原料を使った商品の製造 

 

ｂ．Energy Training Partnership Grants 

失業者、国の環境およびエネルギー政策の転換による影響を受けた労働者、

または技能向上訓練を必要とする者に対し、上記の省エネおよび再生エネルギ

ーの分野における職業訓練および職業紹介サービスを提供する 20～30 のプロ

ジェクトに、総額約１億ドルの助成金を支給する制度。このうち、約 2,500 万

ドルは、自動車産業の衰退の影響を受けた地域を対象とするプロジェクトに支

給される。支給対象は、①地域の非営利団体とネットワークを築く全米規模の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
49:  Green Jobs Act of 2007。同

法の制定により、ＷＩＡに職業

訓練制度「Energy Efficiency and 
Renewable Energy Worker 
Training Program」を制定する条

項が追加された。失業者、貧困

に苦しむ者、学校中退者、退役

軍人などを対象とした職業訓

練、職業紹介、労働市場調査を

促進する 
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労務管理機関 50、または②労働組合、事業主団体、業界団体、労働力投資委員

会、ワンストップキャリアセンターと提携を結ぶ州および地域規模の非営利団

体。訓練には、有給の就労体験、ＯＪＴ、登録養成訓練なども含まれる。 

 

ｃ．State Energy Sector Partnership and Training Grants 

州労働力投資委員会に総額約１億 9,000 万ドルの助成金を支給する制度。グ

リーン経済の構築における州の重要な役割を強調することが目的の１つ。州労

働力投資委員会は、労働力開発全般における州知事のビジョンと目標、そして

州の省エネおよび再生エネルギー産業に対する具体的な政策を分析し、産業の

ニーズに即した職業訓練を提供するための包括的な戦略計画を策定すること

が求められる。そして、州の労働力開発機関、地域労働力投資委員会、ワンス

トップキャリアセンター、雇用主、労働組合と提携を結び、計画の指揮と技術

援助を行う。訓練活動は、対象分野で求められるスキルやコンピテンシーの習

得（学位や資格の習得も含む）につながり、訓練参加者の長期的なキャリア開

発を促進するものでなければならない。 

 

ｄ．Green Capacity Building Grants 

特定の層を対象とした環境関連の職業訓練を強化するため、連邦労働省の各

雇用施策（ユースビルド、高齢者地域サービス雇用、全米農業労働者職業訓練

プログラム、Women in Apprenticeship and Non-Traditional Occupations、Young 

Offender Grants など）において現在助成金を支給している団体に、総額約 500

万ドルの助成金を追加支給する制度。対象活動には、カリキュラムや教材やコ

ンピテンシーモデルの開発・改訂、教員数や訓練受講者数の増加などが含まれ

る。訓練対象者は、失業者、国の環境およびエネルギー政策の方向転換による

影響を受けている労働者、環境関連の技能向上訓練を必要とする者、経済的自

立のために職を必要とする若年者、犯罪歴がある者、退役軍人が優先される。

 

②医療やその他急成長産業における職業訓練に対する助成金 

連邦労働省は、医療やその他急成長産業における職業訓練および就業支援を提

供する民間の非営利団体および公共機関（地域労働力投資委員会、ワンストップ

キャリアセンター、教育訓練機関、医療機関、慈善団体など）に対し、総額約２

億 2,000 万ドル（45～65 の各団体に約 200～500 万ドル）の助成金を支給すると

発表した。このうち、約 2,500 万ドルは自動車産業の衰退の影響を受けた地域向

けプロジェクトに配分される。 

訓練の対象者は、非自発的離職者、失業者、キャリアアップやフルタイム雇用

の確保や雇用の維持のために訓練が必要な就業者（低賃金労働者やパートタイム

労働者など）で、具体的には生活保護受給者、高校中退者、退役軍人、移民など

が含まれる。 

 

【対象分野】 

・看護（看護師、看護助手） 

・コメディカル（医療助手、呼吸療法士、ファーマシーテクニシャン 51、救

50: 理事会または運営組織の

委員に使用者と労働者の代表

が含まれる訓練基金、訓練信託

基金、教育信託基金など 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
51: 薬剤師の助手として調査

を専門に行う国家資格 
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急救命士、放射線技師、超音波検査士など） 

・長期療養（在宅介護スペシャリスト、介護士など） 

・医療情報システム（診療情報管理士など） 

・景気回復時に雇用増が見込まれる分野、技術革新で新たなスキルセットの

習得を要する分野、または新興産業（ＩＴ、先進製造、プロードバンドや

ワイヤレス、運輸や倉庫、バイオテクノロジー） 

 

【対象活動】 

・教室における職業訓練 

・正規雇用につながるＯＪＴ 

・登録養成訓練制度の開発および導入 

・インターンシップ 

・基礎力訓練（成人向け基礎教育、就職準備訓練、ＥＳＬ） 

・技能レベル、適性、コンピテンシー、支援サービスのニーズを測る初期ア

セスメント 

・就職活動支援、職業紹介、キャリアカウンセリング 

・定着を助ける包括的戦略 

・カリキュラムの改訂 

 

【医療に注力する理由】 

不況の影響により、多くの業界でレイオフや雇用の喪失が起きている中、医

療業界は依然、米国経済の大きな原動力となっている。労働統計局（ＢＬＳ）

の発表によると、2009 年２月に全米で 68 万 1,000 件の雇用が喪失されたが、

病院、長期療養施設、外来医療施設では同じ月に２万 7,000 件の雇用が新規創

出されたという。さらに同局の推計によれば、医療業界では、2006 年から 2016

年にかけて 300 万件の雇用が創出される見込みである 52。 

 

 
 

リカバリー法に基づき、高齢者地域サービス雇用プログラムに対し、総額１億

2,000 万ドルが配分された。特に医療、保育、教育、環境関連サービスといったリ

カバリー法で重点が置かれている成長産業でのコミュニティサービス活動に従事

する高齢者数を増やすことを目的としている。これにより、既存の 74 のプログラ

ム運営団体に対し、2008 年度（2009 年６月 30 日締め）の予算配分に比例した助成

金が配分される。受給団体は、助成金をもとに、新しい受け入れ先の開拓や既存の

受け入れ機関における枠の増加などを行うことが求められる。 

 

 
 

ワンストップキャリアセンターを通じた就業者および失業者向けの基本サービ

スを強化するため、雇用サービスプログラムに約４億ドルの予算が配分された。こ

のうち２億 5,000 万ドルは、失業給付の受給者向け再就職支援サービスに充当され

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52: “Federal Register / Vol. 74, 
No. 139 / Wednesday, July 22, 
2009 / Notices”、ＥＴＡ 
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た。同サービスは、労働者プロファイリング・再就職支援サービス（ＷＰＲＳ）シ

ステムによって、失業給付を使い果たす確率が高い失業者を特定し、個人面談、グ

ループカウンセリング、労働市場に関する情報、求人求職サイトの紹介、求人企業

や徒弟制度の主催団体の紹介、職業訓練の紹介を行い、早期再就職を促すものであ

る。再就職支援サービスの受給者は 2009 年８月現在で、合計 190 万 9,628 人に上っ

た 53。 

 

 
 

対象者が製造業だけでなく、外国貿易（外国品の輸入の急増やダンピングおよび

輸出補助金といった不公平貿易）の影響を受けたサービス業（運送、検査、仕上げ、

梱包を含む）の被雇用者にも拡大された。また、親事業者が外国製の部品に切り替

えた場合、親事業者がＴＡＡの認定を受けなくても、下請事業者の被雇用者も対象

に含まれるようになった。その他、中国やインドを含む米国外へのオフショアリン

グの影響を受けた者や、外国貿易の影響で商品価格が下落した農業および漁業従事

者も対象となった。また、追加ＴＲＡの最長給付期間が 52 週から 78 週に延長され

た。さらに、州に支給する 2009 年度および 2010 年度の年間の訓練予算が５億 7,500

万ドル（現行法では２億 2,000 万ドルが上限）に増額された。 

 

 

  
 

２月のリカバリー法の成立に伴い、失業保険や生活保護の給付額の引き上げや適用

範囲の拡大など、失業者を保護する様々な対策が講じられた。 

しかし、いまだ就職先を見つけられず、失業保険の給付切れが目前に迫る失業者は

多い。低賃金労働者の権利を擁護するＮＰＯのナショナル・エンプロイメント・ロー・

プロジェクトの試算によると、その数は年末までに 130 万人に上るという 54。 

2009 年９月、下院は失業率が 8.5％を上回る 27 州で失業保険の給付期間を最長 13

週間延長する法案を可決した。しかし、延長の適用から除外された州の議員から反対

の声が挙がった。 

そこで翌月、リード上院院内総務を筆頭とする上院の民主党議員が妥協案として、

失業保険の給付期間をすべての州で最長 14 週間延長する法案を提出した。失業率が

8.5％を上回る州の延長期間はさらに６週長い最長 20 週とする。この法案を実現する

ためには約 24 億ドルの財源の確保が必要だが、民主党は 2009 年末に廃止が予定され

ている連邦失業税の付加税 55を 2011 年６月 30 日まで延長することで財源を捻出する

計画だ。しかし、共和党議員はまだ使われていない景気対策の予算を充てるべきだと

主張し、上院内で意見が分かれている。10 月中には採決される見込みである 56。 

 

                                    

 

失業保険の給付期間を最長 33 週間延長する緊急失業給付（ＥＵＣ０８）制度は

当初 2009 年３月 31 日に失効予定だったが、リカバリー法の成立により、2010 年５

 
 
 
 
 
 
 
53: “AARA 2009 – Monthly 
Participant Reports as of August 
2009”、ＥＴＡ、2009 年９月 30
日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
54: “Like it or not, here comes 
more stimulus”、
CNNMoney.com、2009 年 10 月

21 日 
 
55: 毎年、事業主が支払う連邦

失業税（2009 年現在 6.2％）に

は 0.2％の付加税が含まれてい

る。Ⅱ‐１．１）参照 
 
56: 11 月６日、オバマ大統領の

署名によって、緊急失業給付の

給付期間をすべての州で最長

14 週間延長する法律「Worker, 
Homeownership, and Business 
Assistance Act of 2009」が成立

した。失業率が 8.5％を上回る

州では最長 20 週間延長する。

対象者は、すべての失業給付の

給付期間が切れた者、または年

末までに切れる長期失業者。同

法にはこの他、住宅購入者およ

び企業向け税制優遇措置の延

長および適用拡大も盛り込ま

れている 
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月 31 日まで実施期間が延長された。また申請期限が 2009 年 12 月 31 日までに延長

された。政府の歳出額は総額 269 億 6,000 万ドルと見込まれる。 

 

                                                  
 

州から最長 26 週間給付される通常の失業保険（ＵＩ）、緊急失業給付（ＥＵＣ０

８）、延長給付（ＥＢ）、貿易再調整給付（ＴＲＡ）、災害失業援助（ＤＵＡ）、個人

事業主支援（ＳＥＡ）、連邦政府機関の職員向け失業給付（ＵＣＦＥ）、退役軍人向

け失業給付（ＵＣＸ）、短期給付（Short-Time Compensation）57の給付額が、連邦追

加給付（Federal Additional Compensation）という名称で、2010 年５月 31 日まで自動

的に週当たり 25 ドル増額された。増額分はすべて連邦政府の一般会計から支出さ

れ、歳出額は総額 88 億ドルに達すると見込まれる。増額分の支給は多くの州で 2009

年３月１日の週に開始された。 

 

 

現行法では失業給付は連邦所得税の課税対象となっているが、2009 年度に限り、

受給者１人当たり 2,400 ドルの失業給付が一時的に非課税となった。2,400 ドルを超

過した分は課税対象となる。 

 

 

低所得者やパートタイム労働者などへのＵＩの適用範囲拡大を行う州政府に対

し、奨励金として総額 70 億ドルを支給することが発表された。2009 年９月現在、

既に 32 州が奨励金を受給している 58。 

 

【受給条件】 

①ＵＩの受給資格の判断または給付額の算出方法において、下記のいずれかの期

間の所得を算出対象とすること。 

ａ．直近のクオーターが含まれる「基準期間」 

ｂ．通常の基準期間では所得基準を満たさない低所得者（多くはパートタイム

労働者や季節労働者）に対しては、直近の四半期が含まれる「代替基準期

間 59」 

②州法に下記の４つの条項のうち、２つ以上が含まれていること。 

ａ．パートタイム労働のみを希望するパートタイム労働者に対し、その求職・

再就職の能力および意思を認め、ＵＩを支給する 

ｂ．下記のようなやむを得ない家庭の事情により離職した失業者の受給資格を

認める 

・家庭内暴力 

・病気または障害を持つ直系家族の看護や介護 

・配偶者の勤務先が通勤圏外に移転した 

ｃ．ＵＩの受給資格をすべて喪失し、需要の高い職種における就職につながる

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
57: 従業員を一時解雇する代

わりに労働時間を短縮し、喪失

した賃金の一部を州政府が補

償する制度。一部の事業主が自

発的に同制度に参加している。

2009 年９月現在、フロリダや

バーモントなど 19 州が導入し

ている（出所：フロリダ州労働

力改革局） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
58: 連邦労働省 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
59:  alternative base period。給

付が申請されたクオーターの

直前のクオーターを含む４ク

オーター。州によっては給付が

申請されたクオーターを含め

るところもある 
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州政府またはＷＩＡ公認の職業訓練を受け、十分な進歩を示す衰退職種の

元従事者を対象に、給付期間を最低 26 週間延長する  

ｄ．扶養家族手当を週当たり 15 ドル以上に増額する 

 

 
   

州政府が費用の 50％を負担するＥＢを、2010 年１月１日まで連邦政府が全額負

担することとなった。 

 

 
 

州失業税の積立金が枯渇し、連邦政府から融資を受けている州政府を対象に、利

子の支払い及び発生を 2010 年 12 月 31 日まで一時免除することが決まった。 

 

 
 

①ＴＡＮＦ関連の支出が増加した州や地方自治体に総額 50億ドル（会計年度 2009

～2010 年）の緊急支援金を支給する基金「Emergency Contingency Fund for State 

TANF」が設立された。具体的には、取扱件数、一時給付、補助金つき雇用の３

項目が基準年（2007 年または 2008 年）より増加した州や地方自治体に対し、増

加した支出の 80％を還元する。 

 

②すべてのＳＳＩ受給者に定額給付金として 250 ドルが支給された。 

 

③ＳＮＡＰに 200 億ドルの予算が配分された。これにより、2009 年４月１日から

2010 年９月 30 日まで、ＳＮＡＰの全受給者を対象に、月当たりの最大給付額が

13.6％増額された（例：４人家族で 80 ドル上乗せ）。また、18～50 歳の扶養児童

や要介護者を家族に持たない健常者の場合、就労活動または職業訓練（週 20 時

間）に参加しなければ、通常給付期間が３年間につき合計３カ月に制限されるが、

不況下での就職の難しさと緊急支援の必要性を鑑み、2010 年末までに限り、この

制限は撤廃された。 

 

  ④ＷＩＣに総額５億ドルの予算が配分された。４億ドルはコストまたは参加者数

の増加で予算不足が生じている州政府に、そして残りの１億ドルは電子給付送金

（ＥＢＴ）カードや管理情報システムの導入や改良を進める州政府に支給され

る。 

 

 

 
 

仕事機会税額控除（Work Opportunity Tax Credit）は、1996 年の「中小企業雇用保護

法（Small Business Job Protection Act）」によって設立された、特定の求職者層の採用を
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促進する制度である。リカバリー法の成立により、失業中の退役軍人 60と就業も就学

もしていない 16～24 歳の若年者 61も対象となった。これにより下記の 11 種類に対象

が拡大された。対象者を新規採用した雇用主は、連邦所得税が１人当たり 2,400～9,000

ドル控除される。ただし、一定期間以上の雇用期間があることが条件となる 62。控除

額は対象者によって異なる。 

 

【対象者】 

・ＴＡＮＦの長期受給者（18 カ月間以上） 

・ＴＡＮＦの短期受給者（９カ月間） 

・ＳＮＡＰを受給する、または障害を持つ退役軍人 

・18～39 歳のＳＮＡＰ受給者 

・職業リハビリテーションの訓練参加者または就労チケット 63の受給者 

・ＳＳＩ受給者 

・18～39 歳の特定地域（エンパワーメント・ゾーン、リニューアル・コミュニテ

ィ、エンタープライズ・コミュニティ）64の居住者 

・特定地域（エンパワーメント・ゾーン、リニューアル・コミュニティ、エンタ

ープライズ・コミュニティ）に住む 16～17 歳のサマーユースエンプロイメン

ト参加者 

・元服役者 

・失業中の退役軍人 

・16～24 歳の若年者 

  

 
 

 

2008 年９月１日～2009 年 12 月 31 日の間に離職し、個人の総所得が 12 万 5,000 ド

ル未満、夫婦の総所得が 25 万ドル未満の失業者に対し、コブラ（ＣＯＢＲＡ）65保険

料の 65％を最長９カ月間補助する。具体的には、雇用主が月間保険料の 65％を負担

し、その分が連邦政府に支払う給与税の税額から控除される。 

 

 

 

60: 過去１年間の失業給付の

給付期間が４週間を超え、また

過去５年間に米陸軍を除隊し

た者 
 
61: 学位は高卒以下で、基礎力

が欠落している者 
 
62: サマーユースエンプロイ

メントの参加者は 90 日以上 
 
 
 
 
 
 
63: ＳＳＩ受給者向け自立支

援の１つ。Ⅱ‐２．２）参照 
 
 
64: 1993 年にクリントン政権

時代に開始された住宅都市開

発省（ＨＵＤ）および農務省管

轄の地域再活性化対策。荒廃が

進む特定の地区に拠点を置く

企業に、連邦政府が補助金や優

遇措置を与え、企業誘致を図る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
65: Ⅱ‐１．５）参照 
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 1997 年に発足した労働党政権は、長期失業者や若年失業者の就業意欲やスキル

を高め、継続的な仕事に就かせることを重要課題として、1998 年に、若年失業者、

長期失業者を対象に、マンツーマンの集中的な就職活動サポートと職業訓練や就

業体験とを組み合わせた就業支援プログラム「ニューディール」を開始した。ま

た 2000 年には、失業率の高い特定地区の長期失業者を対象とした、民間委託に

よる就業支援プログラム「エンプロイメントゾーン」をスタートさせた。 
 
�）��������New Deal） 
 
 ニューディールは「Welfare to Work（福祉から就労へ）」政策の中心的なプロ

グラムで、若年失業者、長期失業者、ひとり親、中高年失業者、障害者、失業

者のパートナー、ミュージシャンといった特定の求職者グループにターゲット

を絞り、各求職者グループのニーズに合わせた就業支援プログラムを 1998 年か

ら段階的に開始している。参加者ひとりひとりにパーソナル・アドバイザー（専

任のアドバイザー）がつき、就職活動を一貫してサポートする。就職困難者に

対しては職業訓練や就業体験の機会を提供することにより、エンプロイアビリ

ティを高め、継続的な雇用に就けるよう後押しする。プログラムの運営には、

地方自治体をはじめ、民間企業やボランティア団体、大学などが参画し、参加

者に対する職業教育・訓練や就業経験の場を設けている。 

 プログラム開始以降、プログラム参加者は 370 万人、就職者数は 227 万人に

上る（2009 年５月現在 1）。 

 

�）������������Employment Zones） 
 

 長期失業者が多く、失業率の高い特定地区において、柔軟性に富んだ画期的

な方法で長期失業者の職業復帰を支援する就業支援プログラムとして 2000 年

4 月に開始。プログラム運営事業者はすべて入札によって決定され、成功報酬

型をとっている。プログラム開始当初は 15 地区でスタートしたが、2003 年の

第２次入札で、運営地区が 13 地区に再編された。 

 プログラム開始以降、プログラム参加者は 22 万 6,400 人、就職者は 11 万人

以上に上る（2009 年４月現在 2）。 

 

�）���������������Flexible New Deal） 
 

 2009 年 10 月より、一部のニューディール（若年失業者、長期失業者、中高

年者、ミュージシャン向け）とエンプロイメントゾーンの代替プログラムとし

て、フレキシブル・ニューディールがスタートした。フレキシブル・ニューデ

ィールでは、現在のように若年失業者や長期失業者といった対象者ごとにプロ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1: “Quarterly Statistical Summary”、
労働・年金省、2009 年８月 12 日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2: “Quarterly Statistical Summary”、
労働・年金省、2009 年８月 12 日
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グラムを細分するのではなく、すべての求職者が同一のプロセスを進んでいく。

 

 

��������、職業訓練���予算 

 

 ニューディールやエンプロイメントゾーン等の雇用施策を管轄しているのは労

働・年金省であり、同省から予算配分される。職業訓練については、養成訓練（16

～18 歳）は児童・学校・家庭省の支出で、養成訓練および職業実地訓練（Work-based 

learning）、トレイン・トゥ・ゲインはイノベーション・大学・職業技能省 3の支出

となっている。 

 

��� 労働・年金省��業��プロ�ラ���出�予算    （単位：100 万ポンド） 
 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11

経常予算（ＤＥＬ
4
） 918  725  825 843 786 494

経常予算（ＡＭＥ
5
） 72 87 108 111 117 121

投資予算（ＤＥＬ） # # 4 - - -

 

��� ���業��プロ�ラ��職業訓練プロ�ラ���出�予算（単位：100 万ポンド）

 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11
ニューディール 417 390 450 - - -
エンプロイメントゾーン 92 110 123 - - -
養成訓練（16～18 歳） 592 587 593 637 705 776
養成訓練および 
職業実地訓練 

232 218 263 319 353 375

トレイン・トゥ・ゲイン 142 194 331 357 777 1,023
出所：“Annual Report 2006 – 2007”、“Annual Report 2005 – 2006”、“Annual Report 2004 – 2005”、“Annual 
Report 2003 – 2004”、ジョブセンタープラス、“Responsibilities for Contracted Employment Provision”、
労働・年金省、“Departmental Report 2008”、イノベーション・大学・職業技能省 

 

 

�����年��������� 
 

�）�年�業���ニューディール（New Deal for Young People） 
 

 政府の就業支援プログラム「ニューディール」のうちのひとつで、６カ月以

上求職者手当を受給している 18～24 歳の若年失業者を対象としたもの。参加者

ひとりひとりにパーソナル・アドバイザーがつき、就職活動を一貫してサポー

トする。就職困難者に対しては職業訓練や就業体験の機会を提供することによ

り、エンプロイアビリティを高め、継続的な雇用に就けるよう後押しする。 

 なお、若年失業者向けニューディール対象者のプログラムへの参加は強制で

ある。1998 年４月のプログラム開始以降、プログラム参加者数はおよそ 145 万

人、就職者はおよそ 87 万 5,700 人に上る（2009 年５月現在 6）。 

 

�）���ション�・�ー�ス（Connexions Service） 
 

 イングランドに在住する 13～19 歳の若者を対象とした多面的、総合的な自立

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3: 2009 年６月の省庁再編により、

イノベーション・大学・職業技能

省はビジネス・企業・規制改革省

と統合し、新たにビジネス・イノ

ベーション・技能省となった 
 
4: Departmental Expenditure Limit。
裁量的・政策的な経費。３年間の

枠 
 
5: Annually Managed Expenditure。
年金や利払費等の義務的経費。毎

年見直される 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6: “Quarterly Statistical Summary”、
労働・年金省、2009 年８月 12 日
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支援サービス｡若者に対して、学習、仕事、対人関係、健康などに関する情報や

アドバイスを提供し、社会人としての生活への順調な移行の支援を目的とする。

利用者である若者の声を運営に反映させる点が従来の施策とは異なっている。

 

�）�����Apprenticeships） 
 

 事業主が求めるスキルと労働者の持つスキルとのギャップの解消を目的とし

た職業訓練プログラム。現在、80 以上の業職種で 180 以上の訓練が提供され、

13 万以上の事業主がプログラムに参加している 7。 

 若年者向けの養成訓練には、参加者の年齢やスキルレベルに応じて、以下の

３つがある。 

 

�養成訓練（Apprenticeships）と上級養成訓練（Advanced Apprenticeships）

 参加対象は 16～24 歳。雇用主のもとで働きながら見習い訓練を受けるの

と並行して、カレッジなどで資格取得のための学習を行う。期間は１～５年

間（職種や雇用主により異なる）。養成訓練はＮＶＱ（全国職業資格）レベ

ル２（または同等の資格）の取得を、上級養成訓練はＮＶＱレベル３（また

は同等の資格）の取得を目指す。 

 

���ト�ー・ト�・��プロイ��ト（Entry to Employment） 

 2003 年８月より開始。養成訓練に参加する準備が整っていない 16～18 歳

が対象となる。基本スキルや職業能力の開発、自己啓発、社会性の育成を目

的とする。 

 

�若年養成訓練（Young Apprenticeship） 

 2004 年９月より開始。参加対象は 14～16 歳。プログラムに参加する生徒

は学校に通いながら、週１、２日、職場や職業訓練機関で資格取得を目的と

した学習や就業体験を行う。プログラム期間は２年間。 

 

 このほか、25 歳以上の成人を対象とした成人向け養成訓練（Apprenticeships 

for Adults）もある。 

 

�）�������Time Off） 
 

 資格を持たない、あるいは、低資格（ＮＶＱレベル２未満相当）で職業訓練

の機会に恵まれない、16、17 歳の労働者が、就業時間中に有給で学習や職業訓

練に従事する権利。仕事に関連したスキルや資格の習得を目指す。なお、学習

や訓練に従事中の 18 歳の者でも、資格取得のための学習や訓練を始めたのが

16、17 歳である場合、タイム・オフの権利がある。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7: National Apprenticeship Service 
ウェブサイト 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Works Report 2009.indd   59 09.12.1   2:38:17 PM



欧米主要国の雇用労働政策 2009 

46 
 

 
 

�養成訓練に関する法案発表 

 2009 年２月、旧イノベーション・大学・職業技能省により、養成訓練に関

する法案「養成訓練、技能、児童、学習法案（The Apprenticeships, Children, Skills 

and Learning Bill）」が 200 年ぶりに発表された。法案の概要は以下の通り。

・ 16～19 歳のすべての若年者に対して、教育や職業訓練を提供する 

・ 全ての従業員に対して、就業時間中に職業訓練を受ける権利を与える 

 

�養成訓練生の高等教育機関への�学を支援 

 2009 年３月、旧イノベーション・大学・職業技能省は、養成訓練を修了し、

訓練・教育の継続を希望する者に対して、高等教育機関でのディプロマや基

礎学位 8等の取得を支援することを発表した。 

 また、大学入試局の枠組みに養成訓練を組み込み、養成訓練から高等教育

への移行を円滑化することや職業資格制度を刷新することが検討されてい

る。 

 

�２万人の義務教育修了者に社会奉仕活動の場を提供 

 「エントリー・トゥ・エンプロイメント」（Ⅰ‐３．３）参照）の一環と

して、2009 年９月から、年間２万人の義務教育修了者に対して、職業教育と

合わせてフルタイムの社会奉仕活動の場を提供する。向こう２年間で、１億

4,600 万ポンドの予算を投じる。 

 

�義務教育年齢の引き上げ 

 2008 年 11 月に成立した「2008 年教育・技能法（Education and Skills Act 

2008）」により、英国では 30 年ぶりに義務教育年齢が引き上げられる。義務

教育終了年齢は現在の 16 歳から、2013 年に 17 歳に、2015 年に 18 歳にと段

階的に引き上げられる予定。義務教育年齢の若者はすべて、以下のいずれか

の教育または職業訓練への参加が義務付けられる。 

・フルタイムの教育または職業訓練（学校、継続教育カレッジ、ホームス

クールを含む） 

・養成訓練をはじめとする職業訓練（伝統的な徒弟制度を含む） 

・週 20 時間以上雇用されている者、自営で働いている者、ボランティア

活動をしている者については、パートタイムの教育や職業訓練 

 

�養成訓練の最低契約賃金アップ 

 養成訓練の最低契約賃金が現行の週 80 ポンドから 95 ポンドに引き上げら

れる。政府の調査によると、養成訓練生の週平均賃金は 170 ポンド。養成訓

練生は法定最低賃金の適用除外となっている。 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8: 事業主と高等教育機関が連携

で提供する職業関連の資格 
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��������������� 
 

�）�������������New Deal for 50 Plus） 
 

 ６カ月以上、就労不能給付などの手当を受給している 50 歳以上の失業者を対

象としたプログラム。対象者のプログラムへの参加は任意である。2000 年４月

のプログラム開始以降、19万 4,000人以上が就職している（2009年５月現在 9） 。

 中高年向けニューディールでは、参加者はパーソナル・アドバイザーによる

求職活動や就業に関するアドバイスを受ける。また、必要に応じて、 参加者に

は職業訓練や就業体験の機会が与えられる。このほか、中高年向けニューディ

ールを通して就職した者は、最高 1,500 ポンドの訓練補助金を申請することが

できる。 

 

�）����������LinkAge Plus） 
 

 政府の高齢者向け施策「オポチュニティ・エイジ」の一環として、2006 年７

月にスタートした 50 歳以上を対象としたワンストップセンターのパイロット

プログラム。地域社会のサポートにより、中高年や高齢者が自立し活動的で充

実した生活を送ることを目的とする。 

 ワンストップセンターでは、住宅、交通機関へのアクセス、医療サービス、

就業アドバイス、ボランティア情報など多様なサービスが提供されている。 

 地方自治体、中央政府、各種団体、ボランティア組織が連携しプログラムを

運営しているが、利用者のニーズを理解するために、50 歳以上の地域住民も企

画・運営に携わっている。 

 パイロット地区は、ロンドンのタワーハムレッツ、デヴォン、ランカスター、

リーズ、ノッティンガムシャーなど８地区。予算は 1,000 万ポンド 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
9: “Quarterly Statistical Summary”、
労働・年金省、2009 年８月 12 日
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�������� 
 

����ジョブセンタープラス庁��������

 

 ジョブセンタープラス庁（公共職業安定所）では、求職者給付、所得補助、就

労不能給付、重度障害手当、出産手当、寡婦給付、労災障害給付、介護手当など

の給付を行っている。 

 労働年齢の非就業者については、働く意思があり、働くことが可能な者には求

職者給付、それ以外の者には所得補助や就労不能給付などが支給される。 

 

���� ��������������� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
出所：ジョブセンタープラス庁ウェブサイト等より作成 

 

 

����������Jobseeker’s Allowance：���� 
 

 英国の求職者給付には、「拠出制求職者給付（Contribution-based Jobseeker’s 

Allowance）」と「所得調査制求職者給付（Income-based Jobseeker’s Allowance）」の

２種類がある。「拠出制求職者給付」は一定の国民保険料を拠出していることを要

件に最長 26 週間支給される。一方、「所得調査制求職者給付」は、一定の資力調

査や受給要件を満たせば、原則として、国庫負担によって期間の上限なく支給さ

れる。 
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���������� 
（Contribution-based Jobseeker's Allowance������� 

 

【根拠法】 

求職者給付法（1995 年） 

 

【受給対象者】 

原則として、18 歳以上、年金受給年齢（男性 65 歳、女性 60 歳）未満の英国

居住者で、クラス１10の国民保険納付者 

 

【受給要件】 

・収入のある仕事に週平均 16 時間以上従事していないこと 

・就業能力があり、求職活動を積極的に行い、かつ直ちに就職できること

・過去２年間のうち１年間、保険料を納付していること 

・パーソナル・アドバイザーとの間で求職者協定を締結し、２週間に一度

ジョブセンタープラスに来所すること 

・現在フルタイムの教育を受けていないこと 

・週 40 時間以上の就労が可能であること 

（ただし、すべての要件を満たしていなくても、受給できる場合もある。）

 

【給付水準】 

 職域年金や個人年金を受給している場合は減額される。ただし、週当たり

50 ポンドまでは控除となる。 

 週当たり支給額（2009 年４月現在 11）は以下の通り。 

・16～24 歳：50.95 ポンド 

・25 歳以上：64.30 ポンド 

 

【給付期間】 

最長 26 週間 

 

【財源】 

保険料（国民保険の一部 12） 

 

【管理運営機構】 

 労働・年金省が管理運営し、実際の給付は同省所管のジョブセンタープラ

スで受ける。 

 

【給付実績】 

142 万人（求職者給付受給者総数）（2009 年２月現在 13） 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10: 英国で被用者（従業員）とし

て働き、規定額以上の収入を得る

16 歳以上、年金年齢未満の者 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11: “Benefit and Pension Rates”、労

働・年金省 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12: 国民保険には拠出制求職者

給付のほか、就労不能給付、退職

年金、出産手当、遺族手当などが

含まれる 
 
 
 
 
 
 
13: “Quarterly Statistical 
Summary”、労働・年金省、2009
年８月 12 日 
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������������ 
（Income-based Jobseeker's Allowance������� 

 

【根拠法】 

求職者給付法(1995 年) 

 

【受給対象者】 

原則として 18 歳以上年金受給年齢（男性 65 歳、女性 60 歳）未満の英国居

住者 

 

【受給要件】 

・収入のある仕事に週平均 16 時間以上従事していないこと 

・就業能力があり、求職活動を積極的に行い、かつ直ちに就職できること

・パーソナル・アドバイザーとの間で求職者協定を締結し、２週間に一度

ジョブセンタープラスに来所すること 

・現在フルタイムの教育を受けていないこと 

・資産が１万 6,000 ポンド以下であること 

・収入のある仕事に週 24 時間以上従事しているパートナーがいないこと

・週 40 時間以上の就労が可能であること 

（ただし、すべての要件を満たしていなくても、受給できる場合もある。）

 

【給付水準】 

 本人の年齢や世帯構成により支給額が異なる。また、障害児や要介護者が

いるなど各世帯の事情を要件とした加算金がある。なお、収入 14や 6,000 ポ

ンド以上の資産がある場合は給付が減額される。 

 週当たり支給額（2009 年４月現在 15）は以下の通り。 

ａ．独身者 

・16～24 歳：50.95 ポンド 

・25 歳以上：64.30 ポンド 

ｂ．カップル：50.95～100.95 ポンド（両者の年齢に応じて異なる） 

ｃ．ひとり親：50.95～64.30 ポンド（本人や扶養児童の年齢に応じて異なる）

ｄ．加算金 

・家族手当：17.30 ポンド 

・障害児手当：51.24 ポンド 

・介護手当：29.50 ポンド、など 

（複数の加算金の要件に該当する場合は、原則として、最も高額な加算

金のみ受給可能。） 

 

【給付期間】 

 資力調査により低所得であることが確認され、 求職者要件を満たしてい

れば、年金受給開始年齢まで、原則、無期限。ただし、受給期間が長期化す

ると、年齢等に応じてニューディールなどの就業支援プログラムへの参加義

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14: 給与、自営業による収入、一

部のベネフィット（就労税控除、

介護者手当、寡婦手当、等）、職

域年金、個人年金 
 
15: “Benefit and Pension Rates”、労

働・年金省 
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務が生じる。 

 

【財源】 

政府の一般財源（全額国庫負担） 

 

【管理運営機構】 

 労働・年金省が管理運営し、実際の給付は同省所管のジョブセンタープラ

スで受ける。 

 

【給付実績】 

142 万人（求職者給付受給者総数）（2009 年２月現在 16） 

 

 
 

ａ．受給権利の喪失 

 正当な理由なく辞職したとジョブセンターによって判断された場合や懲

戒免職の場合、26 週間、求職者給付の受給権利を喪失する場合がある。 

 

ｂ．給付の支給停止 

 正当な理由なしに以下の行為を行った場合、求職者給付の支給が停止され

る。 

・提示された仕事や職業訓練を断る 

・求人に一切応募しない 

・受け入れ先の職業訓練所に行かない 

・職業訓練を途中でやめる 

・仕事を辞める 

・自らの不正行為により職業訓練や仕事をやめる 

 

ｃ．16、17 歳で求職者給付を受給するための例外要件 

 16、17 歳で求職者給付を受給するための例外要件は以下の通り。 

・親元を離れて暮らさなければならない 

・パートナーや扶養児童がいる 

・求職者給付を受給しなくては生活が非常に困難である、など 

 

 
 

�就職補助金（Job Grant） 

 求職者給付や所得補助等の手当を 26 週間以上受給していた者が週労働時

間 16 時間以上の仕事に就いた際に支給される一時金。ひとり親および子供

を持つ夫婦に対して 250 ポンド、独身者または子供を持たない夫婦に対して

100 ポンドの補助金が支給される。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16: “Quarterly Statistical 
Summary”、労働・年金省、2009
年８月 12 日 
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�求職者給付困窮手当（Jobseeker’s Allowance hardship payments） 

 求職者給付の支給が打ち切られた場合、求職者給付困窮手当の受給が可能

な場合がある。対象となるのは、扶養児童がいる、健康上の問題があるとい

った脆弱者グループに属する者。このカテゴリーに該当しない場合、２週間

の待機期間を経れば、受給可能。給付額は通常の求職者給付額から 20～40％

を差し引いた額となる。 

 

 

Income Support  
 

 低所得者の所得が一定水準に達するよう補足する非拠出制の給付。 

 

【根拠法】 

社会保障拠出給付法（Social Security Contributions and Benefits Act 1992） 

社会保障管理法（Social Security Administration Act 1992） 

 

【受給対象者】 

16～60 歳未満の低所得者（ひとり親 17、疾病や障害により就業できない者、介

護のために就業できない者など） 

 

【受給要件】 

・資産が１万 6,000 ポンド以下であること 

・収入のある仕事に週平均 16 時間以上従事していないこと 

・フルタイムの教育を受けていないこと（例外あり） 

・収入のある仕事に週 24 時間以上従事しているパートナーがいないこと 

 

【給付水準】 

 本人の年齢や世帯構成により支給額が異なる。また、障害児や要介護者がい

るなど各世帯の事情を要件とした加算金がある。なお、収入や 6,000 ポンド以

上の資産がある場合は給付が減額される。 

 週当たり支給額（2009 年４月現在 18）は以下の通り。 

ａ．独身者 

・16～24 歳：50.95 ポンド 

・25 歳以上：64.30 ポンド 

ｂ．カップル：50.95～100.95 ポンド（両者の年齢に応じて異なる） 

ｃ．ひとり親：50.95～64.30 ポンド（本人や扶養児童の年齢に応じて異なる）

ｄ．扶養児童：56.11 ポンド 

ｅ．加算金 

・家族手当：17.30 ポンド 

・障害児手当：51.24 ポンド 

・介護手当：29.50 ポンド 

・重度障害手当：52.85 ポンド 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17: 2008 年 11 月から、所得補助受

給要件となる末子の年齢が段階

的に引き下げられており、2008
年 11 月には 12 歳に、2009 年 10
月には 10 歳に引き下げられた。

また、2010 年 10 月には７歳に引

き下げられる予定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18: “Benefit and Pension Rates”、労

働・年金省 
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・年金受給年齢手当 

  カップル：105.70 ポンド 

・障害手当 

  独身：27.50 ポンド 

  カップル：39.15 ポンド 

・障害手当割増金 

  独身：13.40 ポンド 

  カップル：19.30 ポンド 

  児童：20.65 ポンド、等 

（複数の加算金の要件に該当する場合は、原則として、最も高額な加算金

のみ受給可能。） 

 

【給付期間】 

 原則、無期限。ただし、2004 年４月より、ひとり親には、末子の年齢にかか

わらず、ワーク・フォーカス（ＷＦ）面談 19が義務付けられている。 

 

【財源】 

政府の一般財源（全額国庫負担） 

 

【管理運営機構】 

 労働・年金省が管理運営し、実際の給付はジョブセンタープラスで受ける。

 

【給付実績】 

 約 200 万人（2009 年２月現在 20） 

 

 

Incapacity Benefit  
 

 疾病や障害により就労できない者を対象とした拠出制の給付。 

 

【根拠法】 

社会保障拠出給付法（Social Security Contributions and Benefits Act 1992） 

 

【受給対象者】 

原則、16 歳～年金受給年齢未満で、疾病や障害により就業できない者（法定疾

病給付 21受給期間を終えても就業できない者や法定疾病給付を受ける資格がな

い者など） 

 

【受給要件】 

・疾病が発症、または、障害を負ったのが年金受給年齢未満であること 

・原則として、国民保険を納付していること、など 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19: 福祉への依存から自立し就

労する可能性について重点的に

話し合う面談。所得補助を受給す

るひとり親や就労不能給付を新

たに申請する障害者、失業者のパ

ートナーを対象に課せられる。パ

ーソナル・アドバイザーは、参加

者の就労意欲の有無や職歴、資

格、職業訓練の必要性、介護・養

育責任、健康状態などについて質

問し、アドバイスを提供する 
 
 
20: “Quarterly Statistical 
Summary”、労働・年金省、2009
年８月 12 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 疾病や障害のため連続して 4
日以上就労できない者に対して、

最長 28 週間、雇用者から支払わ

れる手当 
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 ただし、国民保険未納者でも、20 歳以上で、疾病期間が 28 週間以上の場合

は受給できることもある。 

 

【給付水準】 

 2001 年４月６日以降に就労不能給付の新規申請を行った者については、職域

年金や個人年金を受給している場合は給付が減額される。ただし、週当たり 85

ポンドまでは控除となる。 

 週当たり支給額（2009 年４月現在 22）は以下の通り。 

ａ．年金受給年齢未満 

・短期低額（申請開始～28 週まで）：67.75 ポンド 

・短期高額（29～52 週まで）：80.15 ポンド 

・長期（53 週以降）：89.80 ポンド 

ｂ．年金受給年齢 

・短期低額（申請開始～28 週まで）：86.20 ポンド 

・短期高額（29～52 週まで）：89.80 ポンド 

（年金受給年齢の者は長期就労不能給付を受給できない。） 

 

【給付期間】 

 原則、無期限。ただし、2005 年 10 月より、就労不能給付新規受給者にはＷ

Ｆ面談（Ⅱ‐３参照）が義務付けられている。 

 

【財源】 

国民保険料および国庫負担 

 

【管理運営機構】 

 労働・年金省が管理運営し、実際の給付はジョブセンタープラスで受ける。

 

【給付実績】 

243 万人（重度障害手当受給者を含む）（2009 年２月現在 23） 

 

 

Contribution-based Employment  
and Support Allowance  

 

 主に軽度の障害者の就業復帰促進を目的に、2008 年秋にスタートした新たな手

当。所得補助ならびに就労不能給付を新規に申請する者については、代わりとし

て、雇用および生活補助手当が給付されることになった。 

 雇用および生活補助手当には、「拠出制雇用および生活補助手当

（Contribution-based Employment and Support Allowance）」と「所得連動制雇用およ

び生活補助手当（Income-related Employment and Support Allowance）」の２種類があ

る。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22: “Benefit and Pension Rates”、労

働・年金省 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23: “Quarterly Statistical 
Summary”、労働・年金省、2009
年８月 12 日 
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Contribution-based  
Employment and Support Allowance  

 

【根拠法】 

福祉改革法（Welfare Reform Act 2007） 

 

【受給対象者】 

原則として、16～60 歳未満で、疾病や障害により就業できない者（法定疾病

給付受給期間を終えても就業できない者や法定疾病給付を受ける資格がな

い者など） 

 

【受給要件】 

規定の国民保険を納付していること 

 

【給付水準】 

 職域年金や個人年金を受給している場合は減額される。ただし、週当たり

85 ポンドまでは控除となる。 

 週当たり支給額（2009 年４月現在 24）は以下の通り。 

ａ．独身者 

・25 歳未満：50.95 ポンド（査定期間）、64.30 ポンド（本期間） 

・25 歳以上：64.30 ポンド 

ｂ．ひとり親 

・18 歳未満：50.95 ポンド（査定期間）、64.30 ポンド（本期間） 

・18 歳以上：64.30 ポンド 

ｃ．カップル：50.95～100.95 ポンド（両者の年齢に応じて異なる） 

 

 このほか、障害の度合いに応じて、就業関連活動手当（25.50 ポンド）ま

たは支援手当（30.85 ポンド）が加算される。 

 

【給付期間】 

原則、無期限。ただし、障害の程度により、ＷＦ面談（Ⅱ‐３参照）が義務

付けられている。 

 

【財源】 

保険料（国民保険の一部） 

 

【管理運営機構】 

 労働・年金省が管理運営し、実際の給付は同省所管のジョブセンタープラ

スで受ける。 

 

【給付実績】 

17 万 6,000 人（雇用および生活補助手当受給者総数）（2009 年２月現在 25）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24: “Benefit and Pension Rates”、労

働・年金省 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25: “Quarterly Statistical 
Summary”、労働・年金省、2009
年８月 12 日 
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������������������（Income-related Employment 
and Support Allowance������� 

 

【根拠法】 

福祉改革法（Welfare Reform Act 2007） 

 

【受給対象者】 

16～60 歳未満で、疾病や障害により就業できない者（法定疾病給付受給期間

を終えても就業できない者や法定疾病給付を受ける資格がない者など） 

 

【受給要件】 

・資産が１万 6,000 ポンド以下であること 

・収入のある仕事に週 24 時間以上従事しているパートナーがいないこと

・年金受給年齢未満であること 

 

【給付水準】 

 本人の年齢や世帯構成により支給額が異なる。また、障害児や要介護者が

いるなど各世帯の事情を要件とした加算金がある。なお、一定以上の収入や

6,000 ポンド以上の資産がある場合は給付が減額される。 

 週当たり支給額（2009 年４月現在 26）は以下の通り。 

ａ．独身者 

・25 歳未満：50.95 ポンド（査定期間）、64.30 ポンド（本期間） 

・25 歳以上：64.30 ポンド 

ｂ．ひとり親 

・18 歳未満：50.95 ポンド（査定期間）、64.30 ポンド（本期間） 

・18 歳以上：64.30 ポンド 

ｃ．カップル：50.95～100.95 ポンド（両者の年齢に応じて異なる） 

 

 このほか、障害の度合いに応じて、就業関連活動手当（25.50 ポンド）ま

たは支援手当（30.85 ポンド）が加算される。 

 

ｄ．加算金 

・年金受給年齢手当 

  独身：34.85～65.70 ポンド 

  カップル：66.65～97.50 ポンド 

・重度障害手当：29.50～105.70 ポンド 

・障害手当割増金（独身）：13.40 ポンド 

 

【給付期間】 

原則、無期限。ただし、障害の程度により、ＷＦ面談（Ⅱ‐３参照）が義務

付けられている。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26: “Benefit and Pension Rates”、労

働・年金省 
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【財源】 

政府の一般財源（全額国庫負担） 

 

【管理運営機構】 

 労働・年金省が管理運営し、実際の給付はジョブセンタープラスで受ける。

 

【給付実績】 

17 万 6,000 人（雇用および生活補助手当受給者総数）（2009 年２月現在 27）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27: “Quarterly Statistical 
Summary”、労働・年金省、2009
年８月 12 日 
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 英国では、失業率が上昇している反面で、求人件数はおよそ 40 万件に上る。労

働者のスキル不足や、求職者と人材を求める企業とのリンクが不十分であること

が完全雇用を阻む要因となっている。英政府はまた、長期失業者を減らすには早

期のサポート提供が必要であり、人員整理の対象となった労働者が職を失う前に

次の仕事を見つけられるよう、また、失業者が速やかに次の仕事を見つけられる

よう支援することが重要だとしている。 

 

 

 
 

 
 

 2008 年 10 月、政府は失業者の再就職支援に向こう３年間で１億ポンドを投

入することを発表した。現在、人員整理の対象となっている労働者や失業者の

スキルアップを図り、現職の分野または新たな分野で継続的な仕事に就けるよ

うサポートする。「トレイン・トゥ・ゲイン（Train to Gain）28」や「迅速対処サ

ービス （Rapid Response Service）29」を拡充し、人員削減が顕著な産業で働く

労働者や再就職支援を必要とする者を中心として支援を行う。 

 

�トレイン・トゥ・ゲインの拡大 

 トレイン・トゥ・ゲインを人員整理対象者にも拡大する。職業訓練やサポ

ートを提供することで、労働者のスキルアップを図り、ブランク期間なしに

現職の分野または新たな分野の仕事に就けるようサポートする。労働者の新

たなスキルの習得、資格の取得、現職とは異なる産業でのＯＪＴの受講など

を後押しする。 

 

�迅速対処サービスの拡充 

 迅速対処サービスを拡充し、大規模な人員整理だけでなく、小規模なもの

にも対応する。人員整理対象者の早期救済を目的に、既に予算を倍増してい

る迅速対処サービスの予算を更に倍増する。これにより、小規模企業のリス

トラ（解雇者数が 20 名以上）もサービスの対象となった。2008 年 11 月のサ

ービス拡大以降、迅速対処サービスを利用した企業数は 1,000 社に上る（2009

年３月 18 日現在 30）。 

 

 なお、同年 12 月に、キャリアアドバイスや職業訓練の提供による就業支援施

策を強化（以下参照）する目的で、予算を 5,800 万ポンド追加し、総額１億 5,800

万ポンドに増額することが発表された。 

 また、2009 年２月に、本施策の一環として、特に再就職が困難で付加的なサ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28: 2006 年からイングランドで実

施されている政府の職業訓練支

援プログラム。低技能労働者のス

キルアップのための訓練を提供

する雇用主に対して、助言や費用

の補助などを行う 
 
29: 大規模な人員整理時の解雇

者に対する、ジョブセンタープラ

ス庁による特別支援サービス 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30: 2009 年３月 18 日付労働・年

金省プレスリリース 
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ポートを必要とする求職者およそ６万 6,000 人を対象とした民間プロバイダー

による求職活動支援策が発表された。対象となるのは、失業したばかりの者や

失業期間が６カ月以上の者。欧州社会基金による既存の就業支援プログラムの

延長および新たなプログラムに 7,900 万ポンドが投入される（新規のプログラ

ム契約は 2009 年末頃開始予定）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

��ジョブセンターのサービス��を��とする�就職支援 
 

 2008 年予算編成方針（2008 年 11 月発表）で、失業者の円滑な再就職を支援

するために、労働・年金省に対して、向こう２年間で 13 億ポンドの追加予算を

投じることが発表された。ジョブセンタープラスのサービスの向上や全国雇用

パートナーシップ（National Employment Partnership：ＮＥＰ）の実施等を通し

て、失業者の再就職支援をサポートする。 

 

�ジョブセンタープラスのサービスの向上 

・求職者手当新規申請手続きにかかる日数の短縮化 

・履歴書作成・求職活動支援の強化、パーソナル・アドバイザーと共にア

クションプランを作成する時間の拡大 

・求職者に必要なスキルの特定 

・職業訓練、保育、面接テクニック支援 

・2009 年にフロントラインスタッフを 6,000 人増員し、閉鎖予定だったジ

ョブセンタープラスオフィスの存続を維持 

 

�全国雇用パートナーシップの開始 

 政府と大手民間企業などが協力し、景気後退により増加した失業者対策に

取り組む新たなイニシアチブ。参加企業は、採用プロセスの迅速化、ジョブ

センタープラスを通した人材募集の促進、トレイン・トゥ・ゲインを利用し

た職業訓練の強化を図ることについて合意する。既に、大手スーパーのテス

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

キャリアアドバイスや職業訓練の提供による就業支援施策を強化 
 
キャリアアドバイスや職業訓練の提供による就業支援施策の強化を目的に、

2008年 12月に 5,800万ポンドの追加予算が発表された。失業して間もない者、

または、失業するおそれのある者を主な対象とし、カレッジや職業訓練プロバ

イダーがサービスを提供する。具体的な内容は以下の通り。 
・新たなスキルや就業前のトレーニングを必要とする者に対する短期の職 
 業訓練の場を４万人分追加 
・ジョブセンタープラスなどで提供するキャリアや訓練に関するアドバイ 
 スの運営強化 
・失業者や求職者を雇い入れた企業に対して、当該従業員が既に資格を取 
 得している場合でも、新たな資格取得のための訓練費用を支給する 
・地域の連携を強化し、地域団体やカレッジが企業の人員削減に迅速に対 
 応し、人員削減対象者に就業機会や職業訓練について速やかに通知する 
 ようにする 
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コやガス・電力会社のセントリカ、郵便事業会社のロイヤルメールなど 20

社がパートナーシップへの参加を表明している。 

 また、ブラウン首相が議長となり、参加企業のトップらと協議を行う。協

議会では、人員整理対象者に対する政府の円滑な再就職支援を企業がどのよ

うにサポートできるかということが議論される。参加企業はそれぞれの産業

やサプライチェーンの代表として、できるだけ多くの企業が地域雇用パート

ナーシップ（以下参照）に参加するよう働きかける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

��間・�ラン�ィ�セ�ターとの提��� 

 2009 年 10 月より、フレキシブル・ニューディールを開始。 

 

 また、2009 年度予算案（４月下旬発表）では、ジョブセンタープラスによる

個人向けサービスやフレキシブル・ニューディールによる長期失業者へのサポ

ート提供の拡充を目的に、労働・年金省に対して、向こう２年間で 17 億ポンド

の追加予算措置を取ることが発表された。 

 

３）��、��、�����への資��資で雇用�� 
 

 2009 年中に、教育、交通、住宅部門を中心に 400 億ポンドを投じ、労働者の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31: 労働・年金省、2009 年９月

28 日付プレスリリース 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地域雇用パートナーシップ（Local Employment Partnerships） 
 

2007 年４月に開始した就業支援プロジェクト。開始当初、３年間で、

25 万人の手当受給者に就業機会を与えることを目的としていたが、２年

間でその目標を達成。2009 年４月から規模が拡大され、2010 年末までに、

合わせて 75 万人の就業支援を目指す。小売大手のアスダ、マークス＆ス

ペンサー、テスコをはじめ、およそ２万 6,000 の民間・公共セクターの事

業主がジョブセンタープラス庁と提携し、手当長期受給者の就業支援を行

っている
31
。ジョブセンタープラス庁とのパートナーシップ契約の内容に

は、以下のすべて、または、いくつかが含まれる。 
・一定数（事業主が決定する）の地域の手当受給者に対して、２～４

週間の就業体験を提供する 
・助成金付き就業オプション、職場体験、就業体験を希望するニュー

ディール参加者を目標数受け入れる 
・ジョブセンタープラス庁および学習技能評議会（ＬＳＣ）と協力し、

事業主のニーズに合った職業訓練を考案し、この訓練を修了した手

当受給者に対して、面接または雇用を保証する 
・手当受給者が働く心構えができるよう、自社従業員がボランティア

で彼らのメンターとなることを奨励する 
・応募要件や煩雑な手続きによって、地域の手当受給者が除外される

ことがないよう、求人広告への応募方法を見直す 
 
ジョブセンタープラスは地区または地域ごとにパートナーシップの窓

口担当者を配置する。窓口担当者はパートナー企業と協力し、各地域に適

した対策を講じたり、パートナー企業やＬＳＣらとともに、職業訓練資金

の調達先を探す。 
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スキルの底上げや最高 10 万人の雇用創出を目指す。具体的には、校舎の修復、

新たな鉄道の建設、病院関連プロジェクト、超高速ブロードバンドの普及、エ

コプロジェクト（電気自動車、風力・波力発電）の分野の雇用を増やす。 

 

 
 

 失業期間が６カ月以上に及ぶ失業者に対する支援策。2009 年４月から２年間

で総額５億ポンドを投じ、こうした人材を雇用する企業への報奨金や新たな職

業訓練プログラムなどを提供する。具体的な支援は以下の通り。 

・失業期間が６カ月以上の者を雇い入れて職業訓練を行う企業に対して、最

高 2,500 ポンドを支給 

・長期失業者のスキルアップや再就職を促進すべく、職業訓練を拡充 

・再就職をサポートするボランティア活動の促進 

・独立開業に関する助言と財政支援の提供 

 

 
 

 ＥＵ加盟国のパートナー組織と連携し、労働者の就業機会の拡大とスキルア

ップのために新たな手法を開発、試行、運営する地域的なプロジェクト。実施

地域はイングランドのみ。 

 以下の６つのプロジェクトの中から、各地域の欧州社会基金委員会が最高３

つまで（ロンドンは４つまで）選択し、プロジェクトの運営には外部組織があ

たる。 

・障害者やひとり親など、再就職が困難と思われる人々の就業支援 

・既存の求人のスキル要件と労働者のスキルのマッチングに向けて、雇用主

と協力する 

・コンピュータースキルのトレーニングの提供 

・高齢労働者を対象としたサポート 

・「グリーンジョブ」に就くための職業訓練 

・非営利団体の設立・運営のためのトレーニングの提供 

 

 プロジェクトは最高３年間実施され、１つのプロジェクトにつき、最高約 100

万ポンドまで支給される。総予算は 2,700 万ポンドで、欧州社会基金から拠出

される。 

 

 
 

 大学校舎の改築プロジェクト「Building Colleges for the Future」プログラムの

2008/09 年度予算に 23 億ポンドを投じ、労務作業者、建築士、測量士、エンジ

ニアなどの雇用を１万人増やす。330 校の約 700 のプロジェクトのうち、既に

250 以上のプロジェクトが進行している（2009 年１月現在 32）。また、今後の予

算から２億 2,000 万ポンド前倒しされることが決定した。プログラムに参与す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32： 旧イノベーション・大学・

職業技能省、2009 年１月 27 日付

プレスリリース 
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る建設会社には養成訓練を設けることが義務付けられており、2008/09 年度の養

成訓練数は 500 人の見込み。 

 

 
 

 2009 年度予算案で、法定整理解雇手当（Statutory Redundancy Pay）33の週当

たり支払額の上限を現行の 350 ポンドから 380 ポンドに引き上げることが発表

された。向こう２年間で、4,000 万ポンドの予算を投じる。 

 

 

 
 

 
 

 従業員のスキルや専門知識の形成をサポートすることで、中小企業が不況を

乗り切れるよう支援する。具体的な支援内容は以下のとおり。 

・ 助成金を受けられる訓練の種類の柔軟化（事業改善、チームワーク、カス

タマーサービス、リスク管理などの領域の短期訓練パッケージを提供） 

・ 全国資格枠組み 34 のレベル２の資格を既に取得している従業員に対して

も、同レベルの他の資格を取得するための費用を全額支給、および、レベ

ル３の資格を取得するための費用を一部補助する 

・ リーダーシップ・マネジメント・プログラムの費用支給対象の拡大（これ

まで、従業員数 10 人以上の企業を対象としていたのが、従業員数５人以

上の企業へ拡大） 

 

 
 

2009 年１月、１億 4,000 万ポンドを投じ、2009/10 年度に３万 5,000 人分の養

成訓練を追加することが旧イノベーション・大学・職業技能省より発表された。

この追加分により、政府支援の養成訓練は総計 25 万人分以上となる。 

 また、２月には、同年４月から、ＮＨＳ（国民医療サービス）、教育、地方自

治体などの公共セクターに約２万 1,000 人分の養成訓練を設けることが発表さ

れた。具体的な内容は以下の通り。 

・ ＮＨＳやソーシャルケア：カスタマーサービス、歯科衛生士、医療・ソー

シャルケア、薬局、学習・開発のポストに 5,000 人分 

・ 継続教育カレッジや大学：保育、ビジネスサービス、園芸、自動車整備の

ポストに 2,500 人分 

・ 地方自治体：カスタマーサービス、倉庫保管、ホスピタリティー・ケータ

リング、ビジネスサービスのポストに 7,500 人分 

・ 学校・児童サービス：保育、ソーシャルケア等の質の高い養成訓練や学校

での教師助手、ケータリング、施設管理等のポストに 4,500 人分 

・ 防衛省：ビジネスサービス、ケータリング、エンジニアリング等のポスト

 
 
 
 
 
 
 
33: 同一の雇用主のもとで２年

以上就業しており、余剰人員解雇

の対象となった者に対して支給

される手当。支給額は、対象者の

賃金、年齢、在職期間によって異

なる。なお、算出に用いる在職期

間の上限は 20 年 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34: National Qualification 
Framework。アカデミックな学力

を評価する教育資格と実際の職

場での職務遂行能力を評価する

職業資格の価値を相対的に位置

付け、レベルの関連づけを行う枠

組み 
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に 1,000 人分 

・ その他政府機関：内務省、労働・年金省、内閣府、旧ビジネス・企業・規

制改革省等の省庁に 600 人分 

 

また、「Building Schools for the Future」プログラム（中等教育の学校の改築プ

ロジェクト）に参与する建設会社や地方自治体に対して、2009 年６月から養成

訓練を設けることを義務付け、最高 1,000 人分の養成訓練を創出する。 

 

 
 

向こう２年間で 8,300 万ポンドを投入し、失業期間６カ月以上の失業者７万

5,000 人に対して、高度な職業訓練を提供し、再就職支援を行う。失業者に提供

される職業訓練の概要は以下の通り。 

・ 再就職、または、新たなスキルの習得を目的とした職業訓練 

・カレッジやトレーニングプロバイダーによる柔軟な職業訓練（職業訓練と

求職活動または就業を並行して行うことができる。職業訓練期間修了前に

就業先が見つかった場合は、雇用主の合意の下に、訓練をパートタイムに

切り替えて、仕事をしながら訓練を修了することができる） 

・ カレッジやトレーニングプロバイダーには、再就職を果たした労働者に対

してトレイン・トゥ・ゲインを利用した資格取得支援サービスを提供する

場合、奨励金が与えられる 

・ カレッジやトレーニングプロバイダーに対する報酬は、職業訓練受講者の

入職状況によっても決定される 

 

また、地域ごとに、ＬＳＣ、ジョブセンタープラス、地域開発局、部門別技

能評議会が協力し、求人市場の状況や雇用主の求めるスキルを特定する。 

 

New Opportunities  
 

  政府は 2009 年１月に発表した白書“New Opportunities” で、豊かで公平な

未来社会に向けて、現在の不況を乗り切るための施策を提示した。就業支援に

関する施策は以下の通り。 

・ 育児や介護で５年以上仕事をしていない人々に対して、最高 500 ポンドの

職業訓練支援金を支給し、就業復帰を後押しするパイロットプログラムを

実施する 

・ 低所得家庭に対して、最高 500 ポンドの税控除（または還付）を行い、職

業訓練の受講を促進するパイロットプログラムを実施する 

・ 企業が自社で働く派遣労働者の訓練にトレイン・トゥ・ゲインを利用する

ことを奨励する 

・ 年内に、全英に新たな養成訓練協会を複数設立し、2014/15 年度までに最

高１万 5,000 人分の養成訓練の場を設ける 

・ 事業主主導の養成訓練団体「グループ・トレーニング・アソシエーション」
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を拡大し、養成訓練の受け入れの少ない中小企業や新卒者の採用の多いセ

クターに養成訓練の場を設ける 

・ 公共セクターにおける養成訓練を増加する 

 

 

����若年者�け��対� 
 

 
 

教育・訓練の計画・資金供給を担当するＬＳＣの 2009/10 年度予算を 121 億

ポンドに倍増し、若年者の教育・訓練への参加および大学と企業との協力を促

進する。 

・若年者の教育・訓練への参加を促進し、安定したキャリアを築けるよう支

援する 

・大学と企業との連携を促進し、職業訓練のニーズに応える（大学が提供す

る全国資格枠組みレベル２以下のコースの柔軟化を図る） 

 

�）若年失業者の�業支�に 14 億ポンド 
 

2009 年度予算案では、若年失業者の就業支援にも重点が置かれ、向こう２年

間で 14 億ポンドの予算が投じられる。 

2010 年１月から、12 カ月以上失業中の 18～24 歳の若年者に対して、最低６

カ月以上、雇用、職業訓練、就業体験のいずれかの機会を強制的に提供する。

対象者がこれを拒否する場合、給付が減額される。新たに「未来雇用基金」（以

下参照）を設立し、15 万件の雇用を創出する。このほか、社会に役立つ分野の

雇用 10 万件を創出（以下参照）し、合わせて 25 万人の若年失業者や長期失業

者に対する就業支援を行う。 

未来雇用基金については、６月末に第１次入札が終了し、総入札数 182 件の

うち、117 件（うち、62 は地方自治体主導）に助成金が提供されることが決定

した。2009 年 10 月以降、４万 7,000 件の雇用が創出される見込み。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35: 求職者給付受給者数ベース

での失業率が全国平均を 1.5 ポイ

ント上回る地区 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

未来雇用基金（Future Jobs Fund） 
 

2009 年 10 月から 2011 年３月までの間に、18～24 歳の若年失業者 10 万人、

および、高失業率地区
35

の長期失業者や給付受給者５万人に対する雇用の創出

を目的とする。基金の額は 10 億ポンドで、地方自治体やボランティア団体等か

らの入札を受け付け、新規雇用１件あたり上限 6,500 ポンドの助成金を提供す

る。入札要件は以下の通り。 
・未来雇用基金がなければ存在しない、新しい雇用を創出すること 
・週あたり 25 時間以上で、法定最低賃金以上支払われる雇用を創出すること

・地域社会に貢献する仕事（社会的、環境的、文化的な利益をもたらす仕事）

を創出すること 
・６カ月以上持続する、30 人分以上の雇用創出を目指すこと、等
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��若年支���ン�ーン�Backing Young Britain」 
 

 ７月末に、労働・年金省、ビジネス・イノベーション・技能省、児童・学校・

家庭省、コミュニティ・地方自治省が共同で立ち上げた英国の若年者を支援す

るキャンペーン。事業主に対して、以下の施策のいずれかへの協力を呼びかけ

ている。 

・ 未来雇用基金による雇用機会の提供 

・ 卒業生または新卒者を対象としたボランティアの機会やボランティアに

関するメンタリングの提供 

・ 就業体験（仕事とはどういうものか、雇用主との連絡の取り方、履歴書の

書き方などを学ぶ）の提供。18～21 歳の失業者に対して１万件の就業体

験の場を提供する 

・ 就業トライアルの提供（求職者給付受給開始日から実施） 

・ 新卒者向けのインターンシップの提供 

・ 16～24 歳向けの養成訓練の提供 

・ 地域雇用パートナーシップへの参加 

 

インターンシップのための追加予算 4,000 万ポンドは、長期失業者の就業支

援強化策（Ⅲ－２．４）参照）の一部。予算編成時点の予測よりも長期失業者

数が少ないため、同予算を若年支援に再配分することになった。 

 また、これに伴い、政府はインターンシップの受け入れ先を紹介するウェブ

サイト「Graduate Talent Pool」を立ち上げた。新卒者向けインターンシップ１万

件以上、ならびに、非新卒者向けインターンシップ１万件以上の情報を提供し

ていく。 

 

��16、17 �に��や職業訓練の場を提供 
 

 今年９月から、16、17 歳のすべての希望者に対して、教育または職業訓練、

養成訓練の場を提供する。主な対象者は、義務教育終了後、短期の就業支援プ

ログラムや職業訓練プログラムに参加していた者や、ドロップアウトした者な

ど。向こう２年間で、６億 5,500 万ポンドの予算を投じる。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

社会に���分野の雇用 
 
・介護分野に５万人分の職業訓練や雇用の場を設ける 
・12 カ月以上失業中の若年者に持続的な雇用や職業訓練を提供する社会福祉サー

ビスのプロバイダーに対して、1,500 ポンドの助成金を支給する 
・ホスピタリティー分野に５万人分の職業訓練や 2,000 ポンドの助成金付き雇用

の場を設ける 
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雇用・労働政策は経済・産業・雇用省および労働・社会関係・家族・連帯・都

市省による共同政策であり、省庁の他に、公共職業安定所、雇用センター1、地方

自治体、社会保険機関、領事機関、職種別機関および企業など、多くの協力を得

て実施されている。雇用・労働政策の目標は以下の３つ。 

・「さらなる報酬のためにさらなる労働」を望む者に、働く機会の提供 

・サルコジ大統領５年任期の終了までに、失業率を５％に下げる 

・労働市場のグローバル化と流動化に対応した、労働市場の現代化 

内閣府が発表している主な施策は以下の通りである（2008 年８月８日現在）。 

 

 
 

�超過勤務の�� 

2007 年８月 21 日、「労働、雇用、購買力の改善法 2」（通称ＴＥＰＡ法）が

可決し、超過勤務分の所得税、一般社会税（ＣＳＧ）および被雇用者負担の

社会保険料が免除されることとなった。加えて、「さらなる報酬のためにさら

なる労働」を望む者が超過勤務を行う場合、賃金は 35～43 時間までは最

大 25％、43 時間を超える場合は最大 50％割増となることが定められた。 

 

�所得の増加 

2008 年２月８日発効のデクレにより、被雇用者は「時短に伴う追加休暇（Ｒ

ＴＴ3）」の現金化ができるようになった。また、2008 年 12 月３日に「労働所

得のための法律 4」の可決により、利益分配制度（intéressement）や利益参加

制度（participation）を導入した企業には、政府より特別助成金が支給され、

被雇用者の所得増加に繋がる。 

 

�労働時間の改革 

2008 年７月 23 日、労使交渉・合意のあり方や、週 35 時間労働制の改革を

目的とした「社会民主主義の刷新および労働時間の改革をもたらす法律 5」が

成立し、勤務時間や代替休暇について、労使間で直接交渉して決定する権利

が付与された。各企業内における労使交渉で合意し、労使協定が締結・発効

された場合、超過勤務時間を増加することができる。 

 

 
 

�積極的連帯所得（ＲＳＡ6）の導入 

2009 年度中の導入を目指す積極的連帯所得は、ワーキングプアや生活保護

受給者が雇用を得ることにより、手当受給対象から外れ所得が減少すること

を考慮し、一定額の収入を保証することで、ワーキングプアの所得改善や就

 
 
 
1: Maison de l’emploi 。以下の３つが

１カ所に集まり、サービスを提供す

るワンストップ窓口。 
・ 公的雇用促進機関：政府、公

共職業安定所、成人職業訓練

協会（ＡＦＰＡ） 
・ 労使機関：地方機関、受入・

情報提供・オリエンテーショ

ンセンター（ＰＡＩＯ）など 
・ 各地域に詳しい職員 
地域別の労働の需要と供給に従

い、失業給付に関する手続き、求職

者登録、求職支援、カウンセリング、

職業訓練、求職情報、開業支援など、

各種サービスがカスタマイズされ、

求職者および求人企業に提案され

る。雇用センターの設立は地域にお

ける労働市場のニーズと労働力を調

査したうえで、役場レベルで決定す

る 
 
2: Loi en faveur du Travail, de I'Emloi 
et du Pouvoir d'Achat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3: Réduction du temps de travail。直訳

は「労働時間短縮」だが、最近では、

週 35 時間労働制の導入に伴い、

週 35 時間を超える労働時間に対す

る追加の有給休暇を指す 
 
4 : Loi en faveur des revenues du 
travail 
 
 
5 : Loi portant rénovation de la 
démocratie sociale et réforme du 
temps de travail 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 : Revenu de solidarité active。Ⅱ-４．

１）参照 
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労意欲の向上を目的としている。積極的連帯所得は 34 地域圏で試験的に導入

された後、2009 年７月よりフランス全土で支給され、従来の３つの手当（以

下参照）を代替する。 

ａ．最低社会復帰扶助（ＲＭＩ） 
収入が一定額に達しない 25 歳以上の人に支給する手当（ただし、扶養し

ている子供がいる場合は、25 歳未満でも支給対象となる） 
ｂ．ひとり親手当（ＡＰＩ） 
独身者、寡婦、寡夫、離婚による独居など、子供を一人で育てている親に

対して支給する手当 
ｃ．雇用手当制度（ＰＰＥ） 
課税所得が一定額に達しない人を対象に、給与から源泉徴収される一般社

会保障拠出金の一部を返還する制度 
 

�自立支援（Contrat d’autonomie7）の導入 

自立支援は 2009/11 年の複数年度予算の「郊外希望計画（Plan Espoir 

Banlieues8）」に基づく支援であり、労働市場から遠く、「問題の生じやすい都

市地域（ＺＵＳ）」と指定された地域に居住する若年者の失業対策を目的とし

た地域密着型求職支援契約である。自立支援は 2008 年７月 10 日より導入さ

れ、年間１万 5,000 件の契約の締結を目指す。 

 

�高齢労働者向け施策 

2008 年６月３日、ローラン・ヴォキエ雇用担当大臣はインタビュー中に、

フランスの 55～65 歳の就業率は 38％であり、ＥＵ圏内の平均（46％）より

低く、オランダ（53％）、英国（58％）、スウェーデン（70％）と比較しても、

圧倒的に低いと述べた。2008 年５月より、高齢者の強制的な退職を可能とす

る措置の撤廃、雇用と年金の併用の制限の排除などにより、高齢労働者の就

業促進を図る。 

 

 
 

�公共職業安定所と地域商工業雇用協会の改� 

公共職業安定所（ＡＮＰＥ）と地域商工業雇用協会（Assedic9）が合併し、2009

年１月１日より Pôle emploi（以下、公共職業安定所）として生まれ変わる。

登録、手当の支給および求職支援を一手に担うワンストップ窓口として、求

職者を受け入れる。合併の結果、職員ひとり当たりが担当する失業者数は 60

名から 30 名に減少される見込みである。 

 

�失業者の権利と義務 

2008 年７月 28 日、「求職者の義務と権利に関する法律 10」が可決し、求職

者は、公共職業安定所より手厚い支援を受ける権利を得たと同時に、紹介さ

れる穏当な就職先を２回以上断ることができなくなった。「穏当な就職先」は

離職してから経過した期間より異なり、以下の条件を満たす就職先を指す。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 : Ⅰ‐２．２）参照 
 
8: 都市および都市の社会的発展省

庁間委員会（Comité interministériel 
des villes et du développement social 
urbain、ＣＩＶ）による郊外都市問

題の改善を目標にした３カ年計画。

ａ．雇用施策、ｂ．義務教育および

高等教育施策、ｃ．地域開発施策、

ｄ．治安施策の４つ施策から成り立

ち、特に問題の生じやすい 215 の区

域を集中的に改善するのが狙い。雇

用施策は、各区域内の民間企業の協

力を得て、若年者向けの４万 5,000
件の雇用創出、２万件の開業者支

援、３万 6,000 件のインターンシッ

プ先企業の募集、セカンド・チャン

ス学校の規模拡大を目標にしている

 
 
 
 
 
 
 
9 : 失業保険の徴収、失業手当の給

付、失業者の登録を行う地方窓口 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 : Loi relative aux droits et aux 
devoirs des demandeurs d'emploi 
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ａ．離職から３カ月以上経過している求職者 

求職者の学歴、資格、職業経験を考慮し、離職前の給与の 95％以上を支

給する。 

ｂ．離職から６カ月以上経過している求職者 

求職者の学歴、資格、職業経験を考慮し、通勤時間が１時間以内あるい

は自宅から 30km 以内に位置し、離職前の給与の 85％以上を支給する。 

ｃ．離職から１年以上経過している求職者 

求職者の学歴、資格、職業経験を考慮し、受給する失業手当以上の給与

を支給する。 

なお、正当な理由なく就職を断る求職者には、失業手当の減額、給付の一時

停止、求職者リストから削除などのペナルティーがある。 

 

�大学の自由と責任法 

（Loi relative aux libertés et responsabilités des universités） 

2007 年８月 11 日、「大学の自由と責任法」（通称ＬＲＵ法）が可決し、学

生に対するキャリア教育や就職指導などを強化する大学には、政府より助成

金が支給される。 

 

 
 

①労働市場の現代化 

2008 年６月 25 日、「労働市場改革法 11」が可決し、失業保険制度に必要な

加入期間の短縮、労使双方の合意による雇用契約の終了、特定のプロジェク

ト単位に採用できる雇用契約などの導入が盛り込まれた。 

 

�個人事業主 12向け�� 

起業家・中小企業支援、知的財産が基本的役割を担うフランス経済の魅力

向上、資本流動化による経済の活性化を目的とする「経済現代化法 13」（通称

ＬＭＥ法）が 2008 年８月８日に可決し、個人事業設立時および変更時の公告

義務や会計関連業務の簡素化、付加価値税（ＴＶＡ）の徴収義務免除など、

個人事業主に対する規制が緩和された。 

 

 

 
 

Pass emploi  
 

Pass emploi の目的は、若年者の就業に役立つ支援機関、交互訓練契約 14、開

業あるいは事業継承のノウハウ、社会人としての心得や就職先の見つけ方など

の情報提供であり、就業までの道のりを多方面からサポートする。 

なかでも交互訓練契約は、就職支援としての効果は高い。見習い訓練契約 15

を終了した若年者は職業系学位を取得し、５人中４人が正規社員として就職し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11: Loi portant modernisation du 
marché du travail 
 
 
 
 
 
12 : Auto-entrepreneur 
 
13 : Loi de modernisation de 
l'économie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14: Ⅰ‐４．１）参照 
 
 
 
15: Ⅰ‐４．１）①参照 
 
 
 

Works Report 2009.indd   85 09.12.1   2:38:25 PM



欧米主要国の雇用労働政策 2009 

70 

ている。政府は 2009 年までに 50 万人の利用を目標としている。そのほか、資

格をもたない若年者向け公務員就職支援制度（ＰＡＣＴＥ16）および企業におけ

る若年者契約（ＣＪＥ / ＳＥＪＥ17）など、訓練を受けながら就職を目指す雇

用契約が多く導入されている。 

 

�）�����Contrat d’autonomie） 
 

自立支援は、「問題の生じやすい都市地域（ＺＵＳ）」と指定された地域に居

住する若年者向けの求職支援契約である。公民の求職支援プロバイダと自立支

援契約を締結した若年者は、最長６カ月間の職業訓練および求職支援を受け、

就職後も、途中で挫折しないよう６カ月間フォローを受ける。プログラムに持

続的に参加する若年者には、奨学金として月 300 ユーロが支給される。同支援

は、若年者の失業率が特に高い特定地域圏 35 カ所で導入され、求職支援プロバ

イダへの支払方法は成功報酬型がとられている。 

 

�）��������������） 

 

ＣＩＶＩＳとは、バカロレア 18以下の学位保持者、あるいは過去18カ月間に12

カ月間以上の長期失業者として登録している就職困難な若年者と、地方自治体

あるいは受入・情報提供・オリエンテーションセンター（ＰＡＩＯ）が結ぶ契

約である。締結期間中、若年者は社会保険に加入できるほか、求職支援、読み

書きなどの基礎知識、職業訓練、開業のアドバイスなど、カスタマイズされた

指導を定期的に受けることができる。また、特定の条件を満たす者には、政府

より援助金が給付される 19。 

ＣＩＶＩＳは、①６カ月間以上の有期雇用契約の試用期間の終了、②開業か

ら６カ月間経過、③26 歳の誕生日、④若年者の活動意欲の喪失のいずれかの時

点で終了する。 

 

 

������������� 
 

2005 年 10 月 13 日に調印された労働合意をもとに、2006 年６月６日に全職種一

律で「高齢労働者の 2006/10 年国家行動計画」を導入し、高齢者の労働市場への参

入促進、就業の障害を排除、職歴を尊重、エンプロイアビリティの向上を目指し

ている。政府は、2008 年末より、高齢者雇用対策に一層注力している。 

 

�）�������������������� 
 

50 歳をキャリアの終着点ではなく、折り返し地点、第２のキャリアの始まり

と考える。雇用主には、45 歳を迎えた従業員と定期的に今後のキャリアについ

て話し合う面接を設けることを義務付け、従業員の職歴を配慮したうえで、昇

格の可能性を考慮し、必要があれば研修を取り入れ 20、若手とノウハウの共有・

 
16: Ⅰ‐４．３）③参照 
 
17: Ⅰ‐４．２）①参照 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18: 中等教育卒業・大学入学資格試

験 
 
 
 
 
 
 
 
19: Ⅱ‐５．参照 
 
 
 
 
 
 
 
20: 例えば、３年以上の職業経験の

ある者を対象に、職業経験（ボラン

ティア労働も含む）から得た知識や

技術を認証し、職業の資格あるいは

免状、学位を与える職業経験認定証

（ＶＡＥ）がある。職務経歴が特に

重視される 50 歳以上の被雇用者に

とって、就労が評価されるＶＡＥは

有効的であり、モチベーションの向

上にもつながる。なお、45 歳以上

の従業員のＶＡＥは優先的に扱わ

れ、取得に必要な期間は短縮される。

スキルの向上あるいは引退後に開

業するうえで必要な知識を得るた

め、高齢者に対し熟練期間（職業訓

練）を設けることも推進されている。

従業員の年齢が 45 歳以上あるい

は職務経歴が 20 年以上あれば、優

先的に職業訓練が受けられ、最新技

術などを習得できる 
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交換をする機会を与え 21、労働条件を改善する。同時に、段階的引退制度を含

め、引退のタイミングを検討する機会とする。 

 

�）50 ����労�者��用�� 
 

高齢者の採用を促進する特殊雇用契約が多数あり（シニア有期雇用契約 22 な

ど）、政府は、それらの有効活用を促進している。 

 

 

����雇用援助契約（Contrat aidé） 
 

正規雇用である無期限雇用契約（ＣＤＩ）の他、有期雇用契約（ＣＤＤ）、パー

ト・派遣労働契約、季節労働契約が一般的な雇用形態であるが、雇用援助契約

（Contrat aidé）で雇用されている者も少なくない。雇用援助契約は、学歴も職業資

格も持たずに長期失業している若年者や就職困難者を対象に、同契約の期間中に

職業訓練などを行うことにより、職業資格を習得させ、契約終了後に安定した雇

用に就かせることを目的としている。 

雇用援助契約は、一般法の例外となる労働契約であり、同契約を利用して採用

した雇用主は政府より援助を受ける（雇用に対する補助金、一定の社会保障分担

金の免除、職業訓練費の援助金、採用費用の削減など）。 

交互訓練契約を含む主な雇用援助契約は図表１の通りである。 

 

��� 主な雇用援助契約 

 

 

 

出所：フランス各省庁ポータルサイトより作成 

 

 

 

 

 

 

21: 職種特有のノウハウを熟練従業

員から若手の非熟練従業員へ受け

継ぐために、チューター（指導員）

制度を導入する。一旦定年退職した

雇用先から有期雇用契約（ＣＤＤ）

で業務を受ける場合、他社で働くよ

り総所得税（年金および報酬）が低

くなる 
 
22: シニア有期雇用契約（CDD- 
Sénior）は、３カ月以上求職中で 57
歳以上の高齢者が対象。期間は 18
カ月以下、更新は１回のみ、最長

で 36 カ月以下 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

交互訓練契約（Contrat en alternance） 

見習い訓練契約（Contrat d’apprentissage）

熟練契約（Contrat de professionnalisation）

商業セクターにおける雇用援助契約 

企業における若年者契約（Contrat jeunes en entreprise、ＣＪＥ / ＳＥＪＥ）

雇用主導契約（Contrat initiative emploi、ＣＩＥ）

就労最低所得保障参入契約（Contrat insertion revenu minimum d’activité 、ＣＩ－ＲＭＡ）

非商業セクターにおける雇用援助契約 

雇用支援契約（Contrat d'accompagnement dans l'emploi、ＣＡＥ）

将来契約（Contrat d'avenir、ＣＡＶ） 

資格をもたない若年者向け公務員就職支援制度（ＰＡＣＴＥ） 
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�）�������Contrat en alternance） 
 

�見習い訓練契約（Contrat d’apprentissage） 

 

【目的】 

若年者の職業資格あるいは学位の取得 

 

【対象】 

原則として、義務教育を修了した 16～25 歳。ただし、16 歳以下の若年

者を「見習い訓練契約ジュニア」として受け入れる場合があり、26～30 歳

の障害者や、開業を計画中の成人も対象となることがある。 

 

【雇用形態】 

原則として、１～３年間の有期雇用契約（ＣＤＤ）。うち２カ月間の試用

期間がある。契約期間は資格・学位により異なる。 

 

【契約内容】 

被雇用者はチューター（採用先企業の従業員が務める指導員）がつく就

労の他に、職業訓練センター（ＣＦＡ）にて座学（一般教養、専門知識）

および実習（年間 400～750 時間）を受講する。 

 

【報酬】 

年齢および契約年数により異なるが、最低賃金 23の 25～78％以上と定め

られている。他にも、美術館の入館料や電車賃などで学生割引が適用され

る。 

 

【雇用主へのインセンティブ】 

社会保険料の雇用主負担分の一部免除、請負補償手当の支給、見習い税の

控除 

 

【支援期間】 

見習い訓練契約期間内 

 

【締結者数】 

29 万 137 人（2008 年末現在） 

 

��練契約（Contrat de professionnalisation） 

 

【目的】 

有給で働きながら、特定の職種に就くために必要な資格やノウハウを習

得させる。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23: ＳＭＩＣ。2009 年７月１日現在

で時給 8.82 ユーロ、月給 1,337.70
ユーロ（税込） 
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【対象】 

原則として、16～25歳、あるいは公共職業安定所に求職者として登録する26

歳以上の者 

 

【雇用形態】 

有期雇用契約（ＣＤＤ）あるいは無期限雇用契約（ＣＤＩ）。うち２カ月

間の試用期間があり、その間は必要に応じて契約内容の変更ができる。 

 

【契約内容】 

雇用主は被雇用者に対し就労の他に、拘束時間の 15～25％以内、年間 150

時間以上の職業訓練を提供する義務がある。被雇用者は雇用主の合意を得

た場合、外部チューターを任命することができ、通勤や住宅、健康など、

職業訓練以外の問題に対するサポートを個別に受けられる。 

 

【報酬】 

被雇用者の年齢により、以下の通り異なる。 

・16～25 歳の者 

年齢および経験により、最低賃金の 55～80％以上 

・26 歳以上の者 

最低賃金以上または協定が定めた最低給与の 85％以上 

 

【雇用主へのインセンティブ】 

労使同数職業訓練費徴収機関（ＯＰＣＡ24）より訓練費が負担されるほ

か、社会保険料の雇用主負担分の一部が免除される。 

 

【支援期間】 

雇用形態により、以下の通り異なる。 

・有期雇用契約者は、職業資格を習得するまでの期間 

・無期限雇用契約者は、採用時に定められる、職業資格を習得するまで

の期間。原則として、６～12 カ月間、特例で 24 カ月間まで延長可能

 

【締結者数】 

17 万 7,801 人（2008 年末現在） 

 

 
 

�企業における若年者契約（Contrat jeunes en entreprise�Ｃ�� / ����）

 

【目的】 

労働市場から離れている若年者を、無期限雇用契約（ＣＤＩ）あるいは

無期限の熟練契約で採用させる。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24: 企業に拠出が義務付けられてい

る職業訓練費を徴収し、余剰分を単

一調整基金（ＦＵＰ）に再配分し、

職業訓練個人休暇（ＣＩＦ）や熟練

契 約 、 熟 練 期 間 （ période de 
professionnalisation）、職業訓練への

個人の権利（ＤＩＦ）を管理する非

営利機関。なお、ＣＩＦおよびＤＩ

Ｆの詳細はⅢ‐９．参照のこと 
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【対象】 

ａ．バカロレア以下の学位保持者、ｂ．「問題の生じやすい都市地域（ＺＵ

Ｓ）」と指定された地域居住者、ｃ．社会活動参入契約（ＣＩＶＩＳ）締結

者のいずれかの要件を満たす 16～25 歳の若年者 

 

【雇用形態】 

無期限雇用契約（ＣＤＩ）あるいは無期限の熟練契約。労働時間はフルタ

イムもしくはパートタイム以上のハーフタイム 

 

【契約内容】 

熟練契約で採用された被雇用者には、職業訓練が施されるが、その他の

被雇用者の労働条件は採用先企業の従業員のものと同じ。 

 

【報酬】 

最低賃金あるいは協定が定めた最低給与以上が支給される。ただし、就

労期間が６カ月未満の 17～18 歳の報酬は、若干減額される。 

 

【雇用主へのインセンティブ】 

無期限雇用契約（ＣＤＩ）で採用した場合、初年度は月 400 ユーロ、翌

年は月 200 ユーロの援助金が支給される。また、無期限の熟練契約で採用

した場合、初年度は月 200 ユーロ、翌年は月 100 ユーロの援助金が支給さ

れる。ただし、いずれの雇用形態においても、ハーフタイム労働で採用し

た場合、援助金は労働時間分のみ支給され、配当は毎月ではなく四半期ご

とになる。 

 

【支援期間】 

最長２年間 

 

�雇用主導契約（Contrat initiative emploi�ＣＩ�） 

 

【目的】 

就職困難者の迅速な再就職。職業訓練や進路指導などを受けさせ、就労

を持続させる。 

 

【対象】 

社会的に問題のある求職者や、資格が不十分で就職困難な求職者。公共

職業安定所への登録の有無は問わない。 

 

【雇用形態】 

最長 24 カ月間の有期雇用契約（ＣＤＤ）あるいは無期限雇用契約（ＣＤ

Ｉ）。労働時間はフルタイムもしくは週 20 時間以上のパートタイム。被雇

用者がフルタイムの職業訓練を希望する場合、または転職先が決定した場
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合は、事前に申告せずに契約を終了できる。 

 

【契約内容】 

被雇用者は就労の他に、職業経験認定証（ＶＡＥ）の交付、進路指導、

職業訓練などを受ける。 

 

【報酬】 

最低賃金あるいは協定が定めた最低給与以上が支給される。 

 

【雇用主へのインセンティブ】 

社会保険料の雇用主負担分の一部が免除されるほか、職業訓練費などが

支給される（ただし、助成金は最低賃金の 47％まで）。 

 

【支援期間】 

雇用形態により、以下の通り異なる。 

・有期雇用契約者は雇用主導契約期間内 

・無期限雇用契約者は最長 24 カ月間 

 

【締結者数】 

３万 5,374 人（2008 年末現在） 

 

�就労最低所得保障参入契約 

（Contrat insertion revenu minimum d’activité �ＣＩ���Ａ） 

 

【目的】 

就職困難な特定連帯手当 25、成人障害者手当 26および積極的連帯所得 27受

給者の再就職支援。 

 

【対象】 

特定連帯手当、成人障害者手当および積極的連帯所得の受給者 

 

【雇用形態】 

６カ月間以上の有期雇用契約（ＣＤＤ）28 あるいは無期限雇用契約（Ｃ

ＤＩ）。労働時間はフルタイムもしくは週 20 時間以上のパートタイム。う

ち１カ月間の試用期間がある。 

 

【契約内容】 

雇用主には、就労の他に、具体的なアクション・プランや目標を盛り込

んだ職業参入計画を被雇用者に提供する義務があり、同計画にはチュータ

ー制度、進路指導、職業訓練、ＶＡＥの受験などを含めることが推奨され

ている。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25: Ⅱ‐３．１）参照 
26: Ⅱ‐４．４）参照 
27: Ⅱ‐４．１）参照 
 
 
 
 
 
 
 
28: ただし、被雇用者が服役してい

た場合、最短期間は３カ月間とする
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【報酬】 

最低賃金に基づいた時給のほかに、特定連帯手当、成人障害者手当ある

いは積極的連帯所得の一部が支給される。 

 

【雇用主としての条件】 

採用日から直近６カ月間、整理解雇を行っておらず、ＣＩ－ＲＭＡによ

る採用が、正規社員の解雇と無関係であることが証明できること。 

 

【雇用主へのインセンティブ】 

単身者の積極的連帯所得と同額（454.63 ユーロ）が毎月支給される。 

 

【支援期間】 

最長 18 カ月間 

 

【締結者数】 

２万 1,384 人（2008 年末現在） 

 

 
 

�雇用支援契約（Contrat d'accompagnement dans l'emploi�ＣＡＥ） 

 

【目的】 

長期失業者などの社会参入の難しい者を、一時的に公共部門 29で雇用す

ることで、社会参加を支援する。 

 

【対象】 

公的雇用促進機関（ＳＰＥ30）が各地域圏の労働市場の状況を踏まえて選択

する就職困難者。 

 

【雇用形態】 

原則として、６～24 カ月間の有期雇用契約（ＣＤＤ）31。ただし、2009

年１月１日以降、50 歳以上の高齢労働者または障害者の最長期間は、公共

職業安定所の判断により、24 カ月間を上回ることができる。 

 

【契約内容】 

被雇用者には、就労の他に、進路指導やＶＡＥの受験、職業訓練など、

キャリアプランの遂行に必要とされる雇用支援が提供される。 

 

【報酬】 

最低賃金に基づいた時給のほかにも、ＶＡＥの受験費用や職業訓練費が

支給される。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29: 地方自治体の組織、公的サービ

ス提供法人などの非営利団体 
 
 
 
 
30: 経済・産業・雇用省と労働・社

会関係・家族・連帯・都市省の管轄

下にあり、公共職業安定所、雇用セ

ンターおよび成人職業訓練協会（Ａ

ＦＰＡ）で構成される 
 
31: ただし、被雇用者が服役してい

た場合、最短期間は３カ月間とする
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【雇用主へのインセンティブ】 

社会保険料や家族手当 32の雇用主負担分の税金が免除されるほか、給与

税および見習い税も免除される。また、各県知事がその年ごとに定める助

成金が支給される。 

 

【支援期間】 

雇用支援契約期間中 

 

【締結者数】 

18 万 4,095 人（2008 年末現在） 

 

���契約（Contrat d'avenir�ＣＡ�） 

 

【目的】 

社会保護受給者の就職支援 

 

【対象】 

積極的連帯所得（ＲＳＡ）などの社会保護受給者 

 

【雇用形態】 

原則として、２年間の有期雇用契約（ＣＤＤ）。12 カ月間の更新が可能 33。

途中で無期限雇用契約（ＣＤＩ）に切り替えることができる。 

 

【契約内容】 

資格あるいは学位の取得を目的に、週 20～26 時間のパートタイム労働と

職業訓練を交互に行う。 

 

【報酬】 

協定で定めた最低給与あるいは最低賃金に基づいた時給 34および社会保

護受給者向け手当の一部が支給される。 

 

【雇用主へのインセンティブ】 

単身者の積極的連帯所得と同額（454.63 ユーロ）が毎月支給されるほか、

社会保険料および家族手当の雇用主負担分の税金が免除になる。さらに、

契約途中で無期限雇用契約（ＣＤＩ）に切り替えた雇用主には、特別助成

金として 1,500 ユーロが支給される。 

 

【支援期間】 

有期雇用契約（ＣＤＤ）期間内 

 

【締結者数】 

10 万 8,831 人（2008 年末現在） 

 
 
32: Allocation familiale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33: ただし、被雇用者が 50 歳以上

の高齢労働者あるいは障害者の場

合、36 カ月間の更新が可能。2009
年１月１日以降、同者の更新期間

は、公共職業安定所の判断により、

さらに拡張できるようになった 
 
 
 
 
 
 
34: 就職訓練時間は含まず 
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�資格をもたない若年者�け公務員就職支援��（ＰＡＣＴＥ） 

 

【目的】 

国家資格を要するＣレベルの公務員 35に、資格のない若年者を採用する。

 

【対象】 

バカロレア・レベルの資格を保持しないＥＵ国籍の 16～25 歳 

 

【雇用形態】 

原則として、１～２年間の有期雇用契約（ＣＤＤ）。うち２カ月間の試用

期間がある。また、試験や能力査定に不合格の場合、契約期間を１年間延

長できる。 

 

【契約内容】 

被雇用者は職業訓練（拘束時間の 20％以上）および就労を交互に行い、

職業資格あるいは学位を修得し、能力査定を受けた結果、レベルが適切で

あれば公務員として採用される。 

 

【報酬】 

被雇用者の年齢により、以下の通り異なる。 

・21 歳未満の者は公務員最低賃金の 55％以上 

・21 歳以上の者は公務員最低賃金の 70％以上 

その他にも、居住地手当や家族扶養付加手当など、公務員と同等の手当

を受けられる。 

 

【雇用主へのインセンティブ】 

雇用主負担分の税金が一部免除される。 

 

【支援期間】 

有期雇用契約（ＣＤＤ）期間内 

 

【その他】 

ＰＡＣＴＥ終了後の公務員としての任期は、ＰＡＣＴＥの期間の２倍ま

で。 

 

【締結者数】 

6,560 人（2008 年末現在） 

 

 

2009  
 

2008 年９月 26 日、経済・産業・雇用省、予算・公会計・公職省が発表した雇用・

 
 
 
 
35: 労務員、技術補助職、事務補助

職、生活補助職など、国家公務員、

地方公務員および医療公務員 
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労働政策の2009年度支出額は118億2,000万ユーロであり、前年比5.2％減少した 36。

その内訳は以下の通り。 

 
 

 

求職者支援対策、特に就職が困難な求職者に対する支援の強化を目的とする。

公的雇用促進機関（ＳＰＥ）へ補助金を支給し、若年者や障害者などの弱者支

援プログラムや雇用援助契約（Contrat aidé）、連帯制度に代表される安定雇用に

向けた支援プログラムなどに注力する。同施策は経済・産業・雇用省の管轄で、

支出額は 58 億 1,099 万ユーロ。 

 

 
 

職業訓練制度や見習い制度、経営困難により整理解雇を余儀なくされた企業

への早期対策に重点を置いた出資プログラム。経済変動への対応策をとる地方

自治体や企業への資金援助や、特定地域・特定産業 37 に対する援助金が同プロ

グラムに含まれる。同施策は経済・産業・雇用省の管轄で、支出額は 51 億 3,074

万ユーロ。 

 

 
 

雇用の安全衛生の促進および労使関係の改善に関するプログラム。環境労働

安全衛生局（ＡＦＳＳＥＴ）や国立労働条件改善所（ＡＮＡＣＴ38）、労働条件

改善基金へ資金援助をし、雇用の安全衛生を向上させ、労働審判判事や労働組

合員の育成に注力することで、労使関係の改善を目指す。同施策は労働・社会

関係・家族・連帯・都市省の管轄で、支出額は 8,689 万ユーロ。 

 

 
 

雇用・労働政策に携わる職員や政策の進行などを統括して管理するプログラ

ム。同施策は労働・社会関係・家族・連帯・都市省の管轄で、支出額は７億 9,252

万ユーロである。 

 

また、2009 年度雇用・労働政策の 2009/11 年の方向性は以下の通りである。 

 

�積極的な失業対策 

「労働・雇用・購買力の改善法」（通称ＴＥＰA 法）の可決や新たな雇用契約

の導入、公的雇用促進機関（ＳＰＥ）の改善、労働組合改革法など、政府の積

極的なアクションにより、2008 年第２四半期の失業率は 7.2％に低下し、1998

年以降最低の水準となった。 

労働市場の需要と供給のマッチングの向上、産業構造の変化に対する迅速か

つ効率的な対策の実施、弱者への求職活動支援の強化に注力する。 

36: 経済・産業・雇用省、予算・公

会計・公職省、2008 年９月 26 日付

プレスリリース 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37: 個人向けサービス業や飲食業、

ホテル業など 
 
 
 
 
 
 
 
 
38: 被雇用者の年齢や性別、健康状

態、スキル、地域的なデータに基づ

く企業の行動計画の作成支援や診

断等を行う 
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�公的雇用促進機関（ＳＰＥ）のサービスの�合化 

公共職業安定所のワンストップ化を皮切りに、2009 年度中に公的雇用促進機

関（ＳＰＥ）の改造を行う。公共職業安定所の職員４万 5,000 人は、求職者や求

人企業のニーズに合ったサービスの提供を行う。 

 

��年労働者対策 

2009/11 年の複数年度予算「郊外希望計画（Plan Espoir Banlieu）」の一環であ

る自立支援（Contrat d’autonomie）のさらなる促進を目指す。 

 

�障害のある労働者対策 

障害者の労働市場への参入は社会参加にも繋がるとし、2009 年度の障害のあ

る労働者対策の予算を前年度比４％増加し、障害者の採用を促進する企業への

助成金を２万件分用意した。 

 

������の労働市場への参入 

さらに明確な成果目標や資金調達方法を基準にした協定を必要とし、2009 年

度中に、求職を支援する企業や組織の現代化対策に２億1,000万ユーロを充てる。
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�������� 
 

���� ��������フランスの���� 

 
出所：労働・社会関係・家族・連帯・都市省の調査統計局（ＤＡＲＥＳ）およびフランス各省庁ポータル

サイトより作成 

 
������ 
 
�）�������の�� 

 

失業者とは、①15 歳以上であり、②直近の１週間は仕事に就いていない、又

は収入を伴う仕事に従事しておらず、③積極的な求職活動を行い、かつ、④２

週間以内に就労可能な者をいう。失業者の統計調査は国立統計経済研究所（Ｉ

ＮＳＥＥ）により、フランス在住者７万 5,000 人を対象に行われ、四半期ごとに

発表されている（図表３）。 
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���� 15～64 歳の失業率�失業者数（Ｉ��定�） （単位：％）

（��調��） 2008 年 
Ｑ1 

2008 年 
Ｑ� 

2008 年 
Ｑ� 

2008 年 
Ｑ� 

2009 年 
Ｑ１ 

��ン�全土 7.6 7.7 7.8 8.2 8.9
��ン��土 7.2 7.4 7.4 7.6 8.5

15～24 歳 17.6 18.8 19.1 20.3 22.3
25～49 歳 6.6 6.6 6.6 6.8 7.6
50 歳以上 4.8 5.1 5.0 5.0 5.7
�� 6.8 6.9 6.8 7.3 8.1

15～24 歳 17.1 18.7 19.2 20.8 23.6
25～49 歳 5.9 5.7 5.7 6.0 6.6
50 歳以上 4.8 5.3 4.9 4.8 5.6

�� 7.6 7.9 8.0 8.2 9.0
15～24 歳 18.3 18.8 19.0 19.6 20.7
25～49 歳 7.3 7.5 7.6 7.8 8.6
50 歳以上 4.8 4.9 5.1 5.2 5.8

失業者数（1,000 人） 1,983 2,027 2,069 2,206 2,407
就業率 64.8 64.8 64.7％ 64.7％ 64.4％
労働力率 69.8 69.9 69.9％ 70.2％ 70.4％

出所：国立統計経済研究所（ＩＮＳＥＥ） 

 

一方、求職者とは、公共職業安定所に登録しているすべての者を指し、必ず

しも失業者であるとは限らない。求職者は以下の５つのカテゴリーに分類され

（図表４）、その人数は、労働・社会関係・家族・連帯・都市省の調査統計局（Ｄ

ＡＲＥＳ）より毎月発表されている（図表５）。 

 

���� 求職者の��のカテゴリー 

 

出所：労働・社会関係・家族・連帯・都市省の調査統計局（ＤＡＲＥＳ） 

 

���� ����の求職者数 （単位：人）

（��調��） 2008 年 
Ｑ１ 

2008 年 
Ｑ� 

2008 年 
Ｑ� 

2008 年 
Ｑ� 

2009 年 
Ｑ１ 

��ン��土      
カテゴリーＡ 2,004,300 2,009,000 2,058,100 2,204,500 2,448,200
カテゴリーＢ 453,900 459,700 462,400 466,100 482,200
カテゴリーＣ 612,800 594,200 581,000 565,200 550,300
カテゴリーＤ 176,800 173,400 177,100 186,500 192,200
カテゴリーＥ 224,800 222,500 223,100 225,500 226,700
カテゴリーＢ・Ｃ 1,066,700 1,053,900 1,043,400 1,031,300 1,032,500
カテゴリーＡ・

Ｂ・Ｃ 
3,071,000 3,062,900 3,101,500 3,235,800 3,480,700

全カテゴリー 3,472,600 3,458,800 3,501,700 3,647,800 3,899,600
全土、カテゴリー

Ａ・Ｂ・Ｃ 
3,263,200 3,257,500 3,298,600 3,438,400 3,438,400

出所：労働・社会関係・家族・連帯・都市省の調査統計局（ＤＡＲＥＳ）、公共職業安定所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

カテゴリーＡ： 仕事に就いていない、又は収入を伴う仕事に従事しておらず、積極的

な求職活動を要する者 
カテゴリーＢ： 直近の１カ月間の就労時間が 78 時間以下で、積極的な求職活動を要

する者 
カテゴリーＣ： 直近の１カ月間の就労時間が 79 時間以上で、積極的な求職活動を要

する者 
カテゴリーＤ： インターンシップ中、職業訓練中、療養中などの理由により、積極的

な求職活動が免除されている者 
カテゴリーＥ： 就業中であるため、積極的な求職活動が免除されている者
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�）失業手当受給者数����率 
 

フランスの場合、失業手当は「求職者」を募る公共職業安定所が給付してい

るため、失業手当の支給率の母数は「失業者」ではなく「求職者」である。 

2009 年６月末時点で、公共職業安定所に登録し、失業手当を受給する求職者

は 205 万 3,300 人おり 39、前月比で 0.7％増加し、前年同月比 21.3％増加した（図

表６）。うち、失業保険制度（労使拠出の保険）から手当を受給している求職者

数は前月比で 0.7％増加し、連帯制度（国庫負担の保険）から手当を受給してい

る求職者も前月比で 0.3％増加した。公共職業安定所に登録している求職者のう

ち（職業訓練を受けている者は除く）、失業手当を受給する求職者の割合は50.1％

で、求職活動免除者を含めると、受給者の割合は 60.1％であった（図表７）。 

 

��６ 失業手当受給者数 （単位：1,000 人、％）

（����値） 
2008 年 
６月* 

2009 年

�月**
2009 年

６月**
�月�

�年 
�月�

������ 
�������������

�の求職者数（�給職業�

�を受け��る者を除�） 
1,692.3 2,039.6 2,053.3 +0.7％ +21.3％

失業保険制度受給者数 1,464.7 1,804.0 1,817.0 +0.7％ +24.1％
連帯制度受給者数 227.7 235.7 236.3 +0.3％ +3.8％
失業手当の求職者受給率 48.9 50.1 50.1 0.0pt +1.2pt
失業保険制度受給率 42.3 44.3 44.3 0.0pt +2.0pt
連帯制度受給率 6.6 5.8 5.8 0.0pt -0.8pt
求職活動免除者かつ 
手当受給者数 

365.0 334.1 330.7 -1.0％ -9.4％

失業手当の受給率 
（求職活動免除者を含む） 

60.0 59.9 60.1 +0.2pt +0.1pt

失業保険制度受給率 48.4 49.9 50.1 +0.2pt +1.8pt
連帯制度受給率 11.7 10.0 10.0 0.0pt +1.7pt

*： 推定値 

**： 予測値 

出所：公共職業安定所 

 
��� 失業手当受給者の割合 （単位：％） 

 

出所：公共職業安定所 

 
 
 
 
 
 
 
 
39: フランス本土のみ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

全求職者における失業手当受給者の割合 

求職活動免除者を含む、求職者における受給者の割合 

2005 年 2005 年 2006 年 2006 年 2007 年 2007 年 2008 年 2008 年 2009 年

６月    12 月   ６月   12 月   ６月    12 月   ６月    12 月   ６月 
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����������（Régime d’assurance chômage） 
 
失業保険制度は、1958 年 12 月 31 日に職を失った被雇用者に失業手当を支給す

るために創設された。労使対等主義のもと、給与から徴収される失業保険の負担

率から失業手当の額、職業支援の内容に至るまで、労使交渉で定められる。労使

間で結ばれた協定は政府により承認され、民間企業は一律に適用しなければなら

ない。ただし、公共機関の失業保険制度の適用は強制ではない。 
 

�）�������� 
 （Allocation d’aide au retour à l’emploi����） 

 
【根拠法令】 

労働法典第 L. 3132-3-1 条、他 40 

 

【被保険者】 

原則として、15 歳以上、60 歳未満の被雇用者 

 

【受給要件】 

・非自発的な失業者 

ａ．解雇や経済的理由による雇用契約の解除 

ｂ．有期雇用契約の期間満了 

ｃ．例外 

配偶者の転職に伴う引越しなど、特別な事情による自発的失業

者や、自発的に退職したものの、再就職が予想より困難であるた

め、短期就労をしたり、職業訓練を受けたりするなど、就労意欲

があるとみなされる者などは、給付対象者となる。 

・失業保険制度に一定期間加入していた者 

ａ．50 歳未満 

離職直前 28 カ月の間に４カ月以上（122 日間あるいは 610 時間）

加入していた者 

ｂ．50 歳以上 

離職直前 36 カ月の間に４カ月以上（122 日間あるいは 610 時間）

加入していた者 

ｃ．例外 

ＡＲＥを受けたのちに再就職し、12 カ月以内に再び失業した

場合、必要最低加入期間は６カ月（182 日間あるいは 910 時間）

となる。 

・公共職業安定所に求職者として登録しているか、パーソナライズド雇用

促進計画（ＰＰＡＥ41）に登録された職業訓練参加者 

・積極的に求職活動を行う者。雇用促進機関から提案される就職先や職業

訓練を、正当な理由なく２回以上断ることはできない。ただし、2009 年

に 56 歳半、2010 年に 58 歳の誕生日を迎える者や、2011 年に 60 歳以上

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40: 労働法典第 L. 3132-3-1 条、第

L. 5422-1 条～L. 5422-8 条、第 R. 
5422-1 条、第 R. 5422-2 条、第 R. 
5426-3 条～R. 5426-17 条、2009 年２

月 19 日発効の労働協約 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41: Projet personnalisé d'accès à 
l'emploi。求職者と公共職業安定所

のカウンセラーが共に立てる就職計

画。求職者の学歴、資格、技能、職

業経験、家庭事情（例えば子供の有

無）、通勤の状況（自宅からの通勤

圏の決定や転勤の可能性）、居住す

る地域の雇用情勢、求職者の希望

（勤務地や賃金、職種）などを考慮

し、再就職に相応しい業界、職種、

雇用形態、穏当な就職先を、まず定

義する。その上で、必要な職業訓練

など、再就職に向けた活動方針計画

を策定する。さらに求職者とカウン

セラーの面談を定期的に実施し、必

要に応じて計画を柔軟に修正・更新

する。 
ＰＰＡＥの職業訓練活動や面談に

参加しない求職者は、公共職業安定

所の求職者リストから削除され、失

業手当が受給できなくなる 
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になる者の求職活動は、申請により免除される 

・60 歳未満である者。ただし、満額老齢年金受給のための拠出期間（原則 160

四半期）を終了していない場合は、65 歳まで延長が可能 

・就労し得る能力を有する者 

・フランス居住者 

 

【給付水準】 

給付日額は、離職前の月収および勤務形態（フルタイム、パートタイムな

ど）に基づいて算定され、比例部分（準拠賃金日額の 40.4％）と固定部分（2008

年７月１日現在、10.93 ユーロ）の総額である。総額の下限は準拠賃金日額の

57.4％あるいは 26.66 ユーロで、上限は準拠賃金日額の 75％である。 

 
���� ��������������

��前の月収 ��額（日額） 
€ 1,066 未満 課税前賃金（月収÷30 日）の 75％ 
€ 1,066 以上、€ 1,168 未満 € 26.66 の定額（月額換算では€ 799.80） 
€ 1,168 以上、€ 1,928 未満 課税前賃金（月収÷30 日）の 40.4％＋€ 10.93 
€ 1,928 以上、€ 11,092 未満 課税前賃金（月収÷30 日）の 57.4％ 

出所：労働・社会関係・家族・連帯・都市省より作成 

 

【給付期間】 

原則として、失業保険制度の加入期間と同期間。就労１日に対し、失業手

当は１日給付されるが 42、最短・最長期間は年齢により、以下の通り異なる。

ａ．50 歳未満 

最短４カ月間（122 日間）、最長２年間（730 日間） 

ｂ．50 歳以上 

最短４カ月間（122 日間）、最長３年間（1,095 日間） 

ｃ．例外 

満額老齢年金受給のための拠出期間（原則 160 四半期）を終了していな

い 60 歳以上の求職者の給付期間は 65 歳まで延長され、一方、政府や地方

自治体が実施する有給職業訓練を受けている求職者の給付期間は短縮され

る。 

 

【財源】 

労使拠出の保険料および政府助成金。保険料率は総賃金の 6.4％（使用者は

給与の 4.0％、被保険者は 2.4％を負担する）（2009 年２月 19 日現在） 

 

【管理運営機関】 

公共職業安定所 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42: 労働法第 5422-1 条、2009 年３

月 27 日 
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�）��������� 
 （Allocation spécifique de reclassement����） 

 

【根拠法令】 

労働法典第 L.1233-65 条、他 43 

 

【被保険者】 

原則として、15 歳以上、60 歳未満の被雇用者 

 

【給付対象者】 

個別職業斡旋協定（ＣＲＰ44）に同意した被雇用者 

 

【受給要件】 

・ＡＲＥの受給権を有するフランス居住者であって、就労し得る能力を有

する者 

・同一雇用主の下で、２年以上の勤続年数を有する者 

・ただし、勤続年数が２年以下の者でも、前者の要件を満たす場合に限り、

一定条件下でＣＲＰを受けることができ、ＡＳＲが給付される。 

 

【給付水準】 

・１～８カ月目までは、準拠賃金日額の 80％ 

・９～12 カ月目までは、準拠賃金日額の 70％ 

・例外として、勤続年数が２年以下の者には、ＡＲＥを選択すれば給付さ

れたであろう金額と同額が、給付される。 

 

【給付期間】 

最長 12 カ月間。ただし、勤続年数が２年以下の者には、ＡＲＥを選択すれ

ば受けられたであろう期間と同期間給付される。 

 

【財源】 

政府助成金、元雇用主から徴収した訓練費および２カ月分の賃金 

 

【管理運営機関】 

公共職業安定所 

 

【受給者数】 

７万 2,600 人（2009 年８月現在 45） 

 

�）�������（Indemnité différentielle de reclassement） 
 

【根拠法令】 

労働法典第 L.5424-1 条、他 46 

 
 
 
 
 
 
43: 労 働 法 典 第 L.1233-65 条 ～

L.1233-70 条、2009 年２月 19 日発

効の労働協約 
 
 
 
 
 
 
44: Convention de reclassement 
personnalisé。従業員数 1,000 人未満

の雇用主が整理解雇を行う場合、雇

用主には個別職業斡旋協定（ＣＲ

Ｐ）と呼ばれる再就職支援措置を被

雇用者に提供する義務がある（労働

法典第 L.1233-71 条）。ＣＲＰを受

け入れるか否かの選択権は、被雇用

者にある。 
被雇用者がＣＲＰを受け入れた場

合、ＡＲＥの代わりに再就職支援特

定手当（ＡＳＲ）が失業手当として

給付され、被雇用者は求職活動以外

の活動を禁じられ、雇用促進機関と

の面談やセミナーなどに参加する義

務が課せられる。 
被雇用者は事前総合評価を受け

た後、以下が含まれるパーソナライ

ズド再就職活動計画（ＰＡＲＰ）に

従った再就職活動をフルタイムで行

う。 
①能力査定、②再就職から６カ月

が経過するまでのカウンセリング、

③社会的・心理的支援措置、④地域

の労働市場の状況を考慮に入れた指

導措置、⑤採用面接の準備、履歴書

の作成、就職活動のテクニックなど

の支援措置、⑥被雇用者の職業経験

を考慮に入れた職業訓練措置 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45：Unistatis 
 
 
 
46: 労 働 法 典 第 L.5424-1 条 ～

L.5424-5 条 、 第 L.5411-8 条 ～

L.5421-3 条、第  R.5424-1 条～

R.5424-6 条、2009 年２月 19 日発効

の労働協約 
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【被保険者】 

原則として、15 歳以上、60 歳未満の被雇用者 

 

【給付対象者】 

ＡＳＲ受給者 

 

【受給要件】 

・２年以上の勤続年数を有する者 

・ＣＲＰ終了前に再就職する者 

・再就職後の収入が前職の収入を 15％以上下回る者 

 

【給付水準】 

準拠賃金日額の 30 倍から、再就職後の基本月収を差し引いた額。ただし、

上限はＡＳＲの残余総額の 50％。 

 

【給付期間】 

最長 12 カ月（ＡＲＥ受給期間満了まで） 

 

【財源】 

政府助成金、元雇用主から徴収した訓練費および２カ月分の賃金 

 

【管理運営機関】 

公共職業安定所 

 
 
���������Régime de solidarité） 
 

連帯制度は、①長期失業で失業手当の受給期間が過ぎ 、前述の失業者保険制度

の適用対象外となった失業者、②前職で失業保険に未加入の失業者、③老齢年金

の受給に必要な 160 四半期の期間を満了したが定年退職を望まない失業者を対象

とした制度で、政府が財源を負担する。 

 

�）�������Allocation de solidarité spécifique����） 
 

【根拠法令】 

労働法典第 L.5421-1 条、他 47 

 

【給付対象者】 

・ＡＲＥの受給期間あるいは職業訓練を終えた長期失業者 

・ＡＳＳを自発的に選択した 50 歳以上のＡＲＥ対象者 

・特定職種として、賃金労働者ではない芸術家、漁業従事者、臨時港湾労

働者がある 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47: 労 働 法 典 第 L.5421-1 条 ～

L.5421-4 条 、 第 L.5423-1 条 ～

L.5423-6 条 、 第 R.5423-1 条 ～

R.5423-14 条 
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【受給要件】 

・積極的に求職活動を行い、就労し得る能力を有する者（妊婦や病人は含

まれない）、あるいは 55 歳以上の求職活動免除者 

・直近 10 年間のうち、５年間就労していた者。ただし、育児休暇を取得し

ていた場合は、就業年数を３年間まで短縮できる。 

・失業保険手当を申請した時点で、家族扶養手当および住宅手当を除く世

帯月収が、以下の額を上回らない求職者（2008 年７月現在）。 

ａ．単身者世帯は 1,047.20 ユーロ（ＡＳＳ日額の 70 倍未満） 

ｂ．夫婦・カップル世帯は 1,645.60 ユーロ（ＡＳＳ日額の 110 倍未満）

・年齢制限 

ａ．65 歳以下であること 

ｂ．60 歳以上の場合、満額老齢年金受給のための拠出期間（原則 160

四半期）が終了していること 

 

【給付水準】 

月収および世帯構成人数により、以下の通り異なる。 

ａ．単身者（2009 年１月現在） 

・月収 598.40 ユーロ未満：448.80 ユーロ 

・月収 598.40～1,047.20 ユーロ未満：1,047.20 ユーロと収入の差額 

・月収 1,047.20 ユーロ以上：なし 

ｂ．夫婦・カップル（2009 年１月現在） 

・月収 1,196.80 ユーロ未満：（１人あたり）448.80 ユーロ 

・月収 1,196.80～1,645.60 ユーロ未満：1,645.60 ユーロと収入の差額 

・月収 1,645.60 ユーロ以上：なし 

 

【給付期間】 

原則として、６カ月間。６カ月ごとに、積極的な求職活動が行われ、収入

制限を含む受給要件が満たされているか否かの認定審査がある。満たされて

いる場合は給付期間が更新され、６カ月間延長となる。ただし、55 歳以上の

求職活動免除者に限り、認定審査は年に１度実施される。 

被保険者が受給要件を満たす限り、満額老齢年金受給のための拠出期間（原

則 160 四半期）を終える 60 歳までＡＳＳは給付される。 

 

【財源】 

全額国庫負担 

 

【管理運営機関】 

規則制定などの制度管理は政府が、事業の管理運営は公共職業安定所が行

う。 

 

【受給者数】 

30 万 4,900 人（2009 年８月現在 48） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48: Unistatis 
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�）�������Allocation temporaire d'attente����） 
 

【根拠法令】 

労働法典第 L.5423-8 条、他 49 

 

【給付対象者】 

・難民 

・無国籍者 

・特殊な理由（外国勤務者､服役していた者）により失業保険の受給資格が

ない者 

 

【受給要件】 

月収が最低社会復帰扶助（ＲＭＩ）以下の求職者。ＡＴＡ受給者には、公

共職業安定所に求職者として登録していることが義務付けられており、定職

に就いた際には、補充手当が 12 カ月間給付される。 

 

【給付水準】 

日額は 10.54 ユーロ、月額換算では 316.20 ユーロ（09 年１月１日現在）。

一定の留保付であるが､社会保険料は免除される。 

 

【給付期間】 

最長 12 カ月間 

 

【財源】 

全額国庫負担 

 

【管理運営機関】 

規則制定などの制度管理は政府が、事業の管理運営は公共職業安定所が行

う。 

 
【受給者数】 

２万 9,400 人（2009 年８月現在 50） 

 
 
���������Prestation de protection sociale） 
 

社会保護には、社会リスクごとにそれをカバーする運営機関があり、医療・労

働災害・職業病や、家族給付、老齢保険などそれぞれ施される保護は異なる。本

章では失業者に対する社会保護のみ取り上げる。 

 

 

 

 
 
 
 
49: 労 働 法 典 第 L.5423-8 条 ～

L.5423-14 条、第 R.5423-18 条～

R.5423-37 条、第 R.5425-1 条～

R.5425-8 条 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50: Unistatis 
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１）����帯所�（Revenu de solidarité active：ＲＳＡ） 
 

【根拠法令】 

社会政策・家族法典第 L.262-2 条、他 51 

 

【給付対象者】 

低所得者 

 

【受給要件】 

・原則として、25 歳以上の者。ただし、扶養している子供がいる場合は、25

歳未満であっても受給が可能 52 

・月額が 880 ユーロ未満の者 

・フランス住居者 

 

【給付水準】 

月収、世帯構成人数、住宅手当や家族手当などの有無を考慮し、以下の計

算方法により決まる。 

 

ＲＳＡ給付額＝（①定額金＋②世帯賃金の 62％）－（③世帯収入＋④住宅援助定額金）

 

��額金 

扶養する子供の有無、末子の年齢および家族構成により、以下の通り異な

る。 

 

���� 定額金の���� 
定額金 

�� 
�� 
�� ������り� 

������り� 
（���り����

給�） 
������ル 

０人  € 454.63 € 583.80 € 681.95
１人  € 681.95 € 778.40 € 818.34
２人  € 818.34 € 973.00 € 954.73
３人  € 1,000.18 € 1,167.60 € 1,136.56
４人目 
以降 

１人につき€ 181.85 １人につき€ 194.60 １人につき€ 181.85

出所：フランス各省庁ポータルサイトより作成 

 

②世帯賃金 

該当世帯が就労により得た賃金。臨時雇用や有給職業訓練により得た賃金

も「世帯賃金」に含まれる。 

 

�世帯収入 

ＲＳＡ受給世帯が得ている収入の総計。②の「世帯賃金」のほかに、扶養

する子供が２人以上の家族に給付される家族手当や、ひとり親に給付される

家族扶養手当 53、養育費 54、老齢年金 55、一時帰休手当なども「世帯収入」

 
 
 
 
51: 社会政策・家族法典第 L.262-2
条～L.262-12 条、第 R.262-1 条～

R.262-31 条 、 第 R.262-74 条 ～

R.262-80 条 
 
 
 
 
 
 
52: 2009 年９月 29 日、サルコジ大

統領は総額５億ユーロを超える新た

な若年者雇用支援策案を発表した。

職業オリエンテーションの強化な

ど、教育システムから離脱した若者

への雇用支援対策を強化する他、積

極的連帯所得の受給年齢を 18 歳ま

で引き下げる見込み（ただし、直近

３年、勤続２年以上の若年者に限

る） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
53: Allocation de soutien familial 
54: Pension allimentaire 
55: Pension de retraite 
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に含まれる。 

 

�住宅援助定額金 

家族住宅手当 56や社会住宅手当 57などの住宅手当の受給、家賃の有無、家

族構成により、「住宅援助定額金」は以下の通り異なる。 

・間借しているなどの理由により、家賃の支払いがないため、住宅手当を

受給していない： 0 ユーロ 

・ひとり暮らし： 54.56 ユーロ 

・２人暮らし： 109.11 ユーロ 

・３人暮らし： 135.03 ユーロ 

 

【給付期間】 

四半期ごとに、ＲＳＡ受給者が受給要件を満たしているか否かの審査があ

る。満たしている場合、給付期間は３カ月間更新される。ＲＳＡ受給者は月

収制限を４カ月連続で超えない限り、ＲＳＡを受給し続けられる。 

 

【財源】 

受給者が無職であるうちは県が、再就職した時点で政府が負担する。 

 

【管理運営機関】 

家族手当金庫 58、農業社会共済 59、県議会議長 

 

【ＲＳＡ受給者の権利と義務】 

ＲＳＡ受給者とその配偶者には、県が選ぶ雇用促進機関より社会的援護と

就職支援を受ける権利が与えられる。受給者と配偶者は、県が選択した機関

が公共職業安定所であればパーソナライズド雇用促進計画（ＰＰＡＥ）を、

他の機関であれば社会復帰に繋がる契約を、ＲＳＡ受給開始から２カ月以内

に締結することになる。 

ＲＳＡ受給者が失業中であり、世帯収入が定額金（前述①参照）を下回る

場合、あるいは直近３カ月間の平均月収が 500 ユーロを下回る場合、受給者

は以下の項目のいずれかを満たす義務がある。 

ａ．求職活動を行う 

ｂ．開業を行うための手続きを開始する 

ｃ．雇用促進機関が提供する社会的・職業的参入アクションを受ける 

ｄ．雇用促進機関が紹介する穏当な就職先を２回以上断ることはできない

ｅ．求職活動が免除されているＲＳＡ受給者は、専属カウンセラーと年に

１回は面談し、就労の可能性を検討する 

また、ＲＳＡ受給者が失業中であり、世帯収入が定額金（前述①参照）を

下回る場合、あるいは、直近３カ月間の平均月収が 500 ユーロを下回る場合、

ＲＳＡ受給者にはパーソナライズド再就職支援金 60 が給付され、求職活動に

必要な交通費、衣服の購入費、住宅費、ベビーシッター代、資格取得費など

に充てられる。なお、パーソナライズド再就職支援金の上限は県、公共職業

 
 
 
 
56: Allocation logement familiale（Ａ

ＬＦ） 
57: Allocation logement sociale（ＡＬ

Ｓ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
58: Caisses d’Allocations familiales
（ＣＡＦ） 
59: Mutualité Sociale Agricole（ＭＳ

Ａ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60: Aide personnalisée de retour à 
l’emploi 
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安定所、政府の３者協定により決められる。 

 

��������� 
 （Allocation de solidarité aux personnes âgées������ 

 

【根拠法令】 

社会保障法典第 D.815-1 条および第 D.815-2 条 

 

【給付対象者】 

満額老齢年金受給のための拠出期間（原則 160 四半期）を終了していない 65

歳以上の者 

 

【受給要件】 

・原則として、65 歳以上の者。ただし、就労が不可能とみなされた場合に

限り、60 歳以上でも受給が可能 

・フランス住居者 

・月収制限 

ａ．単身者は 692.43 ユーロ未満 

ｂ．50 歳以上の戦没者寡婦は 1,403.22 ユーロ未満 

ｃ．夫婦・カップルは 1,147.14 ユーロ未満 

なお「月収」には、就労による賃金、動産・不動産収入、ＡＳＰＡ申請時

から 10 年の間に行うであろう寄付金が含まれる一方、以下は含まれない。 

ａ．本人とその家族が住む本宅の不動産価値 

ｂ．家族給付 

ｃ．社会住宅手当 

ｄ．介護手当 

ｅ．軍人年金、等 

 

【給付水準】 

月収および世帯構成人数により以下の通り異なるが、いずれも上限は月

額 666.96 ユーロ。 

ａ．単身者 

677.13 ユーロと月収の差額 

ｂ．夫婦・カップルの双方ともＡＳＰＡ該当者 

1,147.14 ユーロと月収の差額 

 

【給付期間】 

満額老齢年金受給のための拠出期間（原則 160 四半期）が終了するまでの

期間、給付される。 

 

【財源】 

全額国庫負担 
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【管理運営機関】 

全国老齢保険金庫（ＣＮＡＶ） 

 

Allocation équivalent retraite  
 

【根拠法令】 

労働法典第 L.351-1 条 

 

【給付対象者】 

満額老齢年金受給のための拠出期間（原則 160 四半期）が終了した 60 歳未

満の者で、非自発的失業者。特定連帯手当（ＡＳＳ）や積極的連帯所得（Ｒ

ＳＡ）の代わりにＡＥＲの受給を希望する場合は代替的年金相当給付

（AER-remplacement）、雇用復帰支援手当（ＡＲＥ）を受給しながら補足的に

ＡＥＲの受給を希望する場合は補助的年金相当給付（AER-complément）と呼

ばれる。 

 

【受給要件】 

・公共職業安定所に求職者として登録している者（ただし、すべてのＡＥ

Ｒ受給者は、年齢に関係なく申請することで求職活動が免除できる） 

・満額老齢年金受給のための拠出期間（原則 160 四半期）を終了した 60

歳未満の者 

・収入制限 

ＡＥＲ申請前から 12 カ月の間に行われたインターンシップあるいは

就労による賃金、家族手当、住宅手当、特定連帯手当（ＡＳＳ）および

積極的連帯所得（ＲＳＡ）を除いた世帯収入により計算される。 

・代替的年金相当給付（AER-remplacement）特有の要件 

ａ．特定連帯手当（ＡＳＳ）あるいは積極的連帯所得（ＲＳＡ）の受給

者 

ｂ．あるいはその他の手当を一切受給していない者 

・補助的年金相当給付（AER -complément）特有の要件 

ａ．雇用復帰支援手当（ＡＲＥ）対象者 

ｂ．単身者は月額 968.00 ユーロ以下、夫婦・カップルは月額 2,195.58 ユ

ーロ以下の月収入を得ている者 

 

【給付水準】 

月収および世帯構成人数による。単身者の場合は 677.13 ユーロと、夫婦・

カップルの双方ともＡＳＰＡ該当者である場合は 1,147.14 ユーロと月収の差

額が給付される。上限は月額 666.96 ユーロ。 

 

【給付期間】 

満額老齢年金受給のための拠出期間（原則 160 四半期）が終了するまでの

期間、給付される。 
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【財源】 

全額国庫負担 

 

【管理運営機関】 

全国老齢保険金庫（ＣＮＡＶ） 

 

【受給者数】 

５万 7,800 人（2009 年８月現在 61） 

 

Allocation aux adultes handicapés
 

【根拠法令】 

社会保障法典第 L.821-1 条、他 62 

 

【給付対象者】 

成人障害者 

 

【受給要件】 

・永続的就労不能度が 80％以上で就労が不可能な者、あるいは永続的就労

不能度が 50～79％で就労に制限がある者 

・フランス住居者 

・原則として、20 歳以上、60 歳未満の者。ただし、16 歳以上の者が世帯

主となった場合は受給ができ、永続的就労不能度が80％である場合は、60

歳以降もＡＡＨの一部を老齢年金と同時に得られる。 

・年収が、単身者は年額 8,003.52 ユーロ未満、夫婦・カップルは年額１

万 6,007.04 ユーロ未満の者。ただし、扶養する子供がいる者の年収制限

は、子供１人につき 4,001.76 ユーロ増額される。 

 

【給付水準】 

月収により異なるが、上限は月額 666.96 ユーロ 

 

【給付期間】 

受給要件を満たす限り無期限 

 

【財源】 

全額国庫負担 

 

【管理運営機関】 

家族手当金庫 、農業社会共済 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
61: Unistatis 
 
 
 
 
 
62： 社会保障法典第 L.821-1 条～

L.821-8 条、第 R.821-1 条～R.821-9
条、第 D.821-1 条～D.821-11 条 
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������������ 
 （Contrat d’insertion dans la vie sociale������� 
 

Ⅰ‐２．３）で述べた通り、ＣＩＶＩＳは若年者向け求職支援を目的とした契

約であるが、特定の基準を満たす者には、政府より援助金が給付される。 

 

【根拠法令】 

労働法典第 L.5131-4 条、他 63 

 

【給付対象者】 

ＣＩＶＩＳ締結者 

 

【受給要件】 

インターンシップによる賃金や手当などを一切受給しない 18歳以上のＣＩＶ

ＩＳ締結者であり、以下の要件のいずれかを満たす者。 

・バカロレア以下の学位保持者 

・直近 18 カ月間に 12 カ月間以上の長期失業者として公共職業安定所に登録

している者 

 

【給付水準】 

補助金の額は地方自治体あるいは受入・情報提供・オリエンテーションセン

ター（ＰＡＩＯ）により決められるが、上限は日額５～10 ユーロ、月額 300 ユ

ーロ、年額 900 ユーロと定められている。 

 

【給付期間】 

原則として、12 カ月間、更新は１回まで。ただし、該当者の学位がレベルＶ

（ＣＡＰ・ＢＥＰ）以下である場合に限り、就職するまで更新できる。 

 

【財源】 

全額国庫負担 

 

【管理運営機関】 

地方自治体、受入・情報提供・オリエンテーションセンター（ＰＡＩＯ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
63: 労働法典第 L.5131-4 条、第

L.5131-5 条、第 L.5131-7 条、第

R.5131-10 条および第 D.5131-11 条

～D. 5131-27 条 
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Ⅲ. ������ 
 

Ⅲ����� 
 

金融危機と経済不況を受け、フランス国内の経済は 2008 年第４四半期以降マイ

ナス成長している。また失業者数は 2008 年夏より増加し続け、10 月末には 200 万

人を超えた。2008 年 11 月時点で、派遣労働者数も９カ月間連続で減少しており、

同年の最悪の減少率（マイナス 22％）に並んだ。危機の深刻さを踏まえ、政府は

景気対策の施行を担当する経済振興策推進大臣を設置し、景気再浮揚策として 650

億ユーロを経済に投入し、①景気活動と雇用の促進、②公共投資の助成、③連帯

の強化を目指す。中小企業向けの支援や、新規投資する企業に対する法人事業所

税の全額免除（2009 年の１年間の期限付き）、特定の産業向けの基金を立ち上げる

など、企業の経済活動を支援する施策を導入することで、経営者側に解雇を抑え、

危機を乗り越えてもらうことを目的としている。 

一方、雇用の不安が広がる労働者に対しては、失業者向けのワンストップ機関

の早期稼動、雇用援助契約の増大、そして就職支援制度を強化した。 

即効性を重視し、政府は投資・インフラ事業に重点を置いた 260 億ユーロの景

気刺激策を 2008 年 12 月４日に発表したが、国民は一般労働者が対策を享受でき

ないとし、更なる解決策を求め、2009 年１月 29 日に大規模なデモとストライキ

を決行した。しかし同日、景気刺激策の特別予算法案は可決された。 

また、2009 年６月４日、国立統計経済研究所（ＩＮＳＥＥ）が発表した調査結

果によると、2008 年第１四半期に 18.4％だった若年者の失業率は、同年第２四半

期には 19.6％、第３四半期には 19.9％、第４四半期には 21.1％、そして 2009 年第

１四半期には 23.5％まで上昇すると見込まれた。2009 年４月 24 日、事態の悪化を

受け、サルコジ大統領は従来の若年者向け雇用施策をさらに強化した緊急雇用施

策を発表し、2009 年６月１日より実施した。施策の支出総額は 13 億ユーロで、若

年者 50 万人の雇用創出を目指す。 

 

 
Ⅲ����������������������������� 
 

2009 年の１年間、新規採用する従業員数 10 人未満の企業に対し、社会保険料の

雇用主負担分を全額還付する「社会保険料の雇用主負担ゼロ制度」を導入し、７

億ユーロを投入する。企業への払戻額は逓減型で、最高で最低賃金の 1.6 倍、最低

でも月額 180 ユーロとする 64。 

これまで従業員数 10 人未満の企業は、年間平均 300 万人を採用していたが、経

済危機により脆弱化している。零細企業が低迷期にも採用し続けるよう、一時的

な減税措置を導入する。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
64: 最低賃金受給者の場合 
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企業による人員整理を回避するために一時帰休制度を拡張し、やむなく解雇さ

れた者に対する職業支援制度を増設するため、５億ユーロを投入する。 

 
 

 

2009 年１月１日以降、就労者に支給する一時帰休手当の最低額は、税込み時

給の 50％から 60％に増額し、最低時給も 4.42 ユーロから 6.84 ユーロに増額す

る。従業員数 251 人以上の企業には時給 2.13 ユーロ、250 人以下の企業には 2.44

ユーロの助成金を企業側に支給する。 

また、適用期間は年 600 時間から 800 時間まで延長する。経済危機によって

特に大きなダメージを受けたセクターの場合、一時帰休期間は 1,000 時間まで延

長可能とする。 

 
 

 

職業移行契約 65 は、従業員数 1,000 人未満の企業から、経済的な理由により

解雇された就労者に対し、報酬の 80％を最長 12 カ月間支給する契約制度。職業

移行契約を締結した就労者には個別就職支援や職業訓練などの強化支援を提供

する。また、再就職先での報酬が減少した就労者には補償金を支給する。 

2008 年９月末現在、ＣＴＰ締結者数は 1,000 人以上おり、職業移行契約の適

用は「問題のある雇用地域」の７地域に限られていた。今後は 18 地域に増設さ

れ、合計 25 地域まで拡大していく。 

 

 

 
 

政府は、失業率が低下していた 2008 年上半期まで、雇用援助契約の件数を意図

的に減少させていた。しかし危機の影響を受け、スキル不足が故に労働市場から

長期的に離れざるを得ない就労者の増加を懸念し、再度拡大することを発表した。

2008 年度の雇用援助契約６万件の創出を年度内に実行し、2009 年には更に２億

5,000 万ユーロの追加予算を投入、予定していた 20 万件より 10 万件多い 30 万件

の雇用援助契約を導入する。 

 

 

Pôle emploi  
 

ワンストップ窓口の設置を加速化することで、より質の高い、よりパーソナラ

イズ化された、そしてより人間味のあるサービスを、多くの求職者に提供する。

増加する失業者への対応と合併作業を円滑に進めるため、職員を増員した（200 人

を有期雇用契約で採用）66。主な施策は、以下の通り。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
65：Contrat de Transition  
Professionnelle。基本的にⅡ‐２．

２）の個別職業斡旋協定（ＣＲＰ）

と同じ内容の求職支援だが、同一雇

用主の下で２年以上勤続年数を有

する正規社員のみが受給対象のＣＲ

Ｐと異なり、ＣＴＰは被雇用者の雇

用形態や勤続年数を問わず適用さ

れる 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
66: 2009 年７月末、雇用担当大臣は

ワンストップ化作業に遅れが生じて

いると発表。７月末現在、全国 950
カ所に設置予定のPôle emploiは200
カ所にしかなく、ワンストップ窓口

の設置が終了するのは 2009 年末と

見込まれる。全国統一された代表電

話番号「3949」の応対率も低く、利

用者からの苦情の絶えない状況が続

いている。また、不況のため失業者

が Pôle emploi に殺到しており、人

材・研修不足を訴える職員ら

は、2009 年 10 月 20 日にストライ

キを起こした 
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・ 2009 年９月までにワンストップ窓口の設置を終了し、失業手当の申請と求職

者登録が１回の面談で行えるよう目指す 

・ 2009年３月以降、求職者にマンツーマンで対応する専属担当者 67をPôle emploi

に配置する 

・ 再就職率、求職期間、安定雇用への再参入率など、全サービスの質を数値管

理する 

 

 

 
 

政府は預金供託金庫と共同で企業設立・買取り支援金制度（ＮＡＣＲＥ）を設

置し、失業者を対象に開業を促進する。同制度は 2009 年１月１日以降、既存のサ

ービス（開業コンサルティング・チケット 68 および新規企業発展奨励措置 69）を

代替し、貸付金を増加する。 

フランスでは毎年約 7,000 人の失業者が開業を目指しているが、長期失業者が設

立した企業の寿命は平均より短い。その対策として、開業する失業者がより手厚

いアドバイスと、より多くの貸付が無利子で受けられるように、政府は 4,000 万ユ

ーロ、預金供託金庫は１億ユーロを用意した。年間２万人の利用者を見込んでい

る。 

 

 

 
 

今回の経済危機とは明らかに関係がないにもかかわらず、危機を理由にした経

営縮小や従業員解雇を行うことがないよう、企業に警告した。 

 
 

  
 

積極的連帯所得（ＲＳＡ）が導入される 2009 年７月１日までのつなぎ対策とし

て、７億 6,000 万ユーロを投入し、2009 年３月末に、低所得 380 万世帯に 200 ユ

ーロを支給する。 

 

 

 
 

フランスの職業訓練制度および失業手当制度の運営は労使に託されている。し

かし政府は「もっとも職業訓練を必要としない者が（訓練を）優先的に受けられ」、

「過去 26 カ月の間、有期雇用で 15 カ月間働いていた失業者の手当は、同期間に

無期限雇用で 16 カ月間働いていた失業者の３分の１」という不当な現状を打破す

る改善策を 2008 年末までに提出するよう指示していた。結果、労使は以下の協定

書を提案し、法令改正を行った。 

 
 
 
67: 失業手当の申請から職業訓練、

求職活動まで一貫して求職者をサポ

ートする専属職員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
68：Chèque-conseil。マーケティン

グや経営管理、産業固有の課題など

のコンサルティング・サービスを、

低料金で受けられる６枚つづりのチ

ケット 
69: ＥＤＥＮ。最高５年間の償還期

限で無利子の貸付を受けることが可

能な措置 
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職業訓練計画（Plan de formation）を簡素化し、現行の３つの計画から以下の

２つに絞られた。 

・ 職や企業の発展に伴って必要となる訓練を、就労者の勤務時間内に実施す

る職業適合を目的にしたアクション・プラン 

・ 就労者の勤務時間外に実施する能力開発を目的にしたアクション・プラン

 

 
 

低資格層や労働市場から離れている者（連帯制度の受給者や雇用援助契約で

働く就労者）を対象に、熟練契約（Contrat de professionnalisation）の締結数を増

加した。 

 

 
 

失業手当受給権のある失業者は、取得した個別訓練受講権（Droit Individuel à la 

Formation：ＤＩＦ70）を失業後にも保持することが可能となった。権利保持に

伴う費用は労使間公認訓練費徴収機構（ＯＰＣＡ）が負担する。 

 

 
 

繰延初期教育訓練（Formation initiale différée）は大学レベルの初期教育訓練を

受けていないが、いずれ復学を考えている就労者を対象にした新しい職業訓練

制度。教育訓練休暇基金（ＯＰＡＣＩＦ）が出資する能力調査書 71 や職業経験

認定証（ＶＡＥ）の交付が受けられる。 

 

 

�低資格労働者向け職業訓練、年間 50 �人増 

低資格であるが故に不安定な雇用に就いている被雇用者を対象に、職業訓

練にかかる費用を負担し、訓練を受けやすくする。被雇用者向けに職業訓練

期間（Période de professionnalisation）または訓練活動（Action de formation）を

設ける雇用主には、労使間公認訓練費徴収機構（ＯＰＣＡ）が職業訓練費を

優先的に支給するほか、職業訓練個人休暇（ＣＩＦ72）を取得する被雇用者に

は、教育訓練休暇基金（ＯＰＡＣＩＦ）が休暇中手当を優先的に支給する。

 

�求職者向け職業訓練、年間 20 �人増 

公共職業安定所で募集中のポストに就ける可能性はあるが、スキルが足り

ない求職者に対し、即戦力準備措置（ＰＯＥ）を新しく導入し、最長 400 時

間の短期間の職業訓練を提供する。公共職業安定所の一次選考と採用予定企

業の二次選考によって選ばれた求職者は、該当するポストに就くうえで不足

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70: 被雇用者は、雇用主との合意に

基づき、自らの意思で年間 20 時間

の職業訓練を受けることができる。

合意が得られない場合は、職業訓練

個人休暇（ＣＩＦ、以下参照）を利

用する権利がある。職業訓練は、セ

クター別労使協定あるいは企業内協

定に基づき、勤務時間内もしくは勤

務時間外に受けることができる。被

雇用者には、前者の場合は賃金

の 100％が、後者の場合は手取り賃

金の 50％が支給され、雇用主には

職業訓練にかかる費用が支給される

 
71: Bilan de compétances。職業能力、

人間的資質、適性、モチベーション

について調査した書類 
 
 
 
 
 
 
 
 
72: Congé individuel de formation。被

雇用者が自発的に職業訓練を受け

るための休暇。雇用主の承認は必須

ではないが、被雇用者は訓練計画書

を作成し、一定の条件を満たしてい

るか否か審査され、休暇中に得られ

る賃金が決められる。なお、フルタ

イム訓練の場合は１年間、パートタ

イム訓練の場合は 1,200 時間までの

休暇が取得でき、ＣＩＦの申請がで

きるのは勤続 24 カ月以上の被雇用

者に限る 
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するスキルを特定してもらい、公共職業安定所が出資する職業訓練を受ける

ことができる。 

 

�）�業��制度の��� 
 

�失業保険負担率の�� 

毎年 12 月末および６月末時点で、全国商工業雇用連合（Unedic73）の四半

期利益が５億ユーロ以上であれば、雇用主および従業員の失業保険負担率を

年間 0.5 ポイントまで下げる。2008 年 12 月末の Unedic の利益は 450 億ユー

ロと予測されている。 

 

�失業手当の受給条件 

従来、過去 22 カ月間に６カ月以上の就労を条件としたが、2009 年１月１

日以降、28 カ月間に４カ月間就労すれば失業手当を受給できる。ただし 28

カ月間の該当期間は、年齢により 36 カ月間まで延長する。また、就職後 12

カ月以内に失業した者の最低就労期間は６カ月間とする。 

 

�失業手当の給付期間 

就労１日に対し失業手当は１日給付される。給付期間は 24 カ月間まで延長

が可能だが、以下の失業者には異なる制度がある。 

・ 50 歳以上（27 カ月間以上就労した高齢者に限り 36 カ月間給付） 

・ 季節労働者 

・ 経済的な理由による解雇 

 

�失業手当の額 

これまでと同様で、前職の税込み日給額の 57.4％。 

 

��10�若年者向け��雇用�� 
 

�）��の支出�� 
 

�� 10� 若年者向け��雇用��の支出�� （単位：人、100 万ユーロ）

雇用�� ��人� 2009 年度

支出� 
2010 年度

支出� 
熟練契約 

熟練契約 17 万件 170,000 113.3 113.3
見習い訓練 

社会保険料の雇用主負担ゼロ制度 120,000 50.4 50.4
追加採用する企業に特別助成金 40,000 36 36

インターンシップ生、無期限雇用契約で採用 50,000 150 -
商業セクターにおける雇用援助契約 50,000 75 75
セカンド・チャンス学校 7,200 9 17
訓練支援契約 50,000 80 250
若年者向け雇用援助契約 30,000 70 160
�� 517,200 583.7 701.7
若年者向け��雇用��の支出�� 1,285.4

出所：内閣府 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
73: 全国レベルで失業保険制度を運

営する労使同数代表主義機関 
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�見習い訓練制度の�化 

2009 年６月１日から 2010 年６月１日までに、見習い訓練生 32 万人の採用

を目標とする。2008 年度中、座学と実務を兼ねる見習い訓練契約は 25 万 8,000

件締結されたが、不況のため、2009 年に入ってから締結件数は減少している。

同施策の目的は、企業による見習い訓練生の採用促進と、見習い訓練制度の

積極的なプロモーション活動である。 

ａ．「社会保険料の雇用主負担ゼロ制度」の枠の拡大 

2010 年６月 30 日まで、見習い訓練生を新規採用する企業に対して、「社

会保険料の雇用主負担ゼロ制度」を企業の規模を問わず適用する。同施策

の支出額は１億ユーロ。 

ｂ．追加採用する従業員 50 人未満の企業へ特別助成金の支給 

見習い訓練生を追加採用する従業員数 50 人未満の企業には、1,800 ユー

ロの特別助成金を支給し、その半額は採用時に、残りの半額は６カ月後に

支給する。同施策の支出額は 7,000 万ユーロであり、見習い訓練生４万人

の採用を見込む。 

ｃ．「目標と手段の複数年契約」の追加条約に署名し、職業訓練開発・近代

化国家基金を総計６億ユーロに増額 

2009 年６月 30 日までに、見習い訓練制度の発展を目的とする「目標と

手段の複数年契約（ＣＯＭ）」の追加条約に、地域圏議会および県知事が署

名することで、職業訓練開発・近代化国家基金（以下、ＦＮＤＭＡ）から

１億ユーロの資金が提供される。これにより、見習い訓練制度の促進に利

用できる資金は総額６億ユーロになる。 

また、2010 年１月１日より、従業員数 250 人以上の企業から徴収される見

習い税（月収の 0.1％）の全額は、ＦＮＤＭＡを通して、見習い訓練制度の促

進を目指す以下の施策に充てられる。 

・人材を募集しているセクターに見習い訓練契約２万件の創出 

・見習い訓練制度が浸透していないセクターに見習い訓練制度を促進 

・職業訓練センター（ＣＦＡ）などのインフラの増設および教材に投資 

・モビリティ支援の提供：職業訓練センターまでの交通費や宿泊費の援助、

ＥＵ圏内のモビリティ支援など 

・見習い訓練契約の破棄の減少 

 

�熟練契約の促進 

2009 年６月１日から 2010 年６月１日までに、熟練契約 17 万件を創出する

ことを目標とする。熟練契約の目的は、締結者に職業訓練と企業における実

務を交互に受けさせ、特定の職種に就くために必要な資格やノウハウを習得

させることである。締結者の 75％は、６カ月間以上勤続しており、就職支援

としての効果は高い。2008 年度中、14 万 2,000 件の熟練契約が 26 歳未満の

若年者により締結されたが、2009 年に入ってからその件数は減少している。
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ａ．若年者を熟練契約で採用する企業へ特別助成金の支給 

26 歳未満の若年者を熟練契約で採用する企業には、1,000 ユーロの特別

助成金を支給する。対象者の学歴がバカロレア未満の場合は、特別助成金

は 2,000 ユーロになる。同施策の支出額は２億 2,600 万ユーロ。 

ｂ．労働組合に積極的な拠出の要求 

労働組合に、単一調整基金（ＦＵＰ）および新しく設立された職業課程

安定化労使同数基金（ＦＰＳＰＰ）に積極的に拠出するよう求める。熟練

契約で新規採用を検討する企業には金銭的援助、同契約の活用を試みるセ

クターには支援金を基金から提供することで、契約締結件数を増加するの

が目的。 

ｃ．公的雇用促進機関（ＳＰＥ）による熟練契約の推奨 

公的雇用促進機関（ＳＰＥ）は、若年求職者、特に社会保護受給者に熟

練契約を推奨し、民間企業に熟練契約の採用を促進する。なかでも公共職

業安定所は、各地域圏に熟練契約斡旋係（約 400 名）を任用し、2009 年内

に熟練契約２万 5,000 件の創出を目指す。 

 

�交互訓練制度の促進計画をヴェオリア社に委託 

交互訓練制度の企業への導入を促進するため、ヴェオリア・エンバイロメ

ント社に促進計画を委託した。ヴェオリア・エンバイロメント社は交互訓練

の進捗状況を数値化する交互憲章を策定し、他社の手本となる大手企業やセ

クターに、同憲章に同意するよう働きかける。 

 

�就業に�れることを目的とする訓練支援契約 

2009 年９月より、訓練支援契約５万件の創出を目標とする。不況のため、

有期雇用契約や派遣労働契約の更新件数が減少し、若年者が労働市場に参入

できる機会が減少している。若年者に資格レベル向上の機会と、不況時に市

場のニーズに合った技能の習得の場を提供し、景気回復と同時に即戦力とし

て活躍できるように育成する。同施策の支出額は３億 3,000 万ユーロ。 

2009 年９月より、学歴レベルⅣ（バカロレア・レベル以上）からレベルⅡ

（学士課程修了以下）の 16～25 歳、公共職業安定所あるいは公的雇用促進機

関（ＳＰＥ）に登録している若年者を対象に、訓練支援計画を提供する。特

に、資格の無い若年者および交互訓練契約を途中で挫折した５万人に、計画

の提供を優先する。パーソナライズ化された就職支援に基づく訓練支援計画

は、以下の項目を含む。 

・将来性の高い職業に就くための事前技能訓練および技能訓練の提供 

・企業実習 

・インターンシップ生としてのポジションを与えることによる、社会保険

への加入と、研修費の支給 

・資格の習得あるいは長期採用する就職先の紹介 
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�セカンド・チャンス学校の促進 

2009年から2010年にかけて、セカンド・チャンス学校の定員数を現在の4,800

人から 7,200 人増員し、合計１万 2,000 人にすることを目標とする。セカンド・

チャンス学校は、資格・学歴レベルの低い若年者に再教育の場の提供を目的

とし、生徒の３分の２は就職先あるいはインターンシップ先を見つけている。

さらに成果をあげるため、「郊外希望計画」は 300 万ユーロの支援金を用意し、

セカンド・チャンス学校ネットワークが掲げる課題や方針を忠実に守る学校

に配分される予定である。しかし 2009 年４月現在、セカンド・チャンス学校

は 11 地域圏、24 県にしかなく、生徒数は 4,740 人と少ない。 

政府は同施策に積極的に参加し、地域圏と同等の費用の３分の１を負担す

る。同施策の支出額は 2,600 万ユーロ。 

 

 
 

�インターンシップ生として安定したス�ータスを作り、無期限雇用契約（�

��）で採用される��に支援 

2009 年４月 24 日から９月末までに、インターンシップ生５万人の無期限

雇用契約の採用を目指す。毎年 220 万人の若年者がインターンシップ生にな

るが、その殆どが短期契約である。昨今、大学におけるインターンシップ制

度の導入は拡大傾向にあり、就業体験を持つ学士課程修了者数は増加してい

る。その一方で、インターンシップ終了後に安定した状況が作れない学生数

も増加傾向にある。そのため政府は、インターンシップ生を無期限雇用契約

で採用する企業に対し、助成金を支給する。 

2009年４月24日以前から研修している26歳未満のインターンシップ生を、

同年９月末まで無期限雇用契約で採用した企業には、3,000 ユーロの特別助成

金を支給し、その半額は採用時に、残りの半額は６カ月後に支給する。同施

策の支出額は１億 5,000 万ユーロ。 

インターンシップ開始から２カ月以降の研修生に、報酬の支払いを義務付

ける法改正にも着手する。 

 

�若年者向け雇用援助契約を用いて、若年者に就業体験を与え、契約終了後

に商業セクターで活用できる技能を習得させる 

2009 年６月から 2010 年６月までに、非商業セクター、主に地方公共団体

において、若年者向け雇用援助契約３万件の雇用創出を目標とする。若年者

向け雇用支援契約（CAE-passerelle）は、若年者に就業体験を与えると同時に、

商業セクターで活用できる技能も習得させるため、非商業セクターから商業

セクターへの橋渡しになることが期待される。公的雇用促進機関（ＳＰＥ）

には、非商業セクターに対する雇用援助契約のプロモーション活動などの協

力が求められる。採用にかかる費用の９割は政府が負担し、同施策の支出額

は２億 3,000 万ユーロ。 
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2009 年６月 26 日、ローラン・ヴォキエ雇用担当大臣とファデラ・モラノ都市

政策担当大臣は各県知事宛てに通達を出した。「問題の生じやすい都市地域（Ｚ

ＵＳ）」と指定された地域の雇用状況は 2009 年に入ってから悪化し続けており、

特に若年者の求職者数が急増している。これまで政府が実施していた若年者向

け雇用施策をさらに強化するため、社会統合・機会均等庁（Acsé）が 1,000 万ユ

ーロを融資し、以下の４つの施策に充てるというものである。 

 

���活動を�した社会参入（Insertion par l’activité économique��ＡＥ）

社会統合・機会均等庁は都市再生整備機構（ＡＮＲＵ）と共に、都市再生

整備地域内に社会参入を目的とした作業場を約 100 件創出する。政府は、景

気刺激策として既に３億 5,000 万ユーロを都市再生整備費に投じており、各

県知事には、参入計画に沿った雇用を都市再生整備業内で創出することを求

める。 

 

�就職支援 

支援者制度（parrainage）などを導入し、就職困難な若年者、特に新卒者に

対する就職支援を、以下の通り強化する。 

・ＺＵＳ内の支援者制度を、各県 50～100 人分追加援助する 

・求職支援活動 74の援助や、求人企業と若年者を引き合わせる機会を増や

す 

・離職を防ぐため、支援活動を就職後も引き続き行う 

 

�開業支援 

ＺＵＳに居住する若年者の多くは開業に関心を持っている。各県知事に対

しては、企業設立・買取り支援金制度（ＮＡＣＲＥ）と新制度の個人事業主

制度（auto-entrepreneur）を活用し、若年者の開業を積極的に支援することを

求める。支援計画を立てた県には、プロジェクト維持費として若年者１人あ

たり 2,000 ユーロを支給する。 

 

�職業訓練お��モビ���支援 

ＺＵＳに居住する若年者の中には、見習い訓練契約や熟練契約に参加でき

るレベルに満たない者や通勤が困難な者がいる。各県知事に対して、若年者

のレベル向上を目的にした育成コースや企業内のチューター制度の設置、移

動や住宅支援の提供を求める。各地域に応じた需要の高いサービス業（一般

家庭向けサービス、幼児向けサービス、高齢者向けサービス、障害者向けサ

ービス、等）を選択し、それらに関連する育成コースを設置し、雇用を創出

することを推奨する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
74 : Action d’accompagnement d’aide 
à la recherche d’emploi 
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＜参考＞ 

 

内閣府（www.gouvernement.fr） 

労働・社会関係・家族・連帯・都市省（www.travail-solidarite.gouv.fr） 

労働・社会関係・家族・連帯・都市省の調査統計局 

経済・産業・労働省（www.minefe.gouv.fr） 

予算・公会計・公職省（www.budget.gouv.fr） 

フランス各省庁ポータルサイト（www.service-public.fr） 

国立統計経済研究所（www.insee.fr） 

公共職業安定所・統計調査局 Unistatis（http://info.assedic.fr/unistatis/） 
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